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日本養護教諭教育学会誌 Vd.1,No.1,1998

巻頭言 発刊に寄せて
日本養護教諭教育学会理事長 堀 内 久 美 子

このたび 日本養護教諭教育学会誌創刊号を発行できる運びとなったことは喜ばしい限りです。

学会の前身である「全国養護教諭教育研究会」発足から5年。第 1回研究大会から4年。発足当初

から,共同研究を組織 しその成果を発表するなど,学会としての活動を一貫して行つてきましたが,

学会誌発行で学会としての事業が一通り整い,よ うやく名実共に学会らしくなりました。学会誌の内

容を高めることは今後引き続き取り組むべき課題であります。各会員・研究グループが水準の高い論

文を掲載できるよう努力しなければならないでしょう。この節目の機会に,学会と学会誌の意義を再

確認 したいものです。

日本養護教諭教育学会発足の意義は,養護教諭養成教育や卒後教育に関わる課題を共有し検討 しあ

う全国的な研究組織が初めてできたことです。わが国の養護教諭養成機関は多様であり,それが従来

養護教諭教育の問題を複雑にする要因のひとつでした。学会発足は養成制度自体の改善には直結 しな

いものの,それらの養成機関の教員や卒業生 (現職養護教諭)が一堂に会 して協議・交流できる共通

の場がつくられた意義は大きいといえます。養護教諭の教育は,望ましい養護教諭をめざして行われ

る養成段階の教育や現職教育・研修などすべてを含めて考えるべきものでしょう。どのような活動が

望ましいのか, どのような能力が求められるのか,そ の能力はどのようにして身につけられるのか等

々,分析的・総合的に研究 していかなければなりません。養護教諭教育に関するさまざまのテーマに

ついて,先行研究の確認,研究方法の検討や実践研究の交流などを行い着実に成果を生み出していく

ことが期待されています。特に,研究会が学会になったことで,研究を推進する趣旨がより明確にな

り,学術集会での発表が社会から「研究」とみなされるようになって,責任も増してきました。学会

に対する社会的認知や期待は「研究会」時代と質的に異なるといつてもよいでしょう。最近現職養護

教諭から入会申込みや問い合わせが増えていることはその表れであるように思います。

次に,学会誌の意義は,研究の成果を公表し広く社会に問 うことだといえます。研究は個人の知的

興味を満足させるためだけに行 うものではなく,発表 して社会の知的共有財産を増やすために行 うも

のです。もちろん,発表後に批判を受けさらに内容を向上させることも含んでいます。一般に,学会

誌に掲載 された学術論文は論文としての価値が高いとされています。学会誌は図書館などに長期にわ

たり収蔵されるので,希望する人は誰でも閲覧できますし,後 に続 く研究にも参考として活用できま

す。学会誌をぜひ皆で盛 りたて,質,量 ともに充実させていきたいと思います。

誌△
バ

き
十

愛知教育大学
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創刊に寄せて 養護教論の飛躍的な活動に期待する
―「日本養護教論教育学会誌」の創刊を祝つて一

日本学校保健学会理事長  高 石 昌 弘

将来の学校保健教育を担 う新 しいジャーナルの誕生という素晴らしいニュースに接 し,「 日本養護

教諭教育学会誌」第 1巻第 1号の発刊を心からお祝いいたします。同時に,記念すべきこの創刊号に

寄稿の機会をいただき光栄に存じます。

日本学校保健学会での要望課題・共同研究による約 10年 間のエネルギー蓄積を基にした1993年 の

「全国養護教諭教育研究会」設立,そ してさらなる研究活動を土台にした 「日本養護教諭教育学会」

の発足は,長 い間の関係者の努力の結果であり,深 く敬意を表したいと思います。さらに今回は立派

な学会誌が刊行されたわけです。我が国の学校健康教育活動にとり,その歴史の 1ページを飾る快挙

といってよいでしょう。一般的に学会が真の学術集会として学術分野で認知される条件の一つとして

学会誌の定期刊行があげられるからです。それに,学会誌はなんといっても,学会活動の顔のような

ものといえましょう。

21世紀の到来を間近に控え,教育界には大きな動きが見られます。学校現場での諸課題に関わる議

論はもちろんです し,国 レベルでも,中央教育審議会,教育課程審議会,教育職員養成審議会などの

答申や中間まとめ,さ らに学校健康教育分野での保健体育審議会答申などにもその動向を見ることが

できます。そして,関連する学会・研究会における養護教諭の活躍の新 しい動きを裏付けています。

これからの動向の中で,ヘルスプロモーションの理念に基づく健康の保持増進を基盤 として新 しい学

校健康教育の方向につき多くの提案がなされていることが分かります。養護教諭への期待として,こ

れまでの職務に加えて,①カウンセ リング能力の向上,②企画力,調整力の充実,③教育活動への一

層の参画,な どがあげられていますが,と りわけ③については具体的な飛躍の方向が論 じられていま

す。

学校の専任教員の中で,健康問題の専門家は養護教諭です し,学校健康教育の立場から学校を動か

していくのは養護教諭です。それは子どもたちを動かしていくことですし,家庭を動かし,社会を動

かすことにつながります。

激動する社会の中で,次世代を担 う子供達の健康はきわめて重要です。その課題解決のキーパーソ

ンとして,養護教諭の飛躍的な活動が期待 されます。そして,その活動を推進する「日本養護教諭教

育学会」の発展と新 しいジャーナル 「養護教諭教育学会誌」の充実を心から祈ってやみません。

大妻女子大学
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創刊に寄せて 日本養護教諭教育学会への期待
日本教師教育学会会長  中 野 光

日本養護教諭教育学会が 5年間の研究活動のつみかさねの うえで設立されたとのこと,私 も大変 う

れ しくかつ心強 く思ってお ります。

私 どもの 日本教師教育学会が発足 したのは1991年 のことで したが,そ こにはそれを促 し,支 えた歴

史的条件 と次のような私たちの問題意識がありました。

第 1は ,そ れまで 「教員養成」「教員採用」「教員研修」もしくは 「現職教育」 と呼ばれて行われ

てきたことは,別々のものではなく,本来一体のものであるべきだ, と考えたことで した。つま り,

教師 (教育者)と い うものは,た とえば工場でつ くられ′た完成商品のようなものではなく,ま た,採

用や研修にしてももつばら行政側が独 占的にすすめるべきではなく,教育の論理 と科学的研究によっ

てつねに改革 されていくべきだ, と考えたので した。

第 2と しては,私たちには,そ のような立場か らの教師教育についての研究は,基本的にはそれを

にな う者 自身 もまた教育の実践者である, とい う自覚がありました。考えてみます と,戦後の教育研

究は戦前にくらべると質量 ともに発展 したことは事実ですが,高等教育についての研究ははなはだし

くたち遅れま した。たとえば,大学の教員は自らが大学教育の実践にたず さわっているのに, しばし

ば,高校以下の学校の教員 を 「現場の先生」と呼んできました。それは自分が教育現場にあることを

軽視 し,自 らの教育実践を研究の対象 としてこなかったことの反映でもあつたのではないで しょうか。

そのよ うな認識は私 どもの学会の歩みの中で次第に深められたと思います。また,それは教師教育

(teacher education)と い う概念を国際的なものにしてきた動向とも軌を一つにしたものでもありま し

た。

しかし今,私たちの国の政策は必ずしも私たちが目ざした方向には動いていません。そのことは最

近の一連の教育関係の審議会の答申や行政の実際にもあらわれています。

言 うまでもなく,教師は育てられるものであると同時に育つものです。そのゆるぎない原理をもつ

とも切実に深 く自覚されているのは養護教諭とその教育にとりくんでおられる方々ではないでしょう

か。 したがって,養護教諭を育てる課題に対する科学的研究を一層発展させることを目的とする学会

が発足したことは私たちの学会にとっても力強いはげましになります。ご発展を心から期待 しており

ます。

中央大学
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特集 養護実習 全国養護教諭養成機関における養護実習評価の現状

堀内久美子
*1 

大谷尚子
*2 

小笠原紀代子
*3 

曽根睦子
*4 

中桐佐智子
*5

Cunent evaluation of training practice for school nursoteacher in nationwide

educalionalh亜加tiolsbrschoolnuscaletther

Kumiko HORIUCHI Hisako OTANI Kiyoko OGASAWARA Mutsuko SONE Sachiko NAKAGIⅢ

Sll―ary

There is little evaluation of tralnhg practice for school llurse― teacher focused in previous rescarch,  so that it is

difEcult to deterrnine evaluation itelrls or viewpoints in that fleld based on research outcomes.Each educlttional

institution for school lllllrSe… teachers evaluates the training pracuce by indi宙 dual methods. In this study, a

quesuormaire distrbuted by man to nationwide educatiOnal insututions(65 schoolrem)as well as Evaluation

Table in tems of school llllrse―teacher training practice(61 schools response)were anaけ Zed.The results

hclude fmdings as follows:

1.25 of me educauonal mstitutions(38%)evaluated smdentゞ learrung with `marks evaluated by the school

lvhere students conducted trailung practice for school nurseeteacher' as h is, and an o■ er 40 11stitutions

(62%)evaluated indi宙 dually witll tよ ing accolmt of remarks ma“ by■e school for the trainhg pracuce。

2.Reference for the remttks made by the schools for ttaining practice included pracuce jolrnal, attendance,

assiglllment attr the practice, attendance for pre― trainlrlg insmctiOn。

3.QuestiOns in the Evaluation Table in tems of school nursc― teacher training practice are different for each

hsutution, but question itellrls were l～ 18 in a large scde and 3～ 51 h a small scale.Bctt classiied by

■eaよing contents, ■ere were at large 7 catego五es such as`speciality in school nwshg' `overan sch。 。1

educauon' `class acuviues' `atimde' `capability' `research' `record' .

4。 `speciality in school nursing' occupied about 40～ 59%of all evaluaton items激 2 9 institutions allrlong aⅡ

■e 61 缶lstitutions.

Key words: educational evaluation   school nlrsc― teacher trallling practice   educational institutions for school

lllrse‐teacher schools for trainitt pracuce

キーワー ド :教育評価 養護実習 養護教諭養成機関 実習校

I。 はじめに

わが国の養護教諭養成制度は複雑であり多くの種類の養護教諭養成機関が存在する。養護実習は養

*1愛知教育大学  *2茨 城大学  *3筑 波大学附属聾学校  *4筑 波大学附属駒場中・高校
*5吉備国際大学
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護教諭養成教育内容の要となるものであり,多面的に検討されるべきである。筆者 らはさきに全国の

養護教諭養成機関を対象とした質問紙郵送調査から養護実習運営全般について資料を収集 し,現状と

問題点を明らかにした1)2)。
養護実習の評価については先行研究の中でほとんどとりあげられておら

ず,研究成果にもとづいて評価項目や視点を決定することは非常に困難であり,各養成機関は独 自の

方法で評価を行つているのが現状である。そこで本研究では,質問紙郵送調査の回答と評価表分析か

ら各養成機関の評価活動の実態を明らかにし,今後検討すべき課題を追求するとともに改善への示唆

を得たい。

Ⅱ。研究方法

1.調査対象校

全国の養護教諭養成機関77校 を対象とした。養成機関の種類は,一種免許 :四年制大学 (以下四大

と略記),指定教員養成機関である国立大学養護教諭特別別科 (以 下別科と略記),保健婦学校,短期

大学専攻科,二種免許 :短期大学,二年制の指定教員養成機関 (以 下短大系と略記)の 5種である。

2。 調査方法と調査時期

1994年 7月 中旬に各養成機関の養護実習担当教員宛に質問紙を郵送し, 9月 上旬に回答未着の学校

に再度文書で依頼 した。

3。 調査内容

質問紙調査の調査内容は,養護実習評価における実習校と養成機関の成績評定の関連,重みづけ,

養成機関側の成績評定の根拠 となるもの (出席簿,実習 日誌,レポー ト等),養護実習評価の問題点

と改善策等であった。また,養護実習評価表 (養成機関の求めに応 じて実習校が個々の実習生の評価

を記載 し提出するもの)用紙の送付を依頼 した。

4。 回収状況

質問紙への回答は65校,養護実習評価表用紙は61校 から得られた。回収状況の内訳は表 1の通 りで

ある。

Ⅲ.研究結果

1.質問紙調査の結果

1)臨地実習と事前事後指導の単位授与

「臨地実習 (実際に学校において行 う実習)と 事前 。事後指導をあわせて一つの授業科日として単

位を授与する」は29校 ,「複数の授業科目として単位を授与する」は27校 ,「臨地実習のみの単位を授

与する」は 8校であった。

2)養成機関の成績評定の方法 (実習校の評定との関連)

‐5‐
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表 1  調査対象校と回収数

免許種別養成機関 対象数
*

調 査 票 評 価 表

回収数 回収率 回収数 回収率

養護教諭一種

四年制大学
*

指定教員養成機関

特別別科

保健婦学校

短期大学専攻科

養護教諭二種

短期大学

指定教員養成機関

48

20

28

7

20

1

29

26

3

校 37

15

22

6

16

0

校 770/o

75

79

86

80

0

33

12

21

6

15

0

校

28

25

3

69%

60

78

86

75

0

全 体 77 65 84 79

ホ1994年 度現在の課程認定四年制大学のうち,学年進行中の大学と最近数年

間免許取得者がいない大学は対象としなかつた。

表 2  養成機関の成績評定の方法

四大  別科  保婦校  短大系  全体

実習校の評定との関連     N=15  N=6  N=16   N=28   N=65(%)

a実習校の評定全 くそのまま   7   2    13    3    25(38。 5)

b場合により部分的に調整     2   3    0    7    12(18。 5)

c常に養成側所見を加味 し評定   6   1    3    18    28(43。 0)

校

(注)保婦校=保健婦学校。以下の表も同じ。

‐6_
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養成機関が養護実習の成績評定 (ABCD,優 良可不可,合否など)を行 う場合,実習校から提出

されるものをそのまま養成機関の評定とするのか,養成機関側の所見を加味するのかを尋ねたところ

表 2の通 り,「実習校の評定を全くそのまま養成機関の評定とする」は保健婦学校に多く,「養成機関

側の所見を加味して評定する」は短大系に多かった。

3)実習校 と養成機関の成績評定の重みづけ

表 3の通 り,実習校の評定が占める割合は「8割以上」が40校 中17校であり,次いで「5割」 (8

校)であった。現在採用 している重みづけの理由としてあげられたのは,「基本的には実習校の指導

にまかせている (実習校の評定が 8割 )」 ,「実習だけすれば単位がとれるわけではない (同 5割 )」

などであった。

表 3 成績評定の中に実習校の評定が占める割合 (表 2b,cの 場合) 校 (%)

実習校評定の割合

実習校評定 との関連
*

b     c

8割 以上

6-7割

5害1

4割以下

その他
*2

無 答

*1 表2参照
*2 「数値では表せない」旨の回答 (学生の所属ゼミにより異なるなど)

4)養成機関側の所見を加味する根拠となる資料

表 4の通 り,「実習 日誌の記入状況」 (35校 ,そ のうち "最 も重視する" は18校)と 「出席 (出 勤)

簿」 (31校 ,同 7校)が多くあげられ,次いで 「実習レポー ト」 (22校 ,同 9校)「事前指導の出席

状況」 (19校 ,同 3校)であった。

5)成績 「A」 評定の学生の割合

前年度の養護実習生の うち実習校から「A」 (最上段階)と 評定された学生が全体の何割を占めた

かを回答してもらつたところ,0と いう養成機関がある一方、10割 という養成機関も数多くみられた。

別科は群を抜いて「A」 評定率が高かつた。一方,短大系では実習校からの評定が厳 しい学校が多か

った (表 5)。

９

　

　

５

　

　

７

　

　

４

　

　

２

　

　

１

８

　

　

０

　

　

１

　

　

０

　

　

１

　

　

２

四大 別科 保婦校  短大系  全 体

N=8 N=4 N=3  N=25   N=40(%)

3      0      11       17 (42.5)

0   1    3    5(12.5)

0      1      7       8 (20。 0)

0   1    1    4(10。 0)

0  0   1   3(7.5)

1  0   2   3(7。 5)



表 4 養成機関の評定の際に根拠とする資料
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複数回答 N=39

項事 根拠 とする 最も重視する

①実習日誌 (履修簿)の記入状況

②出席 (出勤)簿

③実習校での実践をまとめた「実習レポート」

④事前指導の出席状況

⑤事後指導時の提出レポート

⑥事後指導の出席状況

⑦事前指導時の提出レポート

③実習校で作成した資料 (保健だより等)

⑨学生の自己評価

⑩その他

(実習事後調査の提出,巡回指導中に把握 した実習状況 ,

責任感,事前事後指導の授業態度,総合評価の特記事項

35

31

22

19

17

17

12

12

7

11

学習意欲 ,

。所見等)

18

7

9

3

5

2

3

3

0

5*

志向意欲 ,

*「 明確にできない」など

表 5  実習校評定 「A」 率の学生の割合 校

「A」 学生の割合

別科  保婦校

N=5    N=11

短大系  全体

N=27   N=51(%)

四大

N=8

9～ 10害 J

7-8割

4～ 6割

3割以下

5

3

0

0

5

0

0

0

4

5

1

1

5

12

7

3

19(37.3)

20(39.2)

8(15。 7)

4(7.8)

6)養護実習の評価に関する問題点 と改善策,評価全般への意見

表 6の通 り,25校か ら問題点があげられ,そ の大部分が評価の実習校間格差であった。また評価基

準が不明瞭あるいは不統一であること,養成機関での調整が困難であることもあげられていた。 こう

した問題点を克服するための改善策は19校 からあげられ,養成機関 (実習指導講師等含む)が評価基
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準・項目等を検討 し実習校へ提示すること,実習校と連絡会等を持ち,評価の仕方の見直し,共通理

解と調整を図ること,養成機関独自で実習校間格差の調整措置を講 じること等が指摘されていた。ま

た,養護実習の評価全般に関する意見を自由記述で求めたところ,19校から記述が得られた。その内

容は大部分が問題点・改善策であげられた事項であつたが,他に「実習評価が就職 (教員採用試験結

果)に影響するので,評価の実習校問格差は大問題」等があった。

表 6  養護実習の評価に関する問題点と改善策 (自 由記述)

問題点

記述あり

25校

実習校 =評価者 (学校 0養護教諭)間の格差

評価基準 (視 点・ 目標・項目等)の不統一・不明瞭 ,

小中高同一評価表の是非

養成機関での評価のあり方 (調整等)

改善策

記述あり

19校

評価基準・評価項目 。評価表等の検討        H

実習校 との連絡会 〔事前・事後 (反省会)等〕で検討  8

事前事後の 1単位で調整,項 目別に総合評価を加味   2

学生のレポー ト作成 ◆自己確認,学生に評価項目通知  2

2.各養成機関の評価項目の分析

1)評価表の項 目構成

養成機関が実習校から個々の実習生について養護実習の評価を受け取る際に用いる評価表を収集

し,まず評価表の項目構成を検討 した。

61校の評価表の項目構成は養成機関によりきわめて多様であり,大項目数は, 1項 目のみの設定か

ら18項 目もの設定まで,ま た小項目数は 3項 目から51項 目にわたっていた。これらを内容から大別す

ると,表 7の ような 7領域となった。「養護専門」領域は,ほ とんど全て (60校)の学校で評価項 目

に設定していた。設定していない 1校は「講評」のみの記載を実習校に依頼 しているものであった。

次いで多い領域は「態度」に関する項目 (55校 )であり,保健婦学校以外の養成機関では 9割以上が

設定していた。その他の領域については養成機関によって異なり,「学校教育全般」については別科

が,「学級活動等」については四大が,「記録」と「研究」については保健婦学校が,「資質」につい

ては短大系が多く設定していた。

表 8に養護専門領域の評価項目の詳細を示す。評価項目の視点 。表現から,「実習」「専門」「活動」
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表 7 領域別にみた評価項 目の設定状況 校

評価項 目の領域

四大  別科  保婦校

N=12    N=6    N=15

短大系  全体

N=28  N=61(%)

1養護専門

2学 校教育全般

3学 級活動等

4記 録

5研 究

6資 質

7態 度

12

1

5

1

2

2

12

15

1

1

7

6

2

10

27

2

5

4

8

10

27

60 (98.4)

7(H.5)

13 (21.3)

12 (19.7)

18 (29。 5)

14 (23.0)

55 (90.2)

表 8 養護に関する評価項 目の視点・表現

グループ (1)小項 目を括る大項 目を 1つ

設定 した場合

(2)小 項 目を括る大項 目を 2つ

または 3つ設定した場合

(3)評 価項 目を 1つ だ

け設定した場合

〔小項 目なし〕

「実習」

○職務に関する実習状況 (4)

○養護実習 (3)

○実習課題 (11)

○実習活動の実際 (6)

b

「専門」

○専門的能力 (6)

○専門に関する事項 (9)

○養護

「資質」
「能力」
「知識」

「技術」

○養護教諭 としての資質 (8)

○実践能力 (7)

○指導力の評価 (5)

○知識及び技術 (4)

○技術 (3)

○教育的能力 (4)‐ 経営事務 (3)

○業務面 (3)_技術面 (3)‐ 指導面 (4)

○養護の技術 と能力

○指導性

d

「活動」

○養護教諭の職務の実際 (6)

○学校保健活動 (4)

〇養護活動 (5)

○保健管理・指導 (6)
○保健管理・保健指導 (5)

○執務計画 (1)‐ 実習活動の展開 (10)

○保健管理 (3)‐ 保健指導 (2～ 3)

○養護業務

○保健活動

○保健指導

○児童生徒の指導

注 ( )内 の数値は小項 目数

10
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学校教育

全般

学級活動

等
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表 9  領域別 にみた評価項 目 (「 養護専門」領域は除 く)

評価項目の視点 0表現

全般 学校教育全般 学校の基本的理解 学校教育の理解 (と 関心)(2)実習校の概要の理解

学校保健に対する理解 (と 関心)*(2)児童生徒の理解 (4)生徒の把握

実習の目的や日標に対する理解

学級における活動 その他の教育活動 (2)生徒指導 (5)生活指導 (2)生活の指導の方法

学級指導 (2)学級経営 (2)学級の理解 学級指導の技術・能力 (2)

児童への愛情  *児童の観察・理解   *観察(2)参加 (2)

記 録 記録 実習の記録 (4) 記録報告(2) *事務処理 (2) 事務処理の理解と適応

記録の正確さ 。適切な表現・用語筆跡・文字の正確さ(3)提出の状況 実習日誌の記載要領

問題の把握とその処理  まとめ方はよいか  記述的能力 (提出物)

研 究 研究 (3)研究的態度 (7)研究態度 (3)実習 (研究)報告 (2)執務内容の研究 (2)ホ観察 *積極性

資質 資質 (3)教育的資質 教師としての資質 (3)教職的資質 (2)教育的態度・教養 教養

人格 (2)一般的事項 (2) 養護教諭としての適応  適性  適応力  健康

性向 (類別化)明朗性 (2) 意欲 探求心 創造性 協同性/ホ 協調性 (2)計画性 実践性 指導性

*研究心  *責任感  *ネL儀・作法  *言語 `態度 (2)

*関係者と適切な人間関係を保つたか 自分の役割を果たしたか

態度 態度 (2)実習態度 (20)実 習生としての態度 学習態度 (2)教師としての実習態度 実習状況

教師としての態度 (3)教生活動 勤務状況/態度 (27)服務状態 出勤/出 席の状況 (2)

実習/業務に対する熱意 (7)指 導者としての自覚 児童生徒に対する態度 児童生徒とのコミュニケーション

児童生徒からの信頼度 (6)教師/同僚/指導者に対する態度/*協 調性/協力的態度 (8)*人間関係 (3)

容姿・礼儀 0身 だしなみ・服装 (7) 言葉使い・正確な言語 (5)勤勉性  *責任感 確実性

自分の考えをはっきり述べる 時間を正確に守る

注  ・下線付の語句は括 り用語 としても用いられているもの

O( )内数値はその語句を用いた学校数

・ ホ印は他の領域でも用いられている語句である。*を 付 した項 目を含む括 り用語がその領域に該当する

ため,そ の領域の欄に記載 した。
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など4つのグループに分けることができた。大項 目は 1～ 3項 目設定され′,そ の中に含まれ′る小項 目

は最 も多い場合 H項 目であつたc小項 目を括 る大項 目を 1つだけ設定 した場合には 「実習」「専門」

の表現がみ られたが,大項 目を 2つ あるいは 3つ設定 した場合にはそのいずれ t)み られなかった。

また, 1項 目のみ (小項 目な し)の場合は 「活動」に類する表現が多くみ られ′た。

表 9に養護専門以外の 6領域の評価項 目 (視点)の 詳細を示す。いずれ′の領域に 1)多様な視点・表

現がみ られ′たが,「 資質」「態度」では特にその傾 向が強かった。

2)「養護専門」領域の評価項 目数が全評価項 目数に占める比率

「養護専門J領域の評価が実習全体の評価の中でどの程度の比率を占めるかをみるために,評価項

目数の比率で求めたところ,表 10の 通 り,0%か ら96%の 範囲に分布 していた。「養護専門」の比率

を高 くした評価表の設定をしているのは保健婦学校が最も多 く,つ いで別科,四 大とな り,短大系に

おいては半分程度の比率にしている学校が多かった。

3)「養護専門」領域の評価項 目構成 と 「A」 評定の学生の割合

短大系について,実習校の 「A」 評定率の高い学校 と低い学校の評価項 目を比較す ると,表 Hの よ

うな結果 となった。「A」 評定が高率の学校は 「学校教育全般」の領域 と 「学級活動等」の領域が設

定 され′ず,低率の学校は 「記録」領域が設定され′ていなかった。また,「 養護専門」領域の評価項 目

をみると,前者は包括的な表現であった。

表 10「 養護専門」領域の評価項 目数が全評価項 目数の中で占める比率

養護専門領域

の比率

四大 別科 保婦校  短大系 全

N=12  N=6 N=15   N=28  N=61

体
　
％

0

1～ 19%

20～ 39%

40-59%

69～ 79%

80-96%

(1.6)

(1.6)

(21.3)

(47.5)

(23.0)

(4.9)
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表H 「A」 評定率の高い学校 と低い学校の評価項 目比較 (短大の場合)()内 の数値は学校数

「A」 評定率が 9割以上の学校 (5校 )
「A」 評定率が 6割以下の学校 (10校 )

養護専門 専門的能力 養護

教育的能力・経営事務

養護業務 保健管理・保健指導

技術的能力・管理 (3)保健活動 (2)

保健管理・保健指導 保健指導

救急処置・環境衛生

施設設備の管理事務

学校教育

全般

学校教育の理解

生徒の把握 。生徒理解 児童生徒指導

学級活動等 生徒指導 (3) 生活指導

生活指導・学習指導 学習

記  録 実習記録  事務処理

研  究 研 究 研究的態度 (3) 研究態度

資 質 人格・資質  教育的資質  性向 教職的資質(2) 教師としての資質

態 度 勤務 (3) 態度  勤務態度 実習態度 (5) 勤務 (2) 勤務態度 (2)

勤務状況

Ⅳ.考察

1.教育評価の意義 と教育実習・養護実習への適用

教育活動においては, 日標,内 容,方法,評価が相互に関連 しあっている。広岡
3)は

,「教育評価

とは学習者が教育 目標や指導 目標にたいしてどのように到達 しえたかの情報をえることである」 とし

て,教育 目標 と評価の対応の必要性 を述べている。また梶田
4)は ,教授・学習活動 と評価の関連の仕

方か ら教育評価を 7つ の類型 (教授活動展開の参考,教授活動へのフィー ドバ ック,成果把握,実態

把握など)に分け,各類型が知識・思考 0情意・技能のどの領域 (側 面)に適用 されるかを論 じてい

る。養護実習生が保健室で児童生徒 と対応する場合,知識 。思考 と共に情意や技能の側面 (た とえば

来室児に温かい態度で接すること,処置の手技が正確・迅速であることな ど)が大きな位置を占める

であろう。実習の目標 として どの領域を重視するかによっても評価項 目は当然異なると思われる。

2。 養成機関の種別による特徴

わが国の養護教諭養成機関には多 くの種類があ り,同 じ一種免許の指定教員養成機関でも,別科 と

保健婦学校ではカ リキュラムは大きく異なる。前者が教育系科 目に重点をおき養護実習も4～ 5単位
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を課 している
5)の に対 して,後者は看護教育の一環としての保健婦教育である。養護実習評価表の項

目構成で,別科が学校教育全般を,保健婦学校が記録 と研究を重視 していたことは,こ うしたカ リキ

ュラム構成の特徴と関連 しているように思われる。

一方,二種免許の短大系の場合,学生は入学 (高校卒業)後 2年 目に小・中・高校で実習を行 う。

実習時期によっては,入学後 1年で養護実習生となり,児童生徒に対して教師として接する場合もあ

るだろう。高校で実習する場合は特に他の養成機関との間に格差があることになり,「 A」 評定率の

低ことと関連があるとも考えられる。

3。 評価項 目の構成と実習の目標・内容

教育実習の評価に関しては,国立大学附属学校教官を中心とした研究グループ6)が
教育実習生への

手引を著した中で,(1)人格的・資質的方面,(2)研究的方面,(3)指導技術,(4)経営管理方面,(5)

勤務方面の 5つの評価項目をあげている。また高旗 ら
7)は ,教育系大学の教育実習評価表を参照する

とともに教育実習指導教員を対象とした調査にもとづき大学としての評価表を試作 している。これは,

(1)教科指導,(2)学級経営,(3)実習態度の 3領域に計Hの評価カテゴリー (学習指導案の作成,授

業の展開,学級管理,勤務行動など)を設け,さ らに各評価カテゴリーに 3～ 6の評価の観点を設定

したものである。本研究での各養成機関の養護実習評価表の分析は上記の評価カテゴリーを検討する

作業に相当し,領域の設定とその領域に含まれる下位の項目を整理 したことになる。養護実習の評価

においては「養護専門」領域が中心になると思われるが,そ の比率をどの程度にすべきかは議論の分

かれるところである。「養護専門」領域の比率が少なくなれば必然的に「態度」「資質」「学級活動等」

の比率が大きくなることになり,それは養護実習の目標や内容構成をどう考えるかと関連する。ttH

によれば,「 A」 評定率の高い養成機関では 「学校教育全般」「学級活動等」の評価項目が設けられ

ず,ま た,「 養護専門」領域の評価項目は包括的な表現であった。実習機会の多いものに限定して評

価項 目が設定されたとも考えられる。逆に,「 A」 評定率の低い養成機関では 「学校教育全般」「学

級活動等」の評価項目が多数設定されていた。これらは教諭と共通の領域であり実習内容として設定

されるべきものであるが,実際に実習機会がどの程度あったかは不明である。もし,実習機会が非常

に少ないにもかかわらず教諭と同じ評価項目が多いとすれば,養護実習生としての特質が理解されな

いままに不利な評価を受ける可能性があるので,評価項目を設定する際には実習機会をも十分考慮す

る必要があろう。

4。 養護実習評価の問題点と改善策

大谷
8)は 18年間にわたり集積された養護実習評価記録の分析から,実習校や養護教諭により評価基

準が異なることを指摘 している。表 6にみる回答者の意見でも,養護実習評価の問題点の多くは実習

校間格差と評価基準の不統一だといってよい。従って改善策も,い かにして妥当な評価項目や基準を

設定するかに集中すると思われる。前述のように目標 と対応 した評価項目を設定することや,こ れを
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学生に周知 し,学生の自己評価を採 り入れることが必要であろ う。実習を指導するのは実習校であり,

学生の履修に責任 を持つのは養成機関である。両者の緊密な連携により学生の力量をより正確に把握

し,実習終了後の養成機関での学生指導に生かすことが望まれる。

養護実習の評価では,養護教諭の活動の特質 とその活動をなしうる能力の育成,そ の中で臨地実習

と事前・事後指導が果たす役割,限 られた実習期間での実習機会の活用など,考慮すべき点が多々あ

る。教育実習研究の成果に学びつつ,今後 とも検討が必要 と思われる。

V.ま とめ

全国の養護教諭養成機関を対象 とした質問紙郵送調査 (回 収65校 )お よび各養成機 関の養護実習評

価表 (収集61校 )の分析から,次 の点が明らかになった。

1.養成機関で養護実習の成績評定を行 う際 「実習校の評定を全 くそのまま養成機関の評定とする」は

25校 (38%)であ り;他の40校 (62%)は 何 らかの形で養成機関の所見を加味 して評定 していた。

2.養成機関の所見を加味する際の資料は,実習 日誌,出席 (出勤)状況,実習 レポー ト,事前指導の

出席状況が多 くあげられた。

3.評価表の項 目構成は養成機関により大きく異な り,大項 目数は 1～ 18,小項 目数は 3～ 51で あった。

これ らを内容から大別すると,「養護専門」「学校教育全般」「学級活動等」「態度」「資質」「研究」

「記録」の 7領域 となった。

4。 「養護専門」領域の項 目数が全評価項 目数に占める割合は,61校 中29校 が40～ 59%の範囲にあった。

(本論文の要 旨は全国養護教諭教育研究会第 2回研究大会で発表 した。)
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A study on desirable practice for school nurse-teachen ( 1) :

The purp0se and goals of practicing at the training instifutions in Japan

Mutsuko SON‐E Kサoko OGASAWARA Yuko NAKAGAWA Hisako OTANI  Sachiko NAKAGIRI
Kmiko HORIUCⅢ  鳳 o MORI Ryoko KATAYAMA Hisako KOBAYASI

Surnmaly

We tried to explore the essence and■ e ttte of school lllursc―tacher(SNT)pracucing by andyzing the
‖purposc and goals"desc五 bed h a SM pracucLtt outline at the trahhg insututions in Japan.

To make the purpose and goals of practichg clear is needed for the followlllg.

The flrst,the Sb町 山ment can get ie mmmng of pracucing defmitely.The s∝ ond,talШng lllsututions and

practicing schools can get the comnon llllderstandhg de/eply,cooperate宙 ■ me anothc and pracuce more

ettecively。 ■■e■ird, 廿aining instimtios, practicing schools and SNT student can exanlme contents,methods

and pracuchg evaluation to achieve the goals(Self― evaluation is for■ e SNT studmt)。

S― nary of our conclusions is as fonows。

1.SNT廿五nhg institutions focused on were 4 9 and national teacher tamng univershies as compared wi■ the    ´

fom∝ were 13.

2。 We classifled the contents of purposc and goals on practicing describod in a SNT practichg outlme as the

followlrlg 8 cttego五 es.The content and peК entage of 8 catego五es isぬ江;① ■e rOle and duサ of SNT and

② school health acuvides were 80%,③  practice abiliサ ofSNT and ④ ■eOry一 pracucc and research

were more man 70%,⑤ education and the view of it and ⑥ 宙ew of children were 60%,0
consciousness and responsibihty and ③ aptimde,attitude and suMbiltt were 40%。 The 2 catego五 es

underllllled were inuch mentloned in the purpose。

3.We compared the purpose of general teachhg practice outline wlth that of SN practicing.

The previolls ④ was 90%,⑦ and ③ were high rate,70-60%and■ e rolc and duty of general tacher

was low,80/0。  So we■ink that we strongly need to emphasLe■ is outcome as a practicmg goal htentionally

b∝ause me und釘血 dhg of■e role and duサ On sNT is poorer■ an tat of gmeralteach∝ 。

4。 We could not fmd out any conmections between the purpose of S卜 ごr practicing and the evaluauon item of it.

Key wordsi school nwse― teach∝ tralrlmg   goals of practichg  traIIlg lIIstitutiolls   practichg evaluation
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1.研究 目的

養護実習は,教育実践の場である学校現場に赴いて,児童生徒 との直接的な接触 を通 じて学ぶ とい

う特性 を持った教育方法 (学習形態)の一つ として,養護教諭の養成教育カ リキュラムの中で重要な

位置を占めている
1)。

本研究は,全国の養護教諭養成機関において掲げている養護実習の目的・ 目標の実態を分析するこ

とにより,養護実習の本質 。基本理念及び望ま しい養護実習のあ り方を究明 しようと試みたものであ

る。また, 目的・ 目標を明 らかにすることは,実習生に対 し,養護実習の意義やね らいの明確化 を図

るとともに養成機関 と実習校が養護実習に対する共通理解 を深め,連携 して実習効果を上げるために

も重要である。 さらに,日 標を達成するための実習内容や方法及び実習評価のあ り方を検討する上で

も重要であると考え,本研究に取 り組んだ。

Ⅱ.研究方法

1.調査対象校 :全国の養護教諭養成機関77校。その種類は,養護教諭養成課程認定四年制大学,指

定教員養成機関である国立大学養護教諭特別別科・保健婦学校 。短期大学専攻科 (以上一種免許)お

よび課程認定短期大学 と二年制の指定教員養成機関 (以 上二種免許,あ わせて以下短期大学 と略記 )

に分けられる。なお,調査時点までの最近 4年間以上にわたって免許取得者がいない大学 と新設直後

で学年進行中の大学は対象か ら除外 した。

2。 調査方法 :1994年 9月 に収集 した各養成機関における実習要項 (学生向けに配布 しているもの)

に記載 された実習の 目的 。目標 を分析の対象とした。本分析は1995年 3月 以降に実施 し,そ の際,若

干の学校に対 して問い合わせの上資料を補完 した。

3.調査内容 :養護実習の目的と目標の内容 (1994年度版 )

4。 回収状況 :資料の送付があった学校は50校 (64.9%)であつたが,実習項 目と行動 目標のみが列

挙 されていただけのものは今回の分析対象から除き,49校 (63.6%)の 資料を分析対象 とした。その

内訳は表 1の通 りである。

5。 比較対照資料の収集 :手元にある国立教員養成大学・学部 (13校分)の 「教育実習」の実習要項

(目 的 と目標が記載 されているページ)を,養護実習に関する分析 と同じ手法でまとめた。

6.1994年度に堀内らが実施 した調査 2)の
評価項 目と目的・ 目標の関連性 をみる。

Ⅲ.結果 と考察

1。 「目的」および 「目標」の表示状況

養護実習の目的・ 目標を表示するにあたって,どのような表現法であるかをみたのが表 2である。

養護実習の目的 と目標 を明確に章を立てて説明 している学校がある一方,本文中に続けて両者 を説明

している学校 もあつた。そこで後者については説明文の趣 旨から目的 と目標に区分けしてみたもので
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養護実習の 目的・ 目標 の表示

免許種別養成機関  対象校 分析校 (%) 「目的」,「 目標」 学校数

養護教諭一種 48校  28校 (58。 3) ① 目的一日標

②意義と目的一日標

③意義一日標

④実習のねらい一具体的な目標

⑤基本的目標―具体的目標

34

1

2

1

1

「

―

―

―

―

―

―

―

―

―

劃

四年制大学

指定教員養成機関

特別別科

保健婦学校

短期大学専攻科

20    12  (60.0)

28    16  (57.1)

7  5(71.4)

20    11  (55.0)

1   0 (0 )

29    21  (72.4)

⑥ 「目的」記述なし一日標

⑦目的―「目標」記述なし ]1(〕
養護教諭二種

1短期 大学

1指 定教員養成機関  3  3(100)

26  18(69。 2)

体全 49  (63.6)

表 3「 目的」「目標」に記載 されている内容

領   域

1理論―実践, 研究

2教育,教育観

3児童生徒,子 ども観

4学校保健活動

5養護教諭の役割・職務

6養護教諭の実践能力

7自 覚・使命感

8資質,態度,適性

表 4 「目的・目標」に記載 された領域数

校 種 別 3～ 6目

　

標

29校 * 16校

13  **  28

16      23

20  *  32

19  ** 33

21      30

14      9

15     10

四年制大学 n=12

特別男Jtt   n=5

保健婦学校 n=11

短期大学  n=21

全 体 n=49

1 ( 8.3)  7(58.3)  4(33。 3)

0 ( 0  ) 2(40.0)  3(60.0)

4 (36.4)  6(54.5) *1( 9。 1)

4 (19.0) 7(33.3) 10(47.6)

9(18.4)22(44。 9)18(36。 7)

χ
2検

定 (Yの 修正,直接確率計算法を含む)に よる
*5%**1% (以 下同)     :

いずれか

に記載

35校

33

28

39

41

36

20

22
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ある。 「目的」と「目標」に三分 して内容を記述している学校は 39校 (79。 6%)であった。表現法に

ついては 「目的」という用語のほか 「意義」 「ねらい」 「基本的目標」という用語が 「目標」に対比

する形で使われていた。 しかし, 目的のみを示して目標を提示していない学校も9校あった。

2.「 目的」および 「目標」の記載状況

1)記載内容

記載 されている用語をもとに分類すると表 3に示すような 8領域になつた。表 3は領域別の記載状

況を示したものであるが,「 目的」 「目標」あわせていずれかに記載 していた学校は,「養護教諭の

役割・職務」 「学校保健活動」が最も多く,次 いで 「養護教諭の実践能力」 「理論―実践,研究」で

あつた (以 上 7割強)。 その他 6割前後の学校が記載 していた領域は 「教育,教育観」 「児童生徒 ,

子ども観」, 4割が 「自覚・使命感」 「資質,態度,適性」であった。

これ らの内容が 「目的」と「目標」のどちらに多く記載されているかをみると,「理論―実践」は

「目的」に,「教育,教育観」 「学校保健活動」 「養護教諭の役割・職務」は「目標」に有意に多か

った。なお,数は多くはなかつたが,「 自覚 。使命感」に関する記述は, 日標には記載せずに目的に

のみ記載 している学校が多い傾向にあった。

2)記載領域数

学校毎の領域数をみると, 1領域とい う学校から7領域という学校までに分布 したが,そ の平均値

は「目的」 :3.1領域,「 目標」 :4.5領域になった。 「目標」は 「目的」より細かく提示している

ことを裏づけている。

3)学校種別比較

記載領域数については,保健婦学校が目的・ 目標 ともに少なくなっていた (表 4)。 その内容を比

較すると,同 じ1年間の養成ではあるが,保健婦学校 と特別別科の間には差が大きく,両機関の特徴

が現れていた (表 5)。 即ち前者は「自党・使命感」や 「資質,態度,適性」を掲げているものが少

なく,後者は多かった。四年制大学と短期大学はほぼ同じような内容の記載状況であつた。

3。 「教育実習」の目的・ 目標との比較

養護実習の目的・ 目標の特徴を提えるために,教育実習の目的 0日 標と比較してみた (表 6)。

教育実習の 「目的」においては「実践一理論」 (9割 余),次いで 「自覚・使命感」 「資質,態度 ,

適性」領域の記載率が高いことが注目される。それに比べて,逆に「目標」において養護実習の方が

教育実習よりも高率で掲げていた領域は「学校保健活動 (対 :教師/教育活動)一注 1」 と「養護教

諭の役割 0職務 (対 :教師/教師の役割 。職務)一注 2」 および 「養護教諭の実践能力 (対 :教師の

実践能力)一注 3」 であった。養護教諭の場合は,教諭に比べてその役割や職務に関する理解が困難

であるためにあえて実習目標として強調せざるを得ない背景がうかがえる。 〔注 1～注 3は 「養護実

習」に対応する「教育実習」の項目として立てたものである。表 6の/以下も同様。〕



全

体

(49)

35(71.4)

33(67.3)

28(57.1)

39(79.6)

41(83.7)

36(73.5)

20(40.8)

22(44.9)
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表 5 学校種別にみた「目的・ 目標」の領域別記載状況

内  容

四

年

市J

大

(12)

特

月可

男J

科

(5)

保

健

婦

校

(11)

養護実習

n=40を交

短

期

大

学

(21)

理論一実践,研究

教育,教育観

児童生徒,子 ども観

学校保健活動

養護教諭の役割・職務

養護教諭の実践能力

自覚 。使命感

資質,態度,適性

7自 覚

8資質 ,

8(66。 7)5(100 )

10(83.3)4(80.0)

9(75.0)  2( 40.0)

9(75.0)  2( 40.0)

9(75.0)   5(100  )

10(83。 3)   4( 80.0)

7(58。 3)  4( 80.0)

5(41.7)   5(100  )

6( 54.5)

5( 45.5)

5( 45。 5)

11(100  )

10( 90。 9)

8( 72.7)

0(  0  )

2( 18.2)

16(76.2

14(66.7

12(57.1

17(81.0)

17(81.0)

14(66.7

9(42.9

10(47.6

表 6 養護実習 と教育実習の記載事項の比較

内 容

理論―実践, 研究

教育,教育観

児童生徒,子 ども観

学校保健活動/教育活動

養護教諭/教師の役割

職務内容

養教/教師の実践能力

技術習得

使命感

態度,適性

標

16(40.0)

28(70.0)

23(57.5)

32(80。 0)

21(52.5)

22(55.5)

17(42.5)

17(42.5)

9(22.5)

10(25.0)

教育実習

n=9t交

7(77.7)

7(77.7)

5(55。 5)

3(33.3)

1(11.1)

4(44。 4)

0(0 )

6(66.6)

4(44.4)

4(44.4)

養護実習  教育実習

n=48校    F13校

28(58.3)  *  12(92.3)

13(27.1)      7(53.8)

16(33.3)      7(53.8)

20(41.7)     7(53.8)

19(39.6) *  1( 7.7)

21(43.8)  4(30。 8)

14(29。 2)*9(69.2)

15(31.2)  8(61.5)

20



日本養護教諭教育学会誌 Vol.1,No.1,1998

4。 養護実習の評価との関連

1994年度に堀内らの実施 した調査2)の
評価項 目 (設定状況)と 比較 してみたが,相互に関連が認め

られなかった (表 7)。 日標とは別個に評価項 目が設定されていることになる。今後,実習目標の達

成度査定や目標そのものを検討するためにも, 日標と評価とのつきあわせの検討が必要であろう。

Ⅳ.ま とめ

以上の研究成果を踏まえて,養護実習の目的・ 目標と基本理念および今後の課題について以下のよ

うにまとめられる。

1。 養護実習の目的・ 目標と基本理念

1)目 的

養護実習が全体として究極的に目指すもので,最終日標
3),上

位目標 。中位 目標
1)と

も表現される。

養成機関等で教職科目 ◆養護専門科目等から習得 した学習成果を,教育実践の場である学校の実態

に即 して応用し,検証しながら深め,発展させるとともに,その統合的実践的な実習経験を通して,

教育現場への課題意識と解決への洞察力を深め,今後の学習や研究の方向を明確にする。

また,実習を,教育職員ならびに養護教論としての資質・適性を量る機会とし,今後研鑽すべき課

題にこたえるための計画を立て,自 己の目指す養護教諭像に自らを近づけていく見通しを持てるよう

にする。

2)目 標

目的を達成する過程における目標 (経過目標
3)),具

体的な教育活動・養護活動を方向づけるもの (下

位 目標・行動目標
1))で

以下の5項 目にまとめられる。

①各実習校の特性に基づく教育計画の立案と,教育計画における学校保健活動の位置づけを理解す

るとともに,学校保健活動の組織的運営のあり方と教職員及び児童生徒の役割を理解する。

②発育発達の過程にある児童生徒の特質 。生活の実態及び健康問題を把握 し,理解する。

③学校保健活動における養護教諭の役割および保健室のあり方を理解 し,児童生徒の健康問題に関

し,個別的あるいは組織的に適切な取り組みができる能力を養 う。健康問題の発見・把握・支援

0解決,予防・健康増進のための活動について学ぶ。

④教育職員としての研究活動の実践を知るとともに,実践能力を養 う。

⑤自ら描く養護教諭像に自らの適性を照らして,研鑽すべき課題を把握する。

なお,具体化 した目標は表 8に示す通りである。

2。 養護実習の目的・ 目標と今後の課題

1)養護実習の目的 0目 標の設定の段階から,養成機関と実習校とが連絡協議の場を持ち, 日標を達
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表 7 養護実習の目標 と評価項目についての比較

養護実習の目標に記載 していること

n=40

1研究 ◆課題発見

日本養護教諭教育学会誌 Vol.1,No。 1,1998

養護実習の評価項目に設定していること

(臨地実習) n=61

18(29。 5)16(40。 0)

2学校教育に対する理解

3子 ども及びその健康理解・把握

学校保健活動に対する理解

養護教諭の役割理解

養護教諭の職務理解と体得

養護教諭の実践能力

養護教諭の技術習得

教師・養護教諭の自覚・使命感

資質,態度,適性

研 究

学校教育全般

学級活動など

資質

教師 としての態度

実習態度

記録

４

　

５

７

　

８

28(70。 0)

23(57。 5)

32(80。 0)

21(52.5)

22(55。 5)

17(42.5)

17(42。 5)

9(22。 5)

10(25。 0)

1学校保健活動      |
養護 1職務に関する実習状況など

|

専門 1専門的能力など     :60(98。 4)

1養護教諭としての能力・  |
知識など

|

7(11。 5)

13(21。 3)

14(23。 0)

H(18。 0)

44(72.2)

12(19。 7)

表 8 養護実習の具体目標 (到達目標)

1。 教育の目標を達成するために教職員は連携 して (チ ームワークで)活動を展開しているこ

とを例示できる。

2。 実習校の特性 (校種,地域性,規模など)をふまえた教育計画とその中での学校保健活動

の位置づけを説明できる。

3。 教育活動の中での保健室・養護教諭の位置づけについて説明できる。

4.養護教諭としての教職員との連携の方法を述べることができる。

5。 発育 。発達過程にある「子ども」について,一般的傾向と個人差を説明できる。

6。 児童生徒の心身の健康上の問題を例示することができる。

7。 児童生徒の学校生活の実態を説明でき,健康問題と学校生活 (学校環境を含む)と の関わ

りを例示することができる。

8。 家庭生活や地域社会の実情が児童生徒の健康問題の要因となっていることを例示できる。

9。 保健室を訪れる児童生徒のニーズに応えるための基本的な対応上の留意点を述べることが

できる。

10。 学校における共通な健康問題を組織的に解決・予防していく過程について例示できる。

H。 学校現場における研究の意義・必要性を述べることができる。

12。 自らの養護教諭としての実習体験を,研究的視点でまとめることができる。

13。 自らが養護教諭になったときの姿 (養護教諭像)を描くことができる。

14。 自ら描く養護教諭像に自らの適性 (特質)を照らし合わせて,研鑽すべき課題を述べるこ

とができる。
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成するために必要な実習内容・方法を検討 。確認 し,共通理解 を持って推進することが望まれる。

養成機関と実習校 とで,養護実習の到達 目標の立て方およびその達成度 と評価 との関連 を検討す

る必要がある。実習校の実情に即 した目標を立て,そ の達成度が評価に結びつ くような検討が必

要である。

学生への実習指導において,実習生に養成機関の養護実習の目的 。目標 を提示 し,養護実習の意

義やね らいを明確に把握 させた上で,実習生 も自分 自身の目的・ 目標や課題を持つことが重要で

ある。併せて,第 3回研究大会 (パネルディスカ ッション)で学生会員等から出された協議事項

で ,今後の検討課題 とされた,「 養成側の 目標 と学生の 目標づ くりとのギャップ」「目標を行動

や実習 と結びつけることの困難 さ」「実習の自己評価の仕方」「教育者 。養護教諭 としての適性の

模索」「養護教諭像の創造」等に関する学生側の諸問題に対 し,支援・指導のあ り方の検討 を重

ねる必要がある。

養成機関として,実習校及び学生の意見も併せて今後の養護実習のあり方を検討 し,総合的・系

統的な養護実習のモデルを提示することが必要である。

(本論文の要旨は,全国養護教諭教育研究会第 3回研究大会で発表 した。)
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特集養護実習 養護実習のあり方iこ関する研究 第2報

一学生の実習直後の自己評価-
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盛 昭子.1 堀内久美子事 2 大谷尚子.3 中桐佐智子市 4 小笠原紀代子事 5

片山良子.. 曽根睦子事 7 中川優子事 8 小林寿子事 9

A study on desirable practice for school nurse-teachers (2): 
An佃alysisof self. evaluation of血eschool nurse-陥cherstudents after practical exercise 

Akiko MO則 KumikoHORIUC回HisakoOT沿.J1 Sachiko NAKAGIRI Kiyoko OGASA WARA 

Ryoko KATAYAMA Mutsuko SONE Yuko NAKAGAWA Hisako KOBAYASI 

Summary 

百lemain purposes of血isぽ叫yareωestablishsigI凶C組問 ofself-evaluation of school nurse-包achぽぽ叫.ents

and factors 血ateffect世leselιevall鴎.tionscores. Su吋ectswere 120ぬroentsof 3 universities and 114 

students of 2 junior colleges. We investigated by questionnaire concer凶ng也.eself-evaluation afiぽ practical

exercise in也esch∞1. 
百lemain results obtained are as follows: 

1. 95. 7% ofthe蜘 de脇田tup鉛 lf-goalsbefore practical位問問.

2.百leself-evaluation scores were affected by level of learning/wlderstanding ofぽudent，es匂hlishmentof 

也E武ud叩.t'sself-goals， method of practical exercise，血eattitude/ sensation of the students during practical 

exercise阻 dthe like. 

3. It is suggested that也eself-evaluation is significant as也eopportunity of self exarnination，ωcl伺 rly也e

sut語ect血 dto confmn sigI岨canceof practical exercise. 

Key words: practical exercise self-evaluation school filぽ se-teacher蜘 dents

キーワード:臨地実習 自己評価 養護実習生

1 .はじめに

第 1報では養護教諭養成機闘が設定している養護実習の目的・目標1) について分析した結果を報告

した。本報では，養護教諭養成機関で目的・目標について指導を受け，実習(臨地実習)に臨んだ学

生が実習目標や実習内容についてどの程度達成できたと自己評価しているのか。その自己評価には，

大学での事前の学びの程度，学生の明確な目標の有無，学生の実習中の態度・気持ち等が関係してい

るのではないか。また，臨地実習は，学生の子ども観，養護教諭観，養護教諭職観等にプラスの影響

をもたらしているであろう等の仮説を立てそれを実証することを試みた。学生の自己評価などへの意

見も併せて今後の養護実習のあり方についての示唆を得ることを目的とした。

* 1弘前大学 *2愛知教育大学 *3茨城大学 *4吉備国際大学 *5筑波大学附属聾学校
*6横浜高等専門学校 *7筑波大学附属駒場中・高等学校 *8藤沢市立片瀬中学校 *9鈴鹿短期大学
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II. 研究方法

1. 調査対象:国立四年制大学 3校の養護教諭養成

課程の学生120名，私立短期大学 2校の学生114名を対

象とした。なお対象校の実習学年，実習時期，実習期

間，実習校の校種等については，表 1の通りである 3

2. 調査方法:選択肢式と自由記述式による質問紙

一斉調査法を用いた。

:~ .調査期間:1996年。各校毎に，実習終了直後 1

週間以内に実施した。

4. 調査内容:Iこれからの養護教諭の教育Jの養

護実習の行動目標ど)を基に，第 1報で検討した結果を

踏まえて作成した目標(以下，到達目標)と実習内容

についての自己評価(5段階評定)，学生自身の実習目

標設定の有無.臨地実習中の態度・気持ち，実習に

よる子ども観，養護教諭観の変化等についてであるコ

なお，予備調査を実施(1995年10月)し，細部にわ

たって検討修正した上で本調査を実施した。

5. 統計解析:統計パッケージ HALBAUを用い

χ2検定， t検定，相関係数の有意性の検定を行った。

四

大

短

大

日本養護教諭教育学会誌 Vol.1. No. 1. 1998 

表 1 対象校の実習形態と実習校の特徴

対象 実施 実 習

学年 時期 期間 校種

月 週間

A 4 4-5 4 

B 4 5*・9 2*・2 小.中

C 3 10 4 

D 2 5-6 3 出身校

E 2 5-6 (小中高)

1主)2期に分け実施.今回は*のみ対象とした

表 2 学生が設定した目標の内容 % 

m.結果

1. 学生自身の実習目標

実習前に自己の目標を設定して実

習に臨んだ、学生は95.7%であった。

その中でも目標が明確であったとす

る者は22.6%，漠然とした目標であ

った者は76.3%であった。四年制大

学(以下，四大)，短期大学(以下，

短大)聞に有意差は認められなかっ

た。目標の内容(自由記述)は，表

2に示すように， I子どもの理解と

対応」が最も高率で、あった。

明確 漠然|全体

実習目標 N=53 N=171 I N=224 

1 子どもの理解と対応 1 75.5 60.8 1 64.3 

2 養教の役割の理解・体得 1 39.6 35.1 1 37.1 

3 教育者としての自覚・使命感 128. 3 22. 8 I 24. 6 

4 学校保健に対する理解 120.8 8.8111.6 

5 研究・課題の発見 1 11.3 14.01 13.4 

6 教育に対する理解 1 9. 4 5. 3 1 6. 3 
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2.臨地実習の到達目標についての学生の自己評価とそれに影響する因子

1 )実習による白標達成度と大学での学び・理解度

表3には，筆者らが検討した実習の到達目標を示した。表4の 1~14は，この実習の到達目標の番

号と対応する。表 4のA欄には，この目標に対する達成度を自己評価 (5段階評定)させた結果を平

均値の高い順に示した。実習によって実感的に理解・体得できる目標4，13，3， 9の順に高値であっ

た。逆に低値であったのは，臨地実習の限られた実習期間ではその理解に限界がある目標10，11や，実

習の事後指導にむしろ期待される目標12であった。

B欄には，このような自己評価への影響を見るために大学での学び・理解についての自己評価 (3

段階評定)の平均値を示した。大学での学び・理解の自己評価の低い項目は，到達目標に対する自己

評価も低い傾向にある。さらに，これら 2つの自己評価の相関関係をみると，目標の 2，3，4以外は

有意な正の相関がみられ (pくO.05~ Pく0.01)，大学での学び・理解の自己評価が高い者にそれに対応

した実習の到達目標の自己評価が高値であった。

表3 養護実習の到達目標

1.教育目標達成のために教職員は連携して活動していることを例示できる

2.実習校の特性をふまえた教育計画とその中での学校保健活動の位置づけを説明できる

3.教育活動の中での保健室・養護教諭の位置づけについて説明できる

4.養護教諭としての教職員との連携の方法を述べることができる

5.発育発達過程にある子どもについて，一般的傾向と個人差を説明できる

6.児童生徒の心身の健康上の問題を例示できる

7.児童生徒の学校生活の実態を説明でき，健康問題と学校生活との関わりを例示できる

8.家庭生活や地域社会の実情が児童生徒の健康問題の要因となっていることを例示できる

9.保健室を訪れる児童生徒のニーズに応えるための基本的な対応上の留意点を述べることがで

きる

10.学校における共通な健康問題を組織的に解決・予防していく過程について例示できる

11.学校現場における研究の意義・必要性を述べることができる

12.自らの養護教諭としての実習体験を研究的視点でまとめることができる

13.自らが養護教諭になった時の姿(養護教諭像)を描くことができる

14.自ら描く養護教諭像に自らの適性(特質)を照らし合わせて，研鎖すべき課題を述べることが

できる
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表 4 到達自標についての自己評価と自己評価に影響する因子

数字:平均値

到達目標の自己評価への影響

A.自己評価 B.大学 C.自己目標 D 実習 IE実習中の態度・気持ち

(5段階評 での学 設定状況 方法

定) び・理解 積極 自立 意欲高 満足

M ::t SD (3段階 明確 漠然

評定) N=53 N=171 (スコア) 消極 依存 意欲低 不満足

到

達

目

標

NO 

4 1 3. 5::t0. 8 3.41 2.4 

13 1 3.5::t 1. 0 

3 1 3.5土 O.8 

91 3.4::t1.0 

141 3.4::t1.0 

1 1 3. 3::t O. 9 

61 3.2::t0.9 

8 1 3.2土1.0

5 1 3.1::t0.9 

7 1 3. 0::t0. 9 

2 1 3.0土0.8

10 1 2. 8::t0. 9 

12 1 2. 8::t0. 8 

111 2.4::t1.0 

2.4 

2.4 

2.6 

2.4 

2.2 

2.3 

2.4 

2.3 

2.2 

2. 1 

1.9 

2.2 

2.0 

1.9 

3. 7 

3.8 ... 3.4 2. 7 市 I ...... 

3. 7 事... 3.4 2.4 

3. 7 ... 3.4 2.8 

3.8 ・...3.2 2.5 電臨

3.5 * * 官陣3.21 2.3 

3.3 司R3.21 2.5 

3. 5 ... 3. 1 2.3 

3.3 3.01 2.4 

3.2 事事 2. 9 取* 車市2.3 

3. 1 2.91 2.2 ー・

3. 1 事事 2. 7 2.2 

3.0 ・2.7 • * 2.5 

2.6 
ー-

2.41 1. 9 ... 

事p<0.05 **pく0.01注)・到達目標 NOは表 3の到達目標の番号と対応

・実習中の態度・気持ちの欄は上段が有意に高値

2)実習による目標達成度と学生の自己評価

表4のC欄には，到達目標についての学生の自己評価と自己の設定した目標(以下，自己の目標)

との関係を示した。明確な目標をもって実習に臨んだ者の方が評価点が高く，中でも目標の13，3，9， 

11， 8， 7，10，12の8項目で漠然とした目標をもった者に比べ有意に高値であった。

3)実習による目標達成度と臨地実習の方法

表4のD欄には，実習の目標達成のための臨地実習の方法として，実習・参加の両方または片方が

あった場合 3点，このいずれもなく，観察，講話，資料配布があった場合 2点，全くなかった場合を

1点としてスコア化し，平均値を示した。最も高値だったのは，目標の 9で，次いで目標13，6， 12， 
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14等の順となっている。この方法の得点、と到達目標の自己評価点との相関関係では，全ての項目にお

いて1%の有意水準で正の相聞が認められ実習，参加等があったとする者の方に自己評価点が高かった。

4) 実習による目標達成と実習中の態度・気持

表4のE欄には，同様に実習中の態度・気持ちとの関係を示した。達成度の平均値が低い項目でも

より積極的な群では消極的な群よりも表中の目標13，7， 2，12， 11で自己評価点が有意に高く，実習に

積極的に臨むことの大事さが示唆された。また，自立的と依存的では，目標の13，1， 12で，より自立

的な群が有意に高値であり，同様により意欲の高い群でも目標の 1，6が有意に高値で、あった。ちなみ

に，実習校の規模と目標達成についての自己評価との関連はみられなかった。

3. 養護活動に関する実習内容についての自己評価とそれに影響する因子

1 )実習内容についての理解・体得度と大学での学び・理解度

表 5のA欄は，理解・体得の程度について 5段階評定で自己評価を求めた結果である。評価点の高

い項目は，対象校の実習時期との関係もあり健康診断や救急処置に関する項目であった。一方，長期

間にわたる活動や個別的・継続的に関わる活動項目の評価点が概して低値であった。 B欄に示した大

学での学び・理解度の自己評価との関係では，理解・体得度の高値の項目は大学での学び・理解の評

価点も高い傾向にあったc 両評価点の相関関係では， I健診時の養教の役割J， I健診時の教師の役割J，

「疾病異常者の継続的支援」以外では，有意な正の相闘がみられた (pくO.05~ Pく0.01)。

2 )実習内容についての理解・体得度と自己の目標

表 5のC欄には，自己の目標との関係を示した。明確な自己の目標を設定した群は，漠然とした目

標設定群より，全体的に高値であり，中でも「系統的問診技術J， I処置記録の分析・気づき J等で

有意差がみられた (pく0.01)。

3 )実習内容についての理解・体得度と実習方法

実習方法を実習の目標の場合と同様にスコア化し，平均値で示したのがD欄である。目標達成度と

の相関では， I外科系主訴/判断・処置」以外は有意な正の相関を示し，実習・参加等があった者ほ

ど理解・体得度の自己評価が高かった。

4)実習内容についての理解・体得度と実習中の態度・気持ち

表 5のE欄には，実習中の態度・気持ちとの関係を示した。「集団の健康実態の把握J，I集団の健

康問題の解決」等のように理解・体得度が低値でも，実習中，より積極的であったとする群の方が有

意に高値であり，学生の実習に臨む姿勢の大事さが示唆された。また， I心身の問題/相談的対応J，

「疾病異常者の継続的支援J，I集団の健康実態の把握J，I集団の健康問題の解決J，I集団の保健指

導J，I児童生徒の保健委員会J等の項目で，悟ったとする群が理解・体得度が有意に高かった。
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表 5 養護活動に関する実習内容の理解・体得度と自己の目標，実習方法

理解度・体得度の自己評価への影響

A 自己 B大学 C自己 D実習 E 実習中の態度・気持ち

評価 での学 白標設 方法

( 5段階 (F・理解 定状況 スコ 積極自立悟った満足 楽しい 安定
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4.実習による子ども観，養護教諭観の変化

1 )子ども観について

実習によって新たな発見があった(変化あり)者は58.1%，これまでの子ども観が強化した者は

17.5%であった。自由記述であげられた内容は，表 6のように分類できた。変化群，強化群とも子ど

もの多面性について最も高率であり，

次いで，発達段階と個人差，教師など

との相E関係の中での子ども等であっ

た。その変化のきっかけ(自由記述に

よる)としては， I子どもとの触れ合

いや交流J，I保健室での対応J，I学級

配属・授業参観J， I保健指導」等があ

げられた。

2)養護教諭観について

実習によって自己の養護教諭観に変

化が見られたは者は64.5%，強化され

た者は17.9%であった。変化の内訳は，

プラスの変化38.3%，マイナスの変化

4.1%，プラスマイ

ナス両方の変化35.8

%であった。養護

教諭の自由記述に

表6 子ども観の変化・強化 号色

変化 強化|全体

(新発見)

子ども観 I N=136 N=41 I N=I77 

1多面である 1 69.9 料 43.91 63.8 

2発達段階と個人差 1 25.0 34. 1 1 27. 1 

3相互関係からみた子ども I24.3 12.2 I 21. 5 

4背景からみる子ども 1 10.3 7.31 9.6 

5その他 1 0.0 4. 9 1 1. 1 

**p<O.Ol 

表 7養護教諭観の変化 % 

+の変化 ーの変化 ±の変化強化 全体

よるその内容は表 養護教諭観 1 N=74 N=8 N=69 N=42 1 N=193 

7に示すように，

養護教諭の役割， 1 養護教諭の役割 1 58.1 37.5 62.3 50.0 157.0 

養護教諭観の具体 2 養護教諭観の具体化 1 32.4 0.0 15.9 4.8 119.2 

化，やりがい，教 3 やりがい 1 21.6 12.5 11.6 11.9 115.5 

師・保護者との連 4 教師・保護者との連携 1 9.5 0.0 17.4 14.3 113.0 

携，養護教諭の地 5 養護教諭の地位 1 5.4 12.5 13.0 2.4 1 7.8 

位，資質等にまと 6 資質 I 4. 1'" 25. 0 1. 4 2.4 I 3. 6 

められた。中でも 7 その他 1 10.8 12.5 14.5 14.3 1 13.0 

資質については，

プラスの変化群と *p <0.05 
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マイナスの変化群間に有意差がみられ，マイナスの変化群に高率であった。プラスの変化のきっかけ

(自由記述)では 1毎日の実習を通してJ，1子どもとの触れ合いJ， 1養護教諭が他教師や子どもに

信頼されている様子を見

てん「他教師の養護教諭

に対する協力的態度を見

てJ等があげられた。

表 8 やりがし、感，志望度，適性感の変化とその理由 % 

5. 学生の養護教諭職

に対する志望度や適性感 変化の理由

I 子どもとの対応

2 養教の役割・仕事

3 自分自身のこと

4 養護教諭の人柄

5 周囲からの励まし

6 他教師との関係

7 その他

志望度

+ 

N=81 N=26 

38.4 15.4 

24. 7 15.4 

11. 1** 46.2 

9.9 0.0 

7.4 0.0 

1.2 3.6 

8. 6 7.7 

やりがい 適性感

+ + 

N=100 N=10 N=44 N=38 

35.0 O. 0 36.4 28.9 

42.0 70. 0 11. 4 15.8 

5.0 0.0 18. 2*市47.4

5.0 O. 0 4. 5 2.6 

2.0 O. 0 25. 0車場 0.0

8.0 10.0 4.5 2. 6 

3.0 10.0 9. 1 2. 6 

実習でやりがい感を得

た者は42.7%，志望度が

強くなった者は34.6%で

あった。 11.1 %は，養護

実習を通して養護教諭に

なりたい思いが弱まって

いる。表 8には志望度や

やりがい感，適性感が変

化した理由(自由記述)を

示した。志望度や適性感

がマイナスに変化した者

の理由では「自分自身の

注) + プラスの変化 ・マイナスの変化 キネpくO.01 

表 9 学習課題 4も

こと」がプラスに変化した者に比べ有意に高率で

あった。また，適性感のプラス群では，その変化 四大 短大 全体

した理由として，周囲からの励ましをあげた者が 内 谷~旬、 N=116 N=104 I N=220 

適性感のマイナス群より有意に高率であった。

6. 実習を終えでの自己の学習課題 1養護活動 62. 1 

実習直後に自分には課題があるとした者は四大 2子どもの理解・対応 34.5 26.0 I 30.5 

96.7 %，短大91.2%と，ほとんどの学生が回答 3人間的成長 4. 3 10.6 7.3 

しており，前述の表4の目標 114・・研錯すべき課 4連携 3.4 2.9 3.2 

題を述べることができる」の達成度が高かったこ 5学校保健 4.3 0.0 2.3 

とを裏付けている。自由記述による課題の内容は 6教育 1.7 1.0 1.4 

表 9に示した。四大・短大合わせた全体で養護活 7その他 15. 5 12.5 I 14. 1 

動に関すること 60.0%，子どもの理解・対応30.5
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%が他の項目に比べ高率であった。

7. 自己評価の意義について

自己評価を実施してよかったことについて自由記述を求めた

ところ，四大75.8%，短大51.8%の回答があった。その内容と

しては，表10に示すように自己反省の機会，実習の意義の確認，

今後の課題の明確化等があげられた。

N. 考察

自己評価できる能力は教育実践において不可欠であることは

もちろん，自分らしくどう生きるかという自己実現においても

重要なことといえる。学生は今回の自己評価を肯定的に受けと

日本養護教諭教育学会誌 Vol.1， No. 1， 1998 

表10自己評価の意義

N=150 号も

1自己反省の機会 37.0 

2実習の意義の確認 22.6 

3目標の明確化 14.4 

4課題の明確化 13.0 

5自己の考えの整理 11. 6 

6その他 9.6 

めており，自由記述による良かった点からはその意義をとらえていることがうかがえた。

この自己評価のためには，その基準が必要であり，その基準となる目標を実習前に学生自身がっく

りあげることが必要となる。自己の目標を設定して実習に臨んだ学生は約96%であり，それぞれの学

生があげた目標の内容を総合すると，ほぼ養成機関が提示している目標を網羅していた。このことか

ら事前指導で学生が自己の目標づくりをし，それを出し合い共通化することの意義が示唆された。

また，実習の到達目標についての学生の自己評価と自己の目標設定状況との関係では，明確な目標

をもって実習に臨んだ者の方が評価点が全体的に高かった。中でも学生が設定した「子どもの理解と

対応J，I養護教諭の役割の理解J等の目標に関する項目で有意差がみられた。このことから，学生

が設定した目標の実現化の手立てを検討する機会を設けるなどして，明確化を図る必要があろう。そ

の明確化の過程では，指導者の指導性が必要となる。事前指導，臨地実習，事後指導を通して何をね

らい，どんな内容をどんな方法で実施したらよいのかという，養護教諭養成の教育全体を見通した養

護実習の目標をつかんだ上での学生への関わりが求められる。その関わりを通して学生の感じ方，発

想を大切にしながら，学生自身の養護実習へのイメージづくりを助け，実習の目標と評価についての

思考の広がりや深まりの過程を支援3)していくことが必要と考える。

このような意味から「これからの養護教諭の教育Jの養護実習の行動目標を基に，第 1報で検討し

た結果も踏まえ，指導者側の願い・ねらいともいえる養護実習の到達目標を作成した。その目標に対

する臨地実習直後の学生の自己評価は，養護教諭としての教職員との連携，自らの養護教諭像を描け

る，保健室・養護教諭の位置づけ，保健室来室者への基本的対応等に関する目標の評価点が高かった。

到達目標に対する自己評価と大学での実習前の学び・理解についての自己評価や実習方法(スコア

化)との関係については，到達目標の自己評価の低い項目では，大学での学び・理解が概して低く，

実習の方法でもスコアの低い(実習・参加経験の学生が少ない)傾向にあった。これらのことから，
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目標に対応した実習・参加が得られる実習内容を明らかにし，位置づけることの必要性や事前の大学

での学習内容との系統性，順次性の検討，さらには事後指導での達成度との関連についても検討する

必要があるといえる。一方，実習の目標の自己評価と実習中の態度・気持ちとの関係では，目標達成

度の平均値が低くても積極的，自立的，意欲のより高い群の方に目標達成度が有意に高い項目があ

り，学生がいかに意欲をもって，自立的，積極的に取り組めるように支援するかが事前指導の重要

な課題といえる。

次に，養護活動に関する実習内容の理解・体得度についてであるが，概して長期間にわたる活動や

個別的・継続的に関わる活動項目の評価点が低値であり，限られた実習期間での理解・体得の難しさ

がうかがえた。しかし，自己の目標の設定状況との関係では，明確な自己の目標を設定した群は，漠

然とした目標設定群より，全体的に高値であり，中でも「系統的問診技術J，r処置記録の分析・気

づき j 等で有意差がみられ，明確な目標設定の必要性が示唆された。また，実習方法との関係でも分

析対象者の95%が実習方法のスコアが r3 Jであった「外科系主訴/判断・処置」以外で有意な正の

相闘が認められ，実習・参加を含むスコアの高い者ほど実習内容の理解・体得度が高く実習，参加体

験の重要性が示唆された。実習中の学生の態度・気持ちでも理解・体得度に違いがみられ，自己評価

が低値であった「集団の健康実態の把握J，r集団の健康問題の解決Jでも積極的，自立的姿勢で臨

めばそれだけの成果が得られることがうかがえた。また，より悟ったとする群の方に理解・体得度が

有意に高かった「心身の問題/相談的対応J，r疾病異常者の継続的支援J，r集団の保健指導J，等の

項目は，子どもとの直接的相互関係(交流関係)の深まりが期待される実習内容であり，そのことが

子どもや養護，教育についての学生なりの納得のいった，実感的な理解につながっているように思わ

れる。

梶悶は，教育活動の目標の設定において「到達目標(行動目標はこれに対応)だけでなく，向上目

標，体験目標を加えた目標の分析を提唱しへその中でも「実感・納得・本音Jで掴む体験の重要性

を指摘している 5)。このことについては，今後さらに明らかにしたい点である。

向上目標の視点からは，子ども観，養護教諭観，養護教諭職についての実習による変化や強化につ

いての自己評価を試みた。子ども観では，実習によって新たな発見があった者は60%弱であり，その

内容は，子どもの多面性，発達段階と個人差，教師などとの相互関係による子どもについてであった。

これらはいずれも養護教諭としてだけでなく教師としての子ども理解の重要なポイントであり，臨地

実習ならではの成果といえる。その変化のきっかけでは，子どもとの触れ合い・交流や保健室での対

応，保健指導等があげられており，前述の実習中の態度・気持ちで，より悟ったの自己評価点が高か

った項目についての考察を裏付ける結果でもあった。

藤岡 6)は，看護教育における臨地実習は「臨床の知」を学ぶ場であるとし，予め設定した目標にと

らわれすぎずに，患者との現実の関係の中で実践的に考えることの重要性を指摘している。養護実習
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も子どもとのダイナミックな関係の中で， I他者がわれわれに示す隠れた意味を相互行為のうちに読

みとり，捉え 7)J今この子にとって何が必要か，自分に何が求められているのかを実感的に考え，感

じとれる機会として大事にしたいものである。今回のこれらの結果からもこのような実習の重要性が

示唆されたといえる。

養護教諭観のプラスの変化のきっかけでは， I毎日の実習を通してJ， I子どもとの触れ合しリ， I養

護教諭が他教師や子どもに信頼されている様子を見てJ， I他教師の養護教諭に対する協力的態度を

見て」等があげられた。このような臨地実習ならではの実習，観察を通して，自己のそれまでの経験

や大学での学びで漠然としていた養護教諭の役割や養護教諭観が次第に明確になり，具体化し，さら

に発展していることがうかがえる。

実習でのやりがい感や志望度，適性感については，志望度や適性感がマイナスに変化した要因と

して自分自身のことがあげられた。その具体的内容は， I自分一人でやりこなせなし汁， I教職員とし

てやっていく自信がないJ， I判断，処置で未熟な点が多し、」等であった。一方，適性感のフラス群

では周囲からの励ましの影響がみられた。梶田 8)は，能力・適性の本質について，実績と自分自身

の可能性をどのように見ているかという自己概念との連環に周囲からの期待という要素が関わって

いる-;;)としている。この白己概念は必ずしも実態に即しているとはいえず，マイナスの変化がみら

れた者に対しては，気持ちに添った事後の個別指導の必要性が示唆される。

次に自己評価を実施してよかった点としては自己反省の機会，実習の意義の確認，今後の自己の学

習課題の明確化等があげられた。そして，この自己評価の意義の一つである，評価後の自己の学習課

題については，ほとんどの学生が「ある」としており，この自己評価が今後の学習への意欲を高める

形成的評価として機能していることがうかがえた。

以上のように，自己評価は自己の目標，臨地実習体験，自己評価という一連の過程を通して，自己

評価の意義やそのあり方を学ぶためだけでなく，養成機関側にとっても大学での事前の学習指導のあ

り方や事前指導，臨地実習，自己評価を含めた事後指導のあり方の検討にとって有意義なものである

ことが明らかとなった。しかし，より客観的な目標達成度の評価のためには，他者による評価，例え

ば実習校での評価の項目と自己評価項目が対応したものになるような検討が必要に思われる。

V.まとめ

今後の養護実習のあり方についての示唆を得る目的で，養護教諭養成を主目的とする四年制大学 3

校の学生120名と私立短期大学2校の学生114名を対象に養護実習(特に臨地実習)についての自己評

価を試みた。その結果，以下のような知見が得られた。

1 .臨地実習前に自己の目標を設定して臨んだ学生は95.7%であり，その内容では r子どもの理解

と対応Jが最も高率であった。

-34 



日本養護教諭教育学会誌 Vol.1， No. 1， 1998 

2. 臨地実習の到達目標についての学生の自己評価では，実習によって実感的に理解・体得できる項

目において高値であり，限られた実習期間では実習の機会が得られ難い項目や事後指導でむしろ

期待される項目では低値であった。

3. 養護活動についての自己評価では，長期間にわたる活動や個別的・継続的に関わる内容は低値で

あった。

4. 到達目標や養護活動の内容の理解・体得についての自己評価点には，大学での学び・理解の程

度，学生の目標の設定状況，臨地実習の方法，実習中の学生の態度・気持ち等が影響している

ことが示唆された。

5. 向上目標についての自己評価では，実習による子ども観，養護教諭観の発展，強化がみられ，自

由記述による子ども観の内容では， I子どもの多面性J，I発達段階と個人差J，I相互関係の中で

の子ども」等に分類できた。自由記述による養護教諭観のプラスの変化や強化の内容では， I養

護教諭の役割J， I養護教諭観の具体化」等があげられ，マイナスの変化群では， I養護教諭の資

質Jについてが有意に高率であった。

6. 養護教諭職についての志望度や適性感については，適性感がプラスに変化した群では， I周囲か

らの励まし」が，逆に志望度や適性感がマイナスに変化した群では「自分自身のこと j が有意に

高率であった。

7. 自己評価の意義については， I自己反省の機会J，I実習の意義の確認J，I課題の明確化J等があ

げられた。

以上のことから，学生自身の実習目標を実習場面や実習方法，さらには自己評価と関連づけながら

明確化していけるように事前指導で支援することの大切さや，到達目標，向上目標，体験目標を意識

した実習・参観等の機会の設定等について検討することの必要性が示唆された。

最後に本研究にご協力いただいた学生の皆さんに感謝致します。

(本論文の要旨は，全国養護教諭教育研究会第4回研究大会で発表した。)
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特集 養護実習 養護実習のあり方iこ関する研究 第3報

-養護実習の目的および目標・評価に関する試案について一

大谷尚子本 l 中桐佐智子本二 片山良子， ， 堀内久美子 H 曽根睦子。

小笠原紀代子米 6 中川優子伝 7 小林喜子本旬 盛昭子:+:!-!

A study on desirable practice for school nurse.teachers ( 3) : 
A tentative plan for the purpose， goal and evaluation 

of practical exercise of school nurse.teacher 

Hisako OTANI Sachiko NAKAGIRI Ryoko KATAYA恥仏 Kumiko HORIUC日 MutSllko SONE 

Kiyoko OGASAWARA Yuko NAKAGAWA Hisako KOBAYA計五 Akiko MORI 

Summary 

In terms of practical exercise of school nllrse-teacher as a stlldy requisitc regulated by the educational teacher 

license code， analysis was made on why it is necessary to develop a school nurse-teacher (signiticance). As a 

reslllt， several components as a goal of the practical exercise were pointed out. Also， a viewpoint of evaluation 

for each goal was discussed. Outlincd goals of practical exercise were as follows ‘ 

(1) Through experiencing ‘actual settingピ， learned theory can be contirmed， which leads to turther 

comprehension. a sense of education， a perspective of children， a sense of well-being of children， 

exercise of school nurse-teacher， 

practical 

(2) Learned theory' skills can be contirmed through one's own practice a school nurse-teacher. Exercise of 

educational activity， relations with children， recognizing needs of health room visitors and how to treat 

them， organizational activity of school health enhancement 

(3) Throllgh the applied practice 01'‘ research、， study of school nurse/health science can be thoroughly over 

viewed. Needs of practice study， method of practice study， actual practice ot‘the study， theorization 

requirements in actual settings 

(4) Discovering oneself who wants to be a school nurse-teacher image of a school nurse-teacher， 

of one's ability. suitable job，日ndingturther study requirements 

recogmtIon 

Key words : the educational teacher license cord practice in actual se悦ll1g pllrpose' goal' evaluation of 

pract1ce exerCIse 

キーワード:教育職員免許法 臨地実習 実習の目的・目標・評価

1. 1まじめに

教育の荒廃が指摘されて久しい。 子どもたちの様々な危機的状況が表出し， それに対峠する学校教

職員の資質向上を願う声は益々大きくなってきた。 そして， これらを背景に教育職員免許法の改訂に

本 1茨城大学 ヰ 2吉備国際大学 * 3横浜高等専門学校
学校 本 6筑波大学附属聾学校 牢 7藤沢市立片瀬中学校
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向けた取り組みが進行し，教育実習を含む教員養成のあり方が論議されている(教育職員養成審議会

の開催)。教育の荒廃は，様々な社会の要因によってなされるものであり，決して教職員の資質向上

のみによって解決が求められるものではない。しかし，教育荒廃の改善という視点からだけではなく，

次代の子どもの育成という「教育職員の使命Jを果たすことが可能な人材を養成するという視点から

の検討は，常に続けられなければならないことである。とりわけ，教員養成における臨地実習として

計画される教育実習(養護実習を含む)については，教員養成機関側のみならず学校現場の子どもた

ちゃ現場職員を巻き込むという点や，学生の教員志向に及ぼす影響力の大きさという点から，特別に

留意する必要がある。

これまで本学会(前身の全国養護教諭教育研究会を含む)では，養護教諭養成機関が個別に検討・

展開している養護実習の実態を全国的に明らかにする調査 l}を実施し，研究大会においてその結果を

報告したり，養護実習に関するシンポジウム・パネルディスカッションを企画2)することによって情

報交換の機会を設定してきた。

本研究は，これまでの本学会において明らかにされた養護実習の実態を踏まえつつ，本来の養護実

習のあり方を探ろうとして検討してきたことについて論及する。

ll. 養護実習の目的

1.養護教諭の力量形成と大学教育(養成)

養護教諭(教員一般も含めて)の力量形成過程を辿ってみると，就職して現場に出た後において顕

著な力量形成の成果を認めることができる九養護教諭養成機関(以下， i大学」と称す)を卒業した

時点で，すぐに一人前の養護教諭が誕生するというのではなく，養成機関での学びを踏まえながらも

現場に出てからの実践を積むことによって実践的力量が育成されるものと言えよう。

今回の教育職員養成審議会第一次答申では「実践的力量の重視Jが調われているが，卒業時点で実

践的力量が十分備わるようにせよということではなく，実践的力量が発揮できるような基礎を培うこ

との大切さを強調しているものであるヘすなわち，大学での養成の到達点としては，卒業生が現場

に出てすぐに完壁に養護教諭として実践できるようにすることではなく，あくまでも実践できる基礎

養護教諭としての成長(力量形成)今

大学での学び 職場での学び

採用時研修

|実践的力量形成の基礎|→ 「ζ 基礎・基盤

図 1 実践的力量と大学教育
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を培うということである(図 1参照)。

2.養護教諭養成機関における教育目標

各大学は，その機関独自の設置目的(建学の精神)を掲げており(特に私立大学)，その建学精神

に基づく教育目標がある。また「大学の教育」は，小・中・高校での教育をさらに継続・発展させる

役割を担って，高卒後の若者に対する青年期教育の一環でもある。さらに今日では，高卒生以外の社

会一般にも生涯学習の場として期待されている。さらに養護教諭養成課程として認定された機関の教

育目標は，これらに加えて「養護教諭の力量形成の基礎を培う Jことがあげられる(図 2参照)。

3.養成教育の中での『養護実習』の位置一『臨地』の意義一

教員(養護教諭)養成において，なぜ臨地実習すなわち教育実習(養護実習)を必修科目に課して

0大学の設置目的に基づく教育目標/r大学」における教育:幅広い教養，科学的認識，

0青年期教育の一環としての教育目標

例:コミュニケーションスキル，自己洞察・自己肯定など

0養護教諭養成機関としての教育目標

1 )養護教諭としての適性感の確認

2)養護教諭として仕事をすることに対する意欲・意志の確認

3)学校における養護教諭の役割に対する認識(学校の状況理解，子ども理解を前提に)

4)自己教育能力(研究的にものごとをみつめ，仕事を創造的にこなしていける基礎)

5)養護教諭の活動を推進するための基礎的理論と技術

-人間・子ども存在に関する理解:

-健康に関する理解:人間(生物)・環境・生活・保健医療福祉教育制度との関連

-援助の方法に関する理解:

-学校保健活動(教育保健活動)の理解:組織的活動・連携，教育保健経営

-子どもへの対応:養護対応(救急処置，相談，指導など)

0養護学の教育・研究機関としての教育目標

0生涯学習の機会としての教育目標

図2 教育目標の枠組み
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いるのかを探ってみると， 明治期における教育実習にまでさかのぼる。その後，教育実習制度が「充

実Jするようになり，戦前の師範学校における教員養成の中にあっては， 1学科目として特別な位置

づけをされていたヘすなわち，長期間の修行体験を積ませて技術を身につけ見習わせれば，それを

修了した時点で，一人前の教員として完成することができると捉えられていた。しかし今日における

臨地実習(例えば，教育実習6)や看護学分野の臨地実習7))では「部分・専門職・研究・継続型」叫に

位置づけられ，一つの教科(授業科目)として捉えられるようになってきた。

養護実習においても，養護教諭の見習い経験を積ませて一人前の養護教諭にさせていくのではなく，

授業の一環として養護教諭養成教育の中での位置づけを与えていくことが求められているヘすなわ

ち，養護実習が『臨地』の実習であるという特性を最大限に生かしていくことが要請されている。

そこで『臨地』すなわち『現場』に自ら(からだ全体，心身・生活)をおくことが，どのような学

びを可能にするかを検討してみると，図 3のような結果が得られた。①~⑤のような『臨地』の意義

があるからこそ，そこに養護実習を課す意味がある。養護実習の目的は，この『臨地』の意義に由来

するものである。

①学校(教育)現場を自らの目(その他)で観察し，把握できる0

・子どもの様子，教育職員の様子，教育活動の様子，学校生活の様子，学校環境の様子

・保健室の様子，養護教諭の姿，養護教諭の活動の様子など

②それまで学んできた『理論{自分が得た知識uが『現場』にあるかどうかを確認したり，それ

①『現場』がわかる =今 ②学んだことを試みる 件 ③「現場研究Jを実践してみる

(理論の検証) (理論の実践化)

マ

④養護学研究を展望する

-理論化すべき課題の発見

-理論と実践の特性理解

¥1' 

b学習課題の発見)
γ 

図3 W臨地』の意義

-39 -



日本養護教諭教育学会誌 Vol.1， No. 1， 1998 

まで学び習得した『技術・方法論』が実際に活用できるかどうかを確認する場となる。

③現場における研究を実際に行い，その効用と方法について具体的に把握できる。

④現場に密着した養護学の研究を展望することができる。

• w現場』が抱える問題を知ることにより，今後の探求すべき(理論化)課題を知る。

・実験室的な理論ではない，ナマの『現場』を見ることを通して， w理論』と『現場』の関係を

理解する(ギャップや差異があって当然。それぞれの特性を理解する)。

⑤自分がそのような『現場』に身をおくことによる周囲からの『反応』を感じとり，それによって

『自らJを知ることができる(自らの適性度，自らの課題)0

.身をおくことでの教育現場が醸し出す雰囲気の中での自らの違和感・共鳴感などを感知する。

.身をおくことでの子どもや教職員からの反応を感知する。

m.養護実習の目標

1.養護実習の目標設定にあたって

養護実習の目的に基づき，具体的な目標を提示する必要がある。実習で何を学べばよいかを明らか

にすることによって，実習生は実習を主体的，積極的川に参加することが可能になる。また，実習校

側にとっても，何をどこまで指導すればよいかがわかり，実習生とのすれ違い 11)を生じさせないです

む。養護実習の目標を設定するために具備すべき条件をまとめると表 1のようである。

表 1 養護実習の目標設定にあたって/具備すべき条件

①養護実習の目的に合致する。

(養護教諭養成教育の一環であり， w臨地』における実習としての意義をもっ)

②実習校の条件(校種，規模，地域など)や，実習の時期・期間などの条件によって異なることのないも

のであり，どのような実習であっても習得可能な最低の条件を示す。(ミニマム・エッセンシヤルズ)

③実習生にとって，実習を具体的に行える手掛かりとなる。

④実習協力校にとって，指導する範囲や深さを考える上での手掛かりとなる。

⑤実習生が実習によって目標を到達できたかどうかを自ら評価できるものである。

⑥実習協力校が，実習生の学習成果を評価し，指導の適切性も評価できるものである。

2.養護実習の方法

養護実習の目標に到達するための有効な方法を探り，それを提示することが必要である。

養護実習は『路地』という特性をもっ教科ということから，学生(実習生)は表 2に掲げたような

形態・方法で実習の目標に迫ることができる。
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表 2 W臨地実習』の方法とその意義

(1) W現場』を観察することができる。

・自らが知りたいことを確かめる。

これまで学んだ(大学での学びほか)理論の真偽を確かめる。

(2) W現場』に参加することができる。

・子どもとの関係を体験できる。→子どもからの『反応』を得られる。

(子どもからどう受け止められたかなど)

・教職員の行う活動の一端にかかわらせてもらえる(協同作業の体験)

→教職員の心情，教育活動の意図などに触れられる。

-指導教官をモデルにしながら実際の教育活動を体験できる。

(3) W現場』で，自らが主体的に養護教諭の実践活動を実施してみることができる。

・自らが判断して， 主体的に行動し，その途中の反応や結果をもとに，自らの実践を評価するとい

う体験を積む。

・自らが養護教諭としてやっていけるかどうかなどを確かめることができる。

(4)実践の記録化を通して，研究能力を磨くととともに.w実習』で得た成果を定着化させる。

・自らがもっている養護教諭として必要な能力を動員してみて，どういう経過をたどり，どういう

結果になったのかという体験を，整理する(研究能力の発揮)。

-現場で問題になっている課題をとりあげ，その課題に迫るための方策を探る(理論の探求)

.理論の実践化や確認ができたもの→理鎗の理解の深化。

できなかったもの→原因分析し，再試行の時の留意点を把握したり，理論の立て直しをはかる。

3.養護実習の目標モデルの構成

前述の養護実習の目的と方法，すなわち『臨地』の特性と意義を踏まえて，養護実習の目標をあげ

るとすると，表 3のようにまとめられる。

N.養護実習の評価

1.養護実習の評価の特性

授業を実施した場合には，その指導目標に照らして成果を測定し教育評価を行うものである。それ

と同様に養護実習においても評価を行うのであるが，一般の授業とは異なり複雑さを伴う則。養護実

習は，授業計画の作成者と評定判定者は大学教員側にある一方，実習生への直接指導担当者は実習協
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表 8 臨地の意義・方法の特性を踏まえた養護実習の目標の構成

(①~⑤の番号は，図 3の番号と閉じ意味をもっ)

①『現場』をみる (学んだ理論の検証) I I②学んだことを試みる(理論の実践化)

[教育観] I I ・学校でなされる様々な教育活動に自ら参加して
・教育の目標に向かつて連携している教職員およびII みる
学校という教育現場(生活・環境など)の実態に
ついて
[学校保健活動]

・学校保健活動が教育の営みの中に位置づけられ機
能している実態について
[養護教諭の役割]

・養護教諭そして保健室が，学校保健活動のみなら
ず教育活動の中に位置づけられ機能している実態
について

[子ども観・子どもの健康観]
・学校で生活し学習活動を営む子どもの実態につい
て

・子どもが発育発達過程にあることについて(一般
的経過と個人差があるということ)

・子どもの心身の状況，子どもが抱えている健康問
題の状況について

・子どもの健康問題が学校や家庭生活・地域社会と
関わりがあることについて

[養護教諭の実践方法/活動過程]
・保健室で一人ひとりの子どものニーズに対応して
展開する養護教諭の活動の基本的手順について

・子どもの健康問題を教職員などの共通課題にして
いく養護教諭の活動の基本的手順について

@養護学研究を展望できる

0現場の理論化すべき課題がわかる
-養護教諭の「経験」から編み出された個別的実践
は理論化されるものであること

・実践を記録しそれを分析することが，実践の理論
化作業に不可欠であり，有効であること

・現場の「混沌」の解決策を探るためには，解明す
べき研究課題があること

0理論と実践の特性がわかる
・養護教諭の実践方法の原則などが，実践を通して
確立(理論化)されている実態

・理論が構築されるにあたっては，実践と理論の間
に双方向のやりとりが必要であること

⑤望ましい養護教諭像を描き， w自ら』の特性を知る。

-子ども(たち)にかかわる体験を穣む
(様々な子どもたちに)

(様々な学校の生活場面で)

-保健室に来室する子どものニーズに応える働き
かけを実際に展開する

・学校保健活動を推進する役割を担っている養護
教諭の活動を実際に展開する

③現場実践に関する研究を実地に行う

-日々の実習体験を記録し，分析してみる
(日々の気づき・問題発見)
(記録の積み重ねで見えてくる理論の確立)

-自らの養護教諭としての実習体験を，研究的視
点でまとめてみる

[望まれる資質・態度] : [自らを知る/適性]
0養護教諭に必要とされる資質について 自らが養護教諭になった時に，そうありたい姿

としての養護教諭像を描いてみる
0養護教諭に必要とされる実践的能力について ; ・自らの能力や適性をみつめ，自らの養護教諭と
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力校の指導教官(複数問)であり， ~臨地』場面での実習評価は実習校に委ねることになるからである。

実習校の評価が，大学側の意図したものになるためには，両者の密接な連携が必要となる。現行の養

護実習の評価表をみると、 実習の目的・目標に結び付かないものも多くみられたへ指導目標と関連

させた評価が求められる。

さらに，養護実習の目的に沿い目標を到達させるためには， ~臨地』の実習後に，実習体験を研究

的視点、で整理してみることまで含めないと成果をあげることはできない。それは実習生が大学に戻っ

てから取り組むものであり，実習後のその研究的作業の如何によっては， ~臨地』場面での実習成果

の受け止め方にまで影響を及ぼしかねない。すなわち，前述の養護実習の目標は， ~臨地』のみの成

果だけではなく，大学に戻った後の研究的視点での『まとめ』の取り組みも含ませることによって初

めて到達できる内容を含むものであり，複雑さを消している。

なお，養護実習の成果をあげるためには， ~臨地』と事前・事後指導，さらには，それ以前の授業，

およびそれ以後の授業の内容・方法に深く関わってくるものである(図 4参照)。そのような意味か

らも，養護実習は養護教諭養成教育カリキュラムの要であり，カリキュラム全体の成果を反映するも

のであるから，その評価は大学のカリキュラム構成を評価するものにもなる。

2.評価する者とその視点

養護実習の評価は，実習生(学生)が実習目標をどの程度到達したかを確かめ，その教育評価を行

うものである。そのことによって，実習生の学習活動を評価するとともに，教育側の教育計画の進め

方についても評価していることになる。評価者は，次の三様に大別できる。

1 )実習校

一般には，養護実習の評価というと実習校側による評価が第ーに思い浮かんでくる。実習校の教官

養護実習の目的・目標

斗|直前指導|臨地実習|直後指導|斗

評価

養護実習全体の評価

図4 養護実習の目標と評価の全体像
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は直接実習生を指導し，実習内容やその成果あるいは実習生の努力状況を観察しているので，到達度

を判定するには好適と恩われる。しかし実際には，評価項目は大学側が作成することになるので，評

価基準を明確化させて，両者に阻酷のないようにしなければならない。また，養護実習全体の目標の

うち，臨地場面では把握し難い項目については，実習校に依頼する評価項目から除外する必要がある。

2)実習生自身

次に，実習生自身が自らの臨地実習における目標の到達度を自己評価したり，事前指導や事後指導

に関する自己評価を行うことが考えられる。この自己評価は養護実習の目標を再度学生に確認させる

ことになり lへその目標に到達できなかったことを本人が自覚して新たな課題を発見することにもな

る。そのような意味から，自己評価は，事後指導の一環として重要な役割を占めている。

3)大学側

大学側では学生の到達状況を把握し，個々の学生の課題を明らかにし，その課題達成のための支援

をすすめていかなければならない。個々人の課題の中には共通化できるものも多いので，事後指導の

中で取り上げて解決を図るようにすることができる。そのほか事後指導ではなく，個別指導によるフ

ォローアップが必要なケースもある附。それは特に養護実習体験によって学生が自信喪失になったり，

自分の適性や志向に疑問を抱いた場合であり， r養護実習jの範囲を越えた青年期教育の一環として，

自己をみつめ自己肯定につながる指導へと進展することにもなる。

このような学生の到達状況を把握することは，事前指導一臨地実習一事後指導の運営のあり方を検

討したり，実習の目標自体が適切であるかどうかを検討する材料になる。さらに養護教諭養成教育と

いう視点、から，カリキュラム全体の構成を検討する課題を提示するものとして、 活用することが望

まれる。

V.おわりに

養護実習の目的・目標そ明らかにするためには，養護教諭養成教育が養護教諭の力量形成の基礎を

培うものであるという前提にたった養護教諭養成教育の目標がまず明らかにされなければならない。

養護実習は，実習生を一人前の養護教諭になるよう促成的に完成させるためのものではない。現場に

養護教諭として採用されれば，現職研修を経たり，自らが職場の中で研究的姿勢で仕事を取り組むこ

とによって，養護教諭は成長し，力量形成されるものである。

教育の荒廃現象に呼応して，養護教諭への社会の期待は益々増大しており，それに応えられる養護

教諭を養成するためには，養護実習の期間延長は有効な方策の一つではあろう。しかし，いたずらに

養護実習に多くを期待するのではなく，カリキュラム全体の中で， w臨地』の意義を生かした『研究』

の授業として位置づけ，見直してみることが必要である。

本研究では，養護実習の目標を設定する際の枠組みを提示するにとどまった。この枠組みに沿って，
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具体的な目標となるような「行動目標Jを文言化する作業が必要となる。文言化されれば，その文言

が，学習の成果を確認したり，養護教諭教育全体の教育を評価する項目や視点となるものである。さ

らに，具体的作業の進展をはからなければならない。
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E 日常的健康相談における主訴とヘルスニイ、の関連について

辻立世ヰ 1 薬師寺素子事 2 西谷鎮子本 3 一色和枝*4 北野美波ホ 5 水野尚美ヰ 6 大西雅美 *7

佐藤容子事 8 日下部尚子旗 9 増田弘子キ 10 西牧真里辛口山内恵美子*12 

Re1ationship betw∞n却P伺1s加dheal出n∞dson us回1health consu1tation 

Tatsuyo Tsuji Motoko Yakushiji Shizuko Nishitani Kazue Issiki Minami Kitano Naomi MizlU10 

M出 aml白ushi Youko Sa10u Naoko Kusakabe Hiroko Masuda Mari Nishimaki Emiko Yamauti 

Key words usual health consultation mind-body interaction health needs tie-up in school 

キーワ}ド: 日常的健康相談 心身の相関 ヘルスニーズ 校内の連携

1 .はじめに

日常，生徒は腹痛・頭痛・体調不良などの身体の健康問題や身体の悩み，ケガの処置，さらに友人

関係のトラブル・不安・緊張などの精神・心理的症状，学校へ行きたくないなど様々な主訴(理由・

動機)で保健室を訪れ，その中から健康相談的対応に発展する事が多い。健康相談の結果，本当の問

題(ヘルスニーズ)は，来室時の主訴，相談理由(以後，主訴(理由)とする)と異なる場合も多

い。 1996年10月の保健室利用状況に関する全国調査 1) でも，記録の必要ありと判断した児童生徒の来

室の背景として約 7~8割が「体の問題や体の悩みJ や「心の問題や心の悩みJ 等がある，と回答し

ている。 1ヶ月間，保健室に身体症状や精神・心理的不安など心身の不調で来た生徒の中で，健康相

談的対応をした事例と保護者・担任等から相談を受けた事例について，来室時の主訴(理由)と相談

後の養護教諭が判断した問題(ヘルスニーズ)について分析・考察した。

11.調査の対象及び方法

1.調査対象:大阪市内の一部と大阪府北部，阪急京都線沿線を中心とした大阪府立学校第 2学区

で，養護学校，定時制高校を除く全日制普通高校24校，工業高校 1校計25校において，①保健室に身

体症状や精神・心理的不安などで来た生徒の中で，健康相談的対応をした事例，②相談目的で来室し

た事例，③保護者や担任などから相談を受けた事例とし，対応時間10分以上の 1341事例を分析の対象

* 1大阪府立鳥飼高等学校

牢 4大阪府立三島高等学校

* 7大阪府立高槻南高等学校

* 1 0大阪府立大冠高等学校

牢 2大阪府立春日丘高等学校

*5大阪府立島本高等学校

*8大阪府立吹田東高等学校

* 1 1大阪府立摂津高等学校
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とした。 10分以内の相談は，健康相談の対応として問題の背景を見抜く為には不十分なこと，さ

らに，休憩時間は他の用件と兼ねていたり，混乱して記録が不十分・不明等の理由で除外した。

調査校の養護教諭の年齢構成は， 20歳後半 1名で， 30歳代， 40歳代， 50歳代がほぼ同数である。

2. 調査期間:1996年 11 月 1 日 ~30 日(実日数23 日間，土曜日 3 日間を含む)

3. 調査方法と内容:調査基準や方法について事前に協議した上，各学校で個票を用いて，月・日

・曜日，学年，性別，来室時刻，相談者，来室か電話かの相談形態，相談時の主訴(理由)，対応時

間，相談の継続性，相談後，養護教諭が判断した結果を記録した。来室時の主訴(理由)は自由記述

とし，集計時にカテゴリーに分類した。集計及び分析はコンビュータ処理をし， t検定，カイ 2乗検

定及び正規近似法による百分率の差に関する検定を行った。

m.結果

1 .相談件数の内訳

対象校の25校の総生徒数は23.607名で，今回の分析対象の 1341事例は 5.7%にあたる。

総相談件数1341件に対する学年別内訳は， 1年生36.1%， 2年生30.6%， 3年生33.3%で，各学年

間の有意差はなかった。男女別では，男子39.8%，女子60.2%で，女子が男子を上回り，男女聞に有

意差が見られた (p<O.01)。

表 1 学年・男女日11.相談者の内訳 人(%)

相談者内訳 1 年生 2 年生 3 年生 全体

男 女 言十 男 女 計 男 女 言十 男 女 言十

N 216 268 484 152 259 411 166 280 446 534 807 1341 

本 人 188 240 428(88.4) 133 228 361(87.9) 130 248 378 (84. 8) 451 716 1167(87.0) 

保護者の相談 5 10( 2.0) B 12 ( 2.8) 7 10 17 ( 3.8) 16 23 39( 2.8) 

担任の相談 17 15 32 ( 6.5) 10 15 25 ( 6.0) 13 15 28 ( 6.3) 40 45 85( 6.2) 

その他の相談 4 6 ( 1. 1) 7 ( 1. 6) 9 2 11 ( 2. 5) 13 11 24 ( 1. 7) 

{呆・担・生徒合同 4 4 8 ( 1. 6) 6 ( 1. 5) 5 12 ( 2. 7) 14 12 26 ( 1. 9) 

在籍数 3822 3871 7693 3773 3970 7743 3965 4206 8171 11560 12047 23607 

相談者の内訳は，表 1に示すように，全体で本人が87.0%で最も多く，次いで担任6.2%，保護者

2.8%，本人・保護者・担任など合同の相談が1.9%，その他1.7%の順であった。その他は，管理職・

教科担当者等である。各学年の相談者について比較したところ，本人，本人以外の保護者・担任・管

理職や教科担当者，合同の相談はそれぞれ学年聞には有意差はなかった。

2. 相談回数について

相談回数は，表 2に示すように，最高は 3年男子の17回であった。 1人の平均相談回数は全体で

2. 6回であり， 3年生男子が4.5固と最も多く，次いで 3年生女子の2.9回となっている。 1年生と 2
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年生は 3年生に比べ少なく，中でも 2年生男子が1.5回と最も少なく， 3年生男子との聞に有意差が

見られた (p<0.05)。

表 2 相談回数の平均値と標準偏差(基本統計量解析結果)

標本数 平均値 分散 標準偏差 変動係数 総和最小値最大値 歪度 尖度

1年生 216 2.574 10. 152 3.186 123. 781 556 12 2.041 2. 794 

男 2年生 152 1. 493 0.803 0.896 59.988 227 4 1. 612 1. 250 

子 3年生 166 4.488 37目 045 6.086 135.618 745 17 1. 419 0.132 

言十 534 2.861 17目 239 4.152 145. 103 1528 17 2.498 5.021 

1年生 268 2. 149 6.008 2.451 114.041 576 12 3.002 B. 929 

女 2年生 259 2.359 7.991 2.827 119.826 611 13 2.742 7.277 

子 3年生 280 2.929 8目 966 2.994 102.247 820 10 1. 258 -0.048 

言十 807 2.487 7.781 2. 790 112. 165 2007 13 2.184 4.133 

全体 1341 2.636 11. 581 3.403 129.097 3535 17 2.595 6. 387 

全体の相談回数別の割合についてみると表 3に示すように， 1回が66.3%と最も多く， 2~4 回

18.5%， 5 ~ 9回8.5%，10回以上6.7%となり継続相談者は多くない。本人の場合は， 1回の相談が

71. 0%を占め， 2回以上は少ない。一方，本人以外では 1回が34.5%と最も多いが，継続相談となる

事例も多いことがわかった。調査期聞が限定されているため 1回だけの相談が多いのは当然といえ

る。

表 3 相談回数について 人(%)

本人 本人以外 全体

(保護者・担任・その他・合同)

l回 829 (71. 0) 60 (34.5) (16 27 4 13) 889(66.3) 

2-4回 203(17.4) 45(25.9) (8 24 8 5 ) 248 (18.5) 

5-9回 78( 6.7) 36(20.7) (8 20 4 4 ) 114( B. 5) 

10回以上 57( 4.9) 33(19.0) ( 7 14 8 4 ) 90( 6.7) 

全体 1167 (100) 174 (100) (39 85 24 26) 1341 (100) 

3. 対応時間について

対応時間は， 1O~19分が48. 2%， 20~ 29分が15.7%， 30~39分が9.8%で，大半を占めている。中に

は複雑な内容のため，長い時間のものがあり，その内訳は40~49分3. 2%， 50~59分6. 2%， 60~89分

8. 1%， 90~119分2.4% ， 120分以上が6.4%あった。

4.来室時の主訴(理由)

本人の来室時の主訴(理由)の上位は，表 4に示すように，全体では 1位胃痛・腹痛・下痢等の消化器
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系症状(以下消化器系症状) 22.4%， 2位しんどい・だるい・気分が悪い等あいまいな体調不良(以

下体調不良) 17.1%， 3位咳・扇桃炎等のかぜ諸症状や自称、かぜ(以下かぜ諸症状) 11. 1 %， 4位救

急処置で来室した者を除く外科・整形外科的症状10.3%， 5位かぜ以外の頭痛9.9%の順であった。

主訴(理由)を表中の 1~8の身体に関する内容と， 9~12の精神・心理に関する内容に分けその割

合を調べたところ，身体的内容は，全体で84.1%になった。学年別では 1年生で85.0%， 2年生で

88.9%， 3年生で78.3%であった。一方，精神・心理に関する内容は，全体では12.8%であり，学年

別では 1年生11.0%， 2年生7.8%， 3年生19.4%となっていた。 13本人の相談は，本人が自主的に相

談したいと来室した者で全体で2.7%となっていた。 3年生では， 1・2年生に比べると体調不良や

内科系疾患は減少しているが，神経症・心身症，精神・心理的不安が有意に多いことがわかった。

表 4 学年別，来室時の主訴・理由 人(0/0)

1年生 2年生 3年生 全体 学年の傾向*

来室時の主訴・理由 N 428 361 378 1167 

本人 1消化器系症状 84 (19.6) 87 (24. 2) 90 (23.8) 261 (22. 4) 

2頭痛(かぜ以外) 47(11.0) 34 ( 9.4) 34( 9.0) 115( 9.9) 

3かぜ諸症状 49(11.4) 42 (11. 6) 38(10.1) 129(11.1) 

4体調不良 80(18.7) 62 (17.2) .58(1.5.3) 200(17.1) 1>2>3. 

5内科系疾患 23( 5.4) 21 ( 5.8) 6 ( 1. 6) 50 ( 4. 3) 1>2)3. 

6.外科・整形外科 4.5(10.5) 33( 9.1) 42(11.1) 120(10.3) 

7. HIl!'耳鼻・皮膚科等 20 ( 4.7) 16( 4.4) 14( 3.7) 50( 4.3) 

8.月経痛・月経不I1慎 16 ( 3. 7) 26( 7.2) 14 ( 3.7) 56( 4.8) 

9.神経症・心身症 11 ( 2.6) 5 ( 1. 4) 29(7.7) 45 ( 3.9) 3)1>2. 

10.精神・心理的不安 19 ( 4.4) 6 ( 1. 7) 32 ( 8. 5) 57 ( 4.9) 3>1>2 * 

11.教室に行きたくない 12 ( 2.8) 13( 3.6) 6 ( 1. 6) 31 ( 2.7) 

12.対人関係 5 ( 1. 2) 4 ( 1. 1) 6 ( 1. 6) 15(1.3) 

13本人の相談 12 ( 2.8) 10 ( 2司 8) 9( 2.4) 31 ( 2.7) 

14.その他 5 ( 1. 2) 2 ( 0.6) O( 0.0) 7( 0.6) 

備考 4)体調不良(しんどい・だるい・気分が悪いなどあいまいな体調不良)

5)内科系疾患(内科系の心臓疾患，腎疾患，暢息，その他内科で医療管理中の疾患)

9)神経症・心身症(自律神経失調症・摂食障害・過呼吸等)2) 

10)精神・心理的不安(1;、らいら・落ち着かない・悩み・不眠・睡眠障害，その他漠然とした精神不安等)

11 )教室に行きたくない，授業に出られない，不登校の回復期

12)友人関係，異性関係 13)本人が相談目的で来室したもの 14)その他(上記以外)

5. 健康相談後に，養護教諭が判断したヘルスニーズ

健康相談後のヘルスニーズは，養護教諭が専門的な立場から，医学的・看護学的な観察等の言語的

・非言語的対応をしながら，彼等の持っている心身の問題や悩みの背景を基に，本当の問題(ヘルス

ニーズ)を判断した。

頭痛，腹痛，下痢，吐き気，倦怠感，気分が悪い等の不定愁訴，腰痛，手足の痛み等の身体の痛み

-62 -



日本養護教諭教育学会誌 Vol. 1， No. 1， 1998 

等，一過性の症状と考えられるものを身体的健康問題とし，過敏性大腸症候群，自律神経失調症，摂

食障害，強迫神経症，神経性頻尿，自臭症など明らかに病的なもので，医療機関が関与しているもの

は神経症・心身症とした。対人関係は友人関係，異性関係以外の対人関係とした。不規則な生活，ア

ルバイト，食生活の乱れ等生活習慣上問題となるものを生活上の問題とした。不登校・不登校の傾向

は，不登校前兆を示すものや回復期が含まれている。判断した内容は，複数に及ぶものもあったが，

その中から，最も問題性の高いものを一つ選び判断結果とした。それを大別すると表 5の通りとな

る。

表 5 養護教諭が判断した内容<学年別，本人以外の相談者別比較> 人(%) 

養護教諭が判断 本 人 本人以外

した内容の内訳 l年生 2年生 3年生 計 * 保護者 担任 その他 合同 言十

N= 428 361 378 1167 39 85 24 26 174 

1.身体的健康問題 118(27.6) 91(25.2) 108(28.6) 317(27.2) >. 2( 5.1) 1 ( 1. 2) 。(0.0) 2( 7.7) 5 ( 2.9) 

2.精神的不安 27( ~3) 20( 5.5) 49(13.0) 96( R2) く・ 18(46.2) 22(25.9) 11 (45. 8) 5(19.2) 56(32.2) 

3.神経症・心身症 28( 6.5) 6( 1. 7) 15( 4.0) 49( 4.2) 2 ( 5. 1) 5( 5.9) 1 ( 4. 2) 2 ( 7. 7) 10 ( 5. 7) 

4.学習・進路の悩み 29( 6.8) 39(10.8) 52(118) 120(1~3) 2 ( 5. 1) 11 (12. 9) 1( 4.2) 2( 7.7) 16( 9.2) 

5.部活動の悩み 16( 3.7) 11( 3.0) 2 ( 0.5) 29 ( 2.5) O( 0.0) 2 ( 2.4) 1 ( 4. 2) 1 ( 3. 8) 4( 2.3) 

6.友人関係の悩み 2( 7.5) 18( 5.0) 12( 12) 62( 5.3) 1 ( 2.6) 6 ( 7. 1) 2( 8.3) 1 (18) 10( ~7) 

7.異性関係・問題 6(1.4) 20(5..5) 16(4.2) 42(3.6) 1 ( 2.6) 2 ( 2.4) 1 ( 4. 2) 1 ( 3. 8) 5 ( 2.9) 

8‘対人関係の悩み 2 ( 0.5) 9( 2.5) 3(0.8) 14(1.2) くホ 1 ( 2. 6) 3 ( 3.5) 3 (12. 5) 1 ( 3.8) 8( 4.6) 

9.家庭の事情 21( 4.9) 19( 5.3) 6( 1.6) 46( 3.9) くホ 1( 2.6) 10(11.8) 3(12.5) 1( 3.8) 15( 8.6) 

10.生活上の問題 54(12.6) 43(11. 9) 29( 7.7) 126(10.8) >郁 3(7.7) 4 ( 4.7) 。(0.0) 2( 7.7) 9 ( 5.2) 

11.いじめ 5 ( 1. 2) 1 ( 0.3) 。(0.0) 6 ( 0.5) <ホ 1 ( 2.6) 5( 5.9) 1 ( 4.2) 1 ( 3.8) 8( 4.6) 

12.アトピー・鴨息 5 ( 1. 2) 9( 2.5) 3 ( 0.8) 17 ( 1. 5) >. 0 ( 0.0) 。(0.0) 。(0.0) 0 ( 0.0) O( 0.0) 

13不登校/傾向 5 ( 1. 2) 2( 0.6) 3 ( 0.8) 10 ( 0.9) く・ 5(12.8) 6 ( 7. 1) o ( 0司 0) 2( 7.7) 13( 7.5) 

14内科疾患 14( 13) 14( 3.9) 17( 4.5) 45( 19) 2 ( 5. 1) 4 ( 4.7) 。(0.0) 0 ( 0.0) 6( 3.4) 

15外科・整形外科 40( 9.3) 29( 8.0) 40(10.6) 109( 9.3) >キ O(0.0) 4 ( 4.7) 。(0.0) 3(11. 5) 7( 4.0) 

16婦人科 12( 2.8) 19( 5.3) 9 ( 2.4) 40 ( 3.4) >. 0 ( O. 0) 。(0.0) o ( 0目。) O( 0.0) o ( 0.0) 
17限・耳鼻科 11 ( 2.6) 8(2.2) 11(2.9) 30(2.6) >唱。(0.0) O( 0.0) 。(0.0) 0 ( 0.0) 。(0.0) 

18.その他 3( 0.7) 3 ( 0.8) 3( 0.8) 9 ( 0.8) 。(0.0) O( 0.0) 日(0.0) 2 ( 7. 7) 2 ( 1. 1) 

備考:.P< 0.05 

1 )内容の内訳

本人の場合では，全体で 1位は身体的健康問題で27.2%， 2位は生活上の問題10.8%， 3位は学習

-進路の不安・悩み10.3%， 4位は外科・整形外科的問題や悩み9.3%， 5位は漠然とした精神不安や

心の悩み(以後精神的不安とする) 8.2%， 6伎は友人関係の悩み5.3%， 7位は神経症・心身症4.2%

の順となっていた。

本人以外の場合では，全体で 1位が精神的不安が最も多く 32.2%， 2位学習・進路の不安や悩み
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9，2%， 3位家庭の事情8，6%，4位不登校7，5%， 5位友人関係の悩み5，7%， 6位対人関係の悩み4，6 

%となっていた。中でも，保護者の場合は 1位精神的不安46，2%， 2位不登校12，8%と精神面の相談

で半数を占めている。担任の場合は 1位精神的不安25.9%， 2位学習・進路の不安12.9%， 3位家庭

の事情11.8%であった。その他の教科担当者や管理職の場合は，精神的不安で45.8%を占めていた。

本人以外の相談内容は，本人だけでは解決できない教育上の様々な問題を含んでいた。

本人と本人以外の内容を比較したところ，本人は身体面の問題で多く占められ，本人以外では精神

面の問題が多く，両者の聞には有意差が認められた。

2)学年の特徴

3年生で精神的不安，学習・進路の不安や悩みなど心の問題が目立ち， 2年生では生活上の問題や

悩み，異性の問題や悩み，月経痛・月経不順による心配が目立ち， 1年生では生活上の問題や悩み，

友人関係の悩み，神経症・心身症が目立ち，いじめも含まれていた。来室時の主訴(理由)と同様に

養護教諭が判断した問題でも， 3年生の心の問題が目立ち，有意差が認められた。

6. 来室時の主訴(理由)と相談後判断した問題の関連について

来室時の主訴(理由)別に相談後に養護教諭が判断した問題(ヘルスニーズ)の関連を図 1に示し

た。判断した内容は，図では，内科系疾患、，外科・整形外科，眼科・耳鼻科，婦人科，アトピー・時

息、を「各科疾患」とまとめ，部活，友人・異性，その他を含めた「対人関係の悩み」にまとめ，いじ

め・不登校を一つにまとめている。

さらに，表 6では判断した内容を，①身体的健康問題と各科疾患(以下身体の問題)，②精神的不

安，学習・進路の悩み，神経症・心身症，いじめ・不登校，対人関係の悩み，家庭の事情(以下心の

問題)，③生活上の問題，④その他の 4群に分けて表示した。その中で①身体の問題群と②心の問題

群の割合を比較し，有意差が認められたものに*印で示した。

来室時の主訴(理由)と相談後判断した問題の関連は，図 1と表 6より以下のことが言える。

1 )内科系主訴

消化器系症状の場合，相談後養護教諭が判断した内容は，身体的健康問題が約 4害IJを占め，病気と

判断したのはわずか5.4%，精神的不安は7.3%，神経症・心身症は3.5%，学習・進路の悩みが 11.1 

%，対人関係の悩み10%，生活上の問題が17，6%も占めていた。

頭痛の場合，身体的健康問題が40%，病気と判断したものが6，1%で，学習・進路の悩みが14.8%も

あり，対人関係が9.6%，生活上の問題が16%で占められていた。

消化器系症状と頭痛は，①の身体の問題は半数に留まり，残りの半数はその背景に②心の問題をか

かえたり，③生活上の問題が関係していると判断していた。

かぜ諸症状では，①身体の問題で'69.7%を占めているが，学習・進路の悩みが7.8%，対人関係5.4 

%，家庭の事情5.4%等の②心の問題で22.5%を占め，③生活上の問題が 16%占めていた。
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図 1来室時の主訴(理由)と相談結 果の養護教諭が判断した内容内訳
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体調不良(しんどい・だるい，気分が悪い等)では，身体的健康問題 (28，5%)，内科的疾患 (7，0%)

を合わせて①身体の問題は35，5%で，残りは，②心の問題49，5%と③生活上の問題15，0%である。中

でも学習・進路，対人関係が20%含まれており， しんどい・だるい，気分が悪い等のようにあいまい

な症状を訴えて来る場合では，①身体の問題より②心の問題が多く，有意差が認められた。

2)内科系疾患

身体的健康問題は22%，内科的疾患は30%と①身体の問題で半分を占めているが，神経症・心身症

は26%，学習・進路の悩みは6，0%，対人関係は12%と，②心の問題が44%含まれていた。

3 )外科・整形外科，眼科・耳鼻科・皮膚科等の各科疾患

外科系の各科疾患で占められているが，疾患に伴う精神的不安 7~ 8%，対人関係 3~6%等の②

心の問題が 12~14%含まれていた。

4)月経痛・月経不順

身体的健康問題が 10.7%，婦人科が7l.3%と月経に関する相談は①身体の問題で占めていたが，②

心の問題に含まれる異性の問題や③生活上の問題と判断したものが含まれていた。

5 )神経症・心身症

わずかに身体的健康問題と判断したものが含まれていたが，精神的不安44.4%，神経症・心身症

40.1%と②心の問題が84.4%を占められていた。これは，本人から得た情報から治療中であったり，

相談活動が継続中であるため，主訴と判断の結果が一致した率が高かった。

6 )精神・心理的不安

神経症・心身症と同様に身体的健康問題と判断したものはわずかで，精神的不安19.3%，学習・進

路の悩みが24.5%，対人関係24.5%，家庭の事情19.3%と②心の問題が87.6%を占めていた。

7)教室に行きたくない(授業に行けない)

身体の健康問題はわずかで，いじめ，不登校経験や不登校傾向が22.6%，学習・進路の悩みで16.1 

0/0，対人関係の悩みが32%等と②心の問題が70.7%を占めていた。

8)対人関係

友人・異性・教師の対人関係によるもので占められており，全てが②心の問題と判断された。

9)本人の自主的相談

生活上の問題は35.4%，学習・進路19.4%，対人関係16.1%，精神的不安，家庭の事情が6.5%，い

じめ・不登校3.2%で，残りのほとんどが②心の問題であった。

N. 考察

今回， 日常的健康相談1341事例に対して，来室時の主訴(理由)と本当の問題すなわちヘルスニー

ズとの関連について調べたところ，来室時の主訴(理由)は，消化器症状をはじめ，頭痛，かぜ，体

ー 66-



日本養護教諭教育学会誌 Vol. 1， No. 1， 1998 

調不良の不定愁訴を中心とした内科的主訴や，内科，外科・整形外科，根科・耳鼻科の身体的疾患等

身体に関する内容で多く占めていた。その他には学習・進路の不安・悩みからくる精神・心理的不

安，神経症・心身症，教室に行きたくない，対人関係，いじめなどの心の問題や生活上の問題等様々

な内容が含まれていた。

3年生では，来室時の主訴(理由)と相談後の養護教諭の判断の両者に，身体上の問題よりも心の

問題が顕著にあらわれていたことは，受験・就職等のストレスを受け不安と緊張の連続する生活を送

っているためと思われる。

相談回数は， 1ヶ月の調査期間でも 1回で終わらず継続する相談も多く，ことに，本人だけで解決

されない問題の場合は，回数は多くなっている。

石川ら 2)は，思春期は人生の内で，心身両面で最も変動の激しい時期であり，現代社会のびずみの

影響も受けやすく心身医学の対象となる病態がよく見られる，と述べている。養護教諭は生徒に接す

るとき，医学的知識と教育的素養を持って健康相談にあたることが必要である。

本研究では心身の棺闘を想定し，養護教諭は心身の症状を訴える生徒に対して，教育的，医学的，

看護学的な観点から言語的・非言語的対応により，生徒のかかえている問題や悩みを共に考え，その

背景を引き出しヘルスニーズの判断に導いている。

消化器系症状，頭痛，かぜ諸症状，しんどい，だるい等のあいまいな体調不良は，その背景に精神

的不安，神経症・心身症，学習・進路の悩み，対人関係の悩み等の心の問題や，生活上の問題が多

く，心のヘルスニーズや生活上のヘルスニーズが認められ，各科身体疾患を有する場合でも，精神・

心理的不安，神経症・心身症，対人関係等における心のヘルスニーズが認められ，心身の相聞が高い

ことが明らかになった。月経痛・月経不安では，その背景に異性の問題や生活上の問題が含まれてい

る。神経症・心身症，精神・心理的不安では，身体のヘルスニーズはわずかで，心のヘルスニーズで

大半が占められ，相談時の主訴(理由)とヘルスニーズの一致率は，高かった。学校へ行きたくな

い，授業へ行きたくない等不登校の傾向を示す者では，その背景に対人関係の悩み，いじめ・不登校

経験者，学習・進路の悩みなど心のヘルスニーズで、占められていた。本人の相談では生活上の問題が

最も多く，学習・進路の悩みや対人関係の悩み等，心のヘルスニーズで占められていることが明らか

になった。

日常的健康相談における来室時の主訴(理由)は，生徒のヘルスニーズと一致はしない場合もあ

る。しかし，これらの問題は，心のヘルスニーズ，生活ニーズから生徒の sosのサインを受け止め

適切に対処していかなければならない。

精神・心理的内容で保健室に相談を求めてくるのは，生徒はもちろん，生徒の問題で保護者や担

任，その他の学校関係者の相談も多い。保健室の機能 3)は，心と体の癒しの場，養護教諭による観察

・処置・治療・教育・援助の場，個人として対応してもらえる場，と言われる。本調査から，保健室
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は心身両面の相談を受け入れられる場，としての機能が定着していることが明らかになった。

心の問題や心の悩みは，複雑で学校生活に影響を及ぼすことが多く，一人の生徒の問題を巡って，

関係者の共通理解が必要と考えられる。養護教諭の相談活動を効果的にするための手引き書3)には，

学校内の連携は，生徒の問題を共通理解し，協議の上一致した支援方針を決定し，関係者相互の役割

を担うこと，とある。本研究で明らかになった授業に行きたくない，不登校，進路・学習の悩み等の

心のヘルスニーズは，担任をはじめ授業担当者等，校内の連携が必要とされ，生活上のヘルスニーズ

では，担任，保護者等の連携も必要とされる。本研究では，保護者や担任，その他学校関係者の相談

が多いことから，連携を保ちながら問題解決にあたっていると言える。

V.まとめ

保健室における日常的健康相談では，来室時の主訴(理由)は身体上の問題が圧倒的に多いが，心

の問題に関する内容や生活上の問題も含まれていることがわかった。

保健室における日常的健康相談は，来室時の主訴(理由)や動機は様々であるが，養護教諭は相談

的かかわりを深め，問題の背景や，彼らの持っている本当の問題(ヘルスニーズ)を判断して，両者

の関連について分析した結果，心身に相関する内容で多く占められていることが明らかになった。

これらの相談活動は，保健室の機能を生かし，日常的な健康相談として，専門的立場より問題背景

の分析(養護診断・みきわめ)，問題解決のための支援を行っている。中でも心身の健康問題は，学

校教育に及ぼす影響は大きく，本人の支援はもとより，校内で担任・教科担当者などの連携を必要と

し，担任と共に校内の支援・連携体制の推進役となり，教育的支援を行うことが期待されている。

今回の保健体育審議会答申 4)では，社会の変化に対応した早急に取り組むべき現代的健康課題のー

っとして心の健康問題があげられ，養護教諭の新たな役割と期待されているが，保健室における心身

の健康相談は，従来から養護教諭によって行われており，特に新たな役割とは思えない。しかし，社

会の要請は，今以上に生徒のサインを受け止め適切に対処できる健康相談を期待しているものと思わ

れる。

参考文献

1 )財団法人日本学校保健会:保健室利用状況に関する調査報告書， 1997 

なお，本調査報告書は「体の問題，体の悩み」としているが，本研究は「身体の問題，身体の悩み」とする。

2)石川中，末松弘行編著:I心身症J，附日本文化科学社， 1985 

3)大阪府立高等学校養護教諭研究会編.......，養護教諭の相談活動を効果的に進めるために......"らぽーる， 1996 

4)生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興のあり方について

(保健体育審議会答申)，保健体育審議会， 1998 
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研究ノート 養護教論教育に関連することばの問題

岡田加奈子

Languages conceming education for school n町田岡cher

Kanako OKADA 

1.はじめに

ことば(言語)は，人々が自分たちの考えを伝える際の主な媒体であり 1)，ことば(言語)を持た

なければ，体系化したり，構造化したりすることは困難である。又語は， ー定の規則に即して結合・

配列されることにより，ことば(言語)を形成している 1)。

一般的には司名前を聞くと即座に一定の観念が喚起されるようになる 0) と言われている。しかし，

養護教諭教育に関連する語を考えてみると，同じ概念・意味に異なる語(用語)を使用したり，異な

る概念・意味に同じ語(用語)を使用したりしてはいないだ、ろうか。たとえば，養護教諭教育，養護

教諭養成教育，養護教育等は同じ，または異なった概念・意味として，共通理解されて用いられてい

るのだろうか。卒後教育や現職教育，継続教育などはどうであろうか。さらに養護教諭教育を考える

際に重要となる養護教諭の実践活動を表す語(用語)はどうであろうか。

丸山 3)は「我々は認識した対象に名前をつけるというふうに思いがちだが，幼児にとっての<対象

物>というのは，それが名前を持った時に初めて知られ<存在する>のであることから，名というの

はむしろ事物の本質である」と指摘し，名前の重要性を強調している。

加えて日本語以外では，養護教諭教育や養護教諭はどのような Term(語)で表すことが出来るので

あろうか。

本論では， 日本における養護教諭教育及びそれに深く関わる養護教諭の実践活動に関連することば

の問題を指摘し， 日本においてことばを共通に理解し，用いるためのプロセス，及び他の言語への，

または他の言語からの翻訳を行なう上での問題を考察し，今後の課題を明らかにすることを目的とす

る。

また本論中， Iことば(言語)Jは，人間同士の意思伝達の手段 4)とし，それを構成する要素を「語」

とした。また，その語の使われ方を議論する場合に「語(用語)Jとし，さらに英語等の他の言語で

千葉大学
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「語j を扱う場合には ITermJ とした。

「ことばJは， Iことば(言語)Jに加えて単語や発話も含めたより広い概念を意味し， I言語」と単

独で用いる場合は，国や地域で用いられている英語や日本語等の意味で用いた。

II.養護教諭教育に関連する語

著者は氏家 5)，杉森 6)を参考に，養護教育の概念を提案した。それによると「養護教育は， 1，養

護教諭になるための教育(卒業・修了前教育，狭義の意味での養護教諭養成教育) 2，養護教育は，

養護教諭になるための教育と卒業・修了後の教育を併せたもの(養護教諭教育，広義の養護教諭養成

教育) 3，その他:養護教育は養護教諭であるかないかにかかわらず，養護学の教育をしたり，養

護についての教育をするものである(養護学教育または，広義の養護教育)等である J 7)0 

現在，上記 1については養護教諭養成教育ぺ上記 2は，養護教諭教育引という語(用語)が使わ

れている。さらに上記 2のうち，養護教諭免許取得後の教育は，現職教育 8， 1 0) の名称が用いられて

いることが多いが，現職教育(卒後教育) 1 1 )といった使われ方からは，現職教育と卒後教育が同義

語として扱われていることが伺われる。

しかし，卒後教育は，卒業後教育という意味と考えられ，専攻科や別科等の一部の課程の修了はこ

れを単に「修了j とよび，卒業と区別される 12) ことから，現在の多様な養護教諭養成機闘をど考慮す

ると，養護教諭免許取得後の教育は，卒後・修了後教育がより適切であろう。

又現職教育は pre-service education (養成教育，就職前教育)に対する概念である in-service education 

の訳語である 13)。広義には研修と同義であり，職員の職務に必要な知識，技術，態度などを修得し，

資質向上を図るための学習(研究)活動や実践活動ないしはそのための教育・訓練の総体を意味する

1 3)。一般的には現に一定の職業・職務に従事している者に対し，職務遂行能力の向上のために関係行

政機関，大学，職能団体などによって提供される組織的，計画的な教育・訓練活動を指す 13)。まさに，

養護教諭の現職教育とは，この定義に近い使われ方であろう。

なお氏家 5)は，看護職に関する教育構造の中で，看護職としての免許を有する者への教育の総称を

継続教育としている。職業教育のみを継続教育とする考え方もある 14) が，非職業教育も含むとする

考え方 15) により，氏家 5)は継続教育の中に，卒後教育(大学を卒業した後に大学院で学ぶ等)，現任

教育，その他の教育(離職者に対する再教育，外国への留学等)，自己学習を含めている。

ここでいう現任教育が我々の用いる現職教育にあたり，継続教育とはそれ以外にも自己学習や離職

者に対する再教育等も含めた広い概念、といえるであろう。

m.養護教諭の実践活動に関連することば

また，養護教諭教育という語に限らず，それと深い関係にある養護教諭の実践活動を表わすことば
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の問題も同様である。

森は，養護理論の発展しない理由の第 1に，個人的な経験から論理(実践にひそむ法則性)をたぐ

りょせる努力の欠如をあげ，その打開策のひとつとして，経験を社会的なものにするために実践記録

を発表し，そのなかにどのような論理が潜んでいるかを読み取ることの重要性をあげているエヘ

実践を記録する際に，同じ概念・意味に異なることばを用いていたら，実践を比較することができ

ない。または，そのことばが共通理解されていなければ，誤解される可能性がある。つまり，共通し

たことばを持っていなければ，英語と日本語では通じ合わないように，問題を議論することさえ出来

ないのである。

一つの例をあげてみよう。応急処置，救急処置，救急看護，救急処置・看護という語(用語)が，

様々に用いられているが，少なくとも救急処置と救急看護に関しては，学校保健学会学校看護集会

において区別・定義され 161，さらに養護教諭の行なうものについては，杉浦によって救急養護という

語(用語)が提案された11しかし，救急養護は一般的には市民権を得た用語とはなっていないこと

を小林18)は指摘し， I養護を冠した学校救急処置関係の用語と概念規定について一層の検討を進める

必要性」を強調している。近年，後藤 1g)はその力量の概念を明確にし，救急処置活動という語を用

いた好例を提示しているが，さらに共通のことばとしていくことが大切であろう。

この問題には共通することばを持つことと共に，もう 1つの問題も存在すると考えられる。たとえ

ば，子どもが何かの訴えをもって保健室に来た時，養護教諭は視診，触診，問診等を駆使し，それら

をもとに適切な対応を行なっている。しかし，それらの様々な実践活動を表現する適切なことばをわ

れわれは持っているのであろうか。養護教諭が実際に行なっている様々の活動は，すでに用いられて

いることばをはるかに超えていると思われ，そのために養護教諭のすぐれた実践を適切なことばで表

わすことが出来ない，つまりことばが実体を反映していないということが生じているという問題が存

在すると考えるのである。ことばを持っていなければ，優れた実践を記述し，検討すること，そして

その専門性を他の人々へ伝えることができない。つまり，養護教諭が実践を表現する多くのことばを

もち，それを共通のことばとすることが大切なのである。

養護教諭が「その専門性を主張するためには，自己の扱う現象に名称を付け，自己の実践を記述し，

自己の知識基盤を明示する必要があるJ20)。また Clark21)は， I名前を付けることが出来なければ，

それをコントロールすることも，それに対して財源を確保することも，それを研究することも，教え

ることも，政策化することもできなし、」と述べ，名前を付けることの重要性を主張しているが，その

名は共通のことばとなっていなければ，目的は果たせないであろう。

N. 共通のことばへのプロセス

それでは様々に用いられている語(用語)を共通のことばとして用いるためのプロセスについて考
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えてみよう。 まず第 1に重要なことは，概念を明確にし，定義することであろう。概念の明確化は

理論構築の発達段階の最初の段階でもある 2へ
そして，定義を行なう際には一般的な辞書的定義(lexical definition) を超えた，我々の立場からの

定義 (technicalor stipulative definition) 1 )を開発することが大切である。たとえば，養護は辞書的定

義によると「危険がないように保護し，育てること。児童の体質や心身の発達状態に応じて，適当な

保護と鍛練を加え，その成長・発展を助けること J23)であるが，我々の立場からの technicalor stipulative 

definitionは，一例を示すと「健康問題をもっ児童・生徒(注:健康に関して解決すべき問題をもっと

いう意味で，今後一層健康を向上させる上で問題をもっ子どももいれば，現在の健康状態を維持する

うえで解決すべき問題をもっ子どももいる)に対し，計画的に専門的知識と技術を行使して，その解

決に導く支援活動であるJ24) となる。

さらに，第 2段階では，他の人々と概念を共有したり，概念についてコミュニケーションを図るた

めに，概念を語で表すことが大切であろう 1)。つまり， ["名をつける」ということ，諸概念を表す適切

な語を見出すことである 1)。

時に，概念や意味の変化によってその名が変更されることもある。例えば成人病という語(用語)

は，定期的な検診を広めることが疾病の予防対策の柱であると考えたことから，約40年前に使い始め

られた。近年，本来の予防は，国民の生活習慣に着目することであるということから，生活習慣病に

名称変更したことは，記憶に新しし、 25) 。概念を考える，または再考することにより，適切な語が選

択され，時には変更されるのである。

さらに，第 3段階では，人々の「認識」の問題，つまりそのことばの概念や意味を人々がどう理解

するのかという問題を考え，その上で「普及」の問題を考えることが大切であろう。たとえば，前述

した救急養護 17) という語(用語)が，多くの養護教諭に知られていないは〕ことからも，第 1. 2段

階を踏まえた上で，この段階の議論は重要であると思われる。

V.他の言語への，または他の言語からの翻訳の問題

さらに，諸外国との連携を図ったり，日本の養護教諭の制度や優れた実践を諸外国に紹介したりす

る場合に，他の言語へ翻訳することが必要となってくる。

国際学会等で用いられる言語の内，多くの場合含まれる公式言語は英語であろう。ここでは，英語

を例に考えてみよう。

日本で1995年に行われた健康教育世界会議において，日本の養護教諭の独自性と優れた実践が世界

に向けて発信されたことは記憶に新しい。しかしながら，同じ日本語でも様々な訳語が用いられ，英

語を母国語とする人々にとっては，混乱をまねいたと思われる Termがあった。たとえば，養護教諭

の英語訳は， Yougcトteacher，Yogo-teacher， Yogo teacher， Yogo-kyoyu， Yogokyoyu， Nurse Teacher， 
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Nurse-Teacher等であり，他の論文でもその外に， School Nurse-Teacher等，文部省では， School Nurse 

T飽 cherが用いられている。また，養護教諭教育に関連する Termとしては，養護教諭養成を Nurse

Teacher Training Education，その対象となる学生を SchoolNursing Studentとした発表が存在した 2.)。

英語からの，または英語への翻訳を行なう際に重要なことも前述した第 1~第 3 のプロセスと類似

し，その視点から検討を行なうことが必要であると思われる。

ただし， 日本語という言語内だけでのプロセスに加えて，第 1段階の概念には， I文化の相違」が

影響を与えるであろう。具体的に文化の相違が概念にどのように影響を与えるのであろうか。

Michalskiは「概念は 2段構造であるJ27)と指摘している。つまり，安定した特性と状況により変

化する特性の二重構造をとっているので，文化を超えて共通する概念と文化聞で異なる概念とが存在

すると考えられるというのである 2.)。

後者の文化聞の概念の相違に関係寸るものとして， Schwanenflugelは文化的原型，文化的親密性，

知識基盤，言語の 4要素をあげ29)，佐藤が日本の文化に照らし合わせて考察している 2へそれによ

ると，概念の文化的原型，つまり文化を共有している人々が概念の典型的な例と考えるものは文化ご

とに違うのである。

たとえば，戟食といえば何を思い出すのであろうか?味噌汁と納豆を思い浮かべる人もいれば， ト

ーストとコーヒーを思い浮かべる人もいるであろう。つまり「朝食j概念も，文化的原型によって異

なるのである。またその原型の形成は他の 3要因に影響される 2.)。まずは，文化的親密性，つまりそ

の文化環境の中でどんな概念の具体例に遭遇するか(上記の例で言えばどんな朝食にであったか)，

そして知識(文化的親密性に関連するがそれがなくてもテレピ，本，会話等からの情報による知識)

である。最後は言語構造そのものである 2.)。

言語構造については，日本語の意味は，英語よりも固定化していることが指摘されている。たとえ

ば， lipは日本語では一般にくちびると訳され，赤い部分をさすと考えるのだが，英語の lipは赤い所

だけではなく，くちびるを含んだ口の周りのかなりの部分を意味すること 30)，英語のソーシャル・サ

ポートには肯定的(ポジテイブ)な側面だけではなく，否定的(ネガテイプ)な側面も含まれるが，

日本語概念の「支持・援助Jにはネガテイプな面があるのか疑問である 2.) ことが指摘されている。

つまり，言語構造そのものが人間の認識・思考に影響し，概念の原型にも影響を与える 27)のであ

るから， 日本語を英語に翻訳する時には，その言語を使っている人々がそのことばをどのように認識

.思考するのかという前述した第 3段階の認識のプロセスや概念の原型を確認する必要があると思わ

れる。

反面，ことばの中には日本民族の感情や感覚がこめられており，思考の様式があるということも，

他の言語へ翻訳する際には忘れてはならないであろう 31L

さらに，第 3段階の認識，普及の視点からすると，日本語をそのままロ}マ字に置き換えた， Yogo 
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という語を用いては，英語としては意味が不明である。つまりその Termを説明する定義もしくは，

但し書きを貼付しなくては，一般には理解はされないのである。前述した学会では， Y ogo-T eacherに

(School Nurse) として但し書きを入れた発表が存在した。

しかし，外国の概念にはなかった日本独自の Sukiyakiや Sushiという言葉が，外国で市民権を得た

ように，もし養護教諭の英訳が仮に iYogo teacher Jとし，その Termが市民権を得るには，まずは概

念からその Termを検討し，日本国内で英文名を統一し，積極的にその Termを用い，紹介することに

よって，英語としての市民権を得ることが大切であろう。

反対に，英語から日本語に翻訳する際に，西洋文化の枠組みの中でのみ有効性をもっ各種概念の日

本語への直訳が横行している 30)。それにより，そのことばが受容されなかったり，誤解されたりする

のである。つまり，その Termがどのような概念なのかという第 1段階にまで戻って考え，その上で，

第 2段階の名前をつけるという際には，適切な日本語を探したり，造ったりする 32)プロセスが大切

であろう。

今後，養護学及び養護教育学を構築していく際に，これらの「ことば」の問題は重要な課題になる

と考えられるのである。

VI.結論

今後，議論すべき重要な課題は，以下の通りであると考える。

1 .養護教諭教育，および養護教諭の実践に関連することばを共通に理解し，用いるプロセスとして

は①概念を明らかにし，②名づけること。③さらに，その概念と名に対する人々の認識を考察し，

普及を図ること。

2. ことばを他の言語へ翻訳する際には，①概念からの考察と②圏内での統ーした Termの使用，及

び③諸外国の人々の認識の確認と普及を図ることである。
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学会記事 第5回研究大会を終えて
実行委員長天野敦子

養護教諭の重要性が社会的に認められ，種々の制度の改革もなされるなど，養護教諭が力量を十分

発揮できる時代になってきましたc このような時期に日本養護教諭教育学会が誕生したことは時機を

得たことだと思いますが，学会と名称が変わったはじめての大会にふさわしい色のにするにはどのよ

うにしたらよいか，悩むところでした。これまでのシンホJ ジウム，ハネ/レディスカッションは第 1回

から第 3固までは養護実習を中心にしており，また昨年の第 4回は養護教諭の力量形成についての討

論がなされました。昨年のパネルディスカッションを受けて，養護教諭の力量を深めるために今回は

専門的能力のうちの研究能力についてとりあげたいと思いました。養護教諭の専門性を理論化するた

めにも，実践的能力を高めるためにも.研究能力の向上が必要であると考え養護教諭の研究能力に視

点をあてることにしました。

私が公立小学校の養護教諭から国立養護教諭養成所の教官として，昭和42年に愛知教育大学に赴任

した 8年後に 4年制大学に切り替わりましたが，その後大学院の「養護教育専攻」ができるまでに20

年近くかかりました。研究能力を育てる方法はいろいろありますが，養護学の確立のためには，専門

の大学や研究活動が中心となる大学院が必要だと思います。養議教諭の場合には一般教員と比へて教

育制度の確立が遅れたため，現職のままで大学ないし大学院において研修する制度もこれから充実さ

せてし¥かなければなりません。

そこで今回はあえて公的研修制度で大学や大学院で学んだ現職養護教諭の方に限定して，そこでの

学びと研究能力がどのように養護教諭の活動に生かされているかについて発表していただ、くことにし

ました。また，養護教諭の実践的研究のあり方についての提言を徳島大学の中安先生にお願いし，客

観的な立場から養護教諭に求められる研究について示唆を与えていただきました。

一般演題は 4題でしたが，養護教諭に関する内容について討議を深めるための時聞を十分に取るこ

とができたのではなし、かと思います。今後も，養護の理論と実践が結びついた研究をめざして現職養

護教諭と養成機関の教官が協力し楽しく研究に取り組んでいきたいものです。

日本学校保健学会の臼程と切り離したこと，交通が少々不便なメIJ谷の地での開催は，参加者がどの

程度集まるのか当日まで不安でした。しかし，会員70名，当日参加79名の合計149名という，これま

での大会では一番多くの方にご参加いただくことができました。会場は十分な広さがありゆったりし

ていただけたと思いますが，晴天には恵まれたものの寒い日となりましたのに，暖房の用意ができず

皆様に寒い思いをさせてしまいました。また，パネルテゃイスカッションの時聞が延長したため昼食の

時間が遅くなり，午後の発表にくいこんでしまいました。運営上の不手際をおわび致します。

終わりにあたり，本研究大会に参加しさまざまな面で会を盛りあげてくだ、さいました諸先生方に厚

く御礼申し上げます。

愛知教育大学
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学会記事 パネルディスカyションの座長を終えて
座長後藤ひとみ

今回のディスカッションテーマについてお知らせいただいた時， r研修」ではなく， r研究j とい

う視点で考えることに大きな興味をいだきました。教育現場では，養護教育専攻の大学院の設置に伴

い，現職派遣による大学院経験者が 1人， 2人と増えつつあります。また，平成9年度から養護教諭

の新規採用研修が27日に拡充されたことも重ね合わせて考えると， r研修」についての検討が一層求

められていることは言うまでもありません。しかし，学ぶ機会を増やし，学ぶ制度を充実させたとし

ても，一人ひとりの養護教諭が， 日常的に「どのように学ぶかj，それによって「どんな能力を高め

るか」という基本が検討されない限り，養護教諭にとっての研修や研究活動についての論議は深めら

れないのではないでしょうか。そんな思いから，座長という大役をお引き受け致しました。

討論に際しては， r研究」と「研修」の違いを整理した上で， ~養護教諭に固有の研究のあり方が

あるのかj，~研究能力はどのように身につけられるのか』について話し合いたいと考えました。そ

こで，パネリストのうちで現職養護教諭の方々には，学んでみようと思われた「個人の動機j と，そ

の後の養護活動で「どのように活かされているのかJ という 2点を中心にご提言いただくようお願い

致しました。学会当日は，フロアーの方々に，①養護教諭にとっての研究の意義を確認し，②養護教

諭に求められる研究能力とは何かを考え，③養護実践の質を高めるような研究のあり方を検討する，

という流れで議論を進めていくことをお話ししました。

第 1題「養護教諭の研究能力とは」の徳島大学総合科学部・中安紀美子先生からは，養護教諭の研

究のあり方として「数量的に発育・発達の状況を捉えるのではなく，教師と子どもとの人間関係(信

頼関係)をとおした関わりから見ることが大切である Jr子どものことは取り上げているが，養護教

諭の実践そのものを振り返っているものが少ない」などの提言と課題提起がなされました。その主旨

は， ~人聞の発達に関わる養護教諭だからこそ自分を問うことの必要性』と『専門性をもっプロフェ

ッショナルだからこそ実践の中身を問うことの重要性』の指摘であったと思います。

第2題「大学院での研修から養護活動を考えるJの名古屋市立西前田小学校・森千鶴先生には，現

場を離れて，愛知教育大学大学院修士課程で 2年間の内地留学を行った体験と，その後の変化につい

てお話しいただきました。

第 3題「養護教諭の研究能力を考える」の安城市立安城北中学校・林せっ子先生には， 1年間にわ

たり，適 1回午後だけ現場を離れるという安城市の研究派遣生の体験と，その後の実践活動について

お話しいただきました。

北海道教育大学旭川校
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第4題「働きながら学ぶJの愛知県立一色高等学校定時制・平岩真佐子先生には，愛知教育大学の

大学院で， 1年間科目等履修生として学び，専修免許のための単位取得を終えたという体験から，働

きながら学ぶということ，さらに，どんな学びがあったかをお話しいただきました。

討論では， 1パネリストである 3人の現職養護教諭は恵まれている。地方の山間部にいて研究でき

ない養護教諭もいる。学んだことは他の人に広めて欲しい。 J1自分は地方にいても研究している。

自己啓発の問題ではないか。 J1文部省では，教養審の検討をふまえて，現職養護教諭のための研修

を充実させるために努力中である。 J1どういう形で養護の活動を追究するのか。学術的な形での追

究が必要なのか。 J 1養護実践の研究は，子どもとの関わりを通して展開される。活動のプロセスを

吟味することが大切である。 J1検証が必要である。」といったご意見や， 1大学院で学ぶために退職

した。 J154歳だ、が研究生として学んでいる。」などの体験報告が，宮城・三重・兵庫・東京・北海道

の養護教諭経験者や現職養護教諭の方々，行政や養成の方々から寄せられました。

これらの内容は， 1養護教諭にとっての研究の意味J1研修の制度的保障と公平化J1研修成果の活

かし方J1養護教諭自身の自己啓発」といった論点の提示であると言えます。

討論全体を通して，養成はどうあるべきかについて触れることは出来ませんでしたが， ~研究のた

めの方法論を学ばせる』という点での養成教育の充実が図られるべきであると感じました。また，個

人が学ぶ意欲を持つことが大切であり，そのことと前後して，器としての研修制度の条件整備が問わ

れるのではないかと思いました。

しかしながら， 2時間半にわたるパネルディスカッションであったにも関わらず，座長である私の

不手際で，十分な討論を展開できなかったことを非常に申し訳なく思っています。

まとめの言葉では， 1今回は学会になって初めてのパネルディスカッションであり，ここで，何か

結論を出すということではなく，ここを起点として，これからの養護教諭の研究についての議論を深

めていただきたい」と語りましたが，同時に，今後の議論をどのように深めていくのかという点に関

して，本日の課題整理が行えていないのではないかという責任を感じていました。

そこで，諸々の反省や責任から，今回のパネルディスカッション「養護教諭の研究能力とは より

よい養護活動をめざして Jの報告には，研究的なまとめの試みがふさわしいのではないかと考えま

した。この報告が， 日本養護教諭教育学会の学会誌第 1号に掲載されることも意識しての試みです。

まとめに際しては，学会員である現職養護教諭の報告について， ~共通性を見いだし，視点をもっ

て体験の内容を分析すること』を行いました。このような道筋や手法は，数々の実践をもっ養護教諭

集団に求められる「研究」のあり方の一つであり，このような工夫を重ねることが「研究能力」を高

めることにつながるのではないかと思っています。私達のまとめ(本誌 P.79~ P.92)が，今後，養

護教諭の研究能力を検討する際に少しでも参考になれば幸いです。また，創刊でのこのような試みを

ベースに，本学会誌がより良いものへと発展していくことを心より期待していますロ
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学会記事 養護教論の研究能力に関するー考察

後藤ひとみ*1 森千鶴*2 林せつ子キ 3 平岩真佐子掌 4 天野敦子キ 5

A study of the academic ability of school nurse teachers 
as school health care providers I school health education teachers 

Hitomi GOTO Tizuru MORI Setsuko HA YASHI Masako HIRAIWA Atsuko AMANO 

はじめに

日本養護教諭教育学会第 5回研究大会のパネルディスカッションのテーマ「養護教諭の研究能力と

はーよりよい養護活動をめざして 」が求めているのは，その副題が示すように，研究の一般論を語

ることではなく，養護教諭の専門性を高めるような研究のあり方に関する議論ととらえることができ

る。

当日のディスカッションでは4名のパネリストによる提言がなされ，その内容は「養護教諭に求め

られる研究能力」としづ理論と， i現職養護教諭の研修Jという実践に大別された。実践例は，内地

留学で 2年間職場を離れる場合，保健指導という課題を持って研究生になる場合，専修免許の取得の

ために受講する場合と多様であったが，そこには養護教諭としての学びのプロセスはいかにあるべき

かという共通の課題が感じられた。

討議のねらいは，報告された理論と実践とを関連づけること，そのためには， 3名の現職養護教諭

の体験報告に共通性を見いだすことであったと思うが，その場での検討を十分に行うことはできなか

った。しかし，養護教諭の研究能力についての考察は，これからも非常に重要な課題である。

そこで本研究では，今後にむけて検討すべき課題を提供することを目的として，先のパネノレディス

カッションで報告された森1) ・林2) ・平岩3) の体験をもとに研究活動のプロセスを構造化し，養護教

諭にとっての研究及び研究能力についての考察を行った。

1.養護教諭にとっての研究の意味 実践という視点から

養護教諭が専門職としての役割を果たすためには一定の力量が必要である。しかも近年は，子ども

や教育をめぐる様々な問題が表出し，子どもたちのニーズに応えられるような力量を身につけるため

* 1北海道教育大学旭川校 * 2名古屋市立西前田小学校 * 3安城市立安城北中学校

*4愛知県立一色高等学校定時制 * 5愛知教育大学
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に研修を行うことや，研究によって仕事の質を高めていくことが不可欠になっている。

広辞苑には，研究とは「よく調べ考えて真理をきわめること」と書かれており， ['調べる J['考え

るJ['真理をきわめるJという行為の総体であることがわかる。調べるなどの行為の中身については，

研究の手法4)を知ることによって理解できるが，これらの語句や手法に関する説明には，研究能力を

規定するような内容は示されていない。

したがって，養護教諭の研究能力を考える際には，養護教諭にとっての研究とは何かという基本的

な問題について整理する必要が生じてくる。

養護教諭は，学校教育の場で人聞を対象として活動している。この特性をふまえると，調べたり，

明らかにすることだけが養護教諭にとっての研究であるとは言い難い。そこでは， ['なぜ取り上げた

か，何が変わったか，子どもの問題解決にどう寄与したかJという教育活動としての養護教諭の実践

そのものの意味や責任が関われるのではないだろうか。

では，養護教諭の実践とは何であろうか。数見5)は， w実践とは目的意識的行為であるが，では目

的意識的行為であればすべて実践なのか， というと必ずしもそうとはいえない0 ・・・・<実践>の概念

には教育的価値が前提になっていなければならない。』と述べている。つまり，ここでの例を借りれ

ば，けがや病気で保健室を訪れた子どもに救急処置や看護をするのは「職務」であり，問題性や要因

・背景を探り，その子自身が自分の健康を守り育てていけるようにするためには何をどう働きかけて

いけば良いかを考え，目的意識的な対応をしていくことが「実践的な取り組み」なのである。さらに，

養護教諭の実践の内部構造と全体的な枠組みを提示している藤田引は，その中で『養護教諭の仕事の

子どもの発達保障にとっての意義と役割を明らかにしていくこと』が実践論の課題7)であると述べて

いる。

これらの指摘からみても，養護教諭の活動は発育・発達の途上にある子どもを対象として展開され

る「教育実践」であることは言うまでもない。したがって， ['子どもの変容にどのように寄与したの

かJという教育的な役割の検証を行うことが養護教諭の実践の質を問うことにつながるだろう。言い

換えれば，このような視点で『実践』の内容を吟味することが養護教諭にとっての『研究』であり，

研究能力は「実践的な研究Jと「研究的な実践」が積み重ねられる中で形成され，向上していくもの

と思われる。

2.養護教諭の研修からみえてくる研究活動

( 1 )体験報告からとらえた「養護教諭の研究活動の過程」

養護教諭の行った研修がどのように養護実践となり，研究能力を高めることにつながっているのか

を分析するために， 3名の現職養護教諭によって報告された体験の要点をまとめてみることにした。

まとめにあたっては，すべての報告が「研修のきっかけJ['利用した制度J['研修内容J['研修後の
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学び」という時間経過にそって述べられたという共通性に着目し，図 1のような「養護教諭の研究活

動の過程」として図式化した。

この図では各段階の用語に「学習」という言葉を使ったが，その理由は 2つある。ひとつは養護教

諭を学びにおける主体として位置づけたいという思いからであり，もう一つは，各段階が『研究活動』

の要素になると考えたからである。つまり 4 養護教諭の研究活動はA~F のプロセスを通過して行わ

れ，折々の学びが積み重ねられることによって『研究能力』が形成され，高められるという構造を表

している。特に， Gは養護教諭が行う研究活動の最終的な段階であり，実践を理論的にまとめること，

すなわち，普通化(一般化)にむけての統合を示している。

A.学習の動機;これは，なぜ学ぼうと思ったのかという「研修のきっかけ」に相応する。しかし，

単なるきっかけを指すのではなく，ここでの意識は，その後の研究活動の出発点になることから， ~問

題(研究課題)の意識化』がなされる段階といえる。

B.学習への支援;3名の体験では，抱いた問題意識を解決しようと考えたとき，その行動を支え

てくれるような他者の支援があったことが報告された。それは，第 1に，研修を実現化させるような

「支援の制度j であり，第 2に，養護教諭の問題意識を理解してくれる職場の上司や夫・家族といっ

た「支援者」である。これらの支援によって支えられたとき， ~問題解決にむけた行動化』が推進さ

れる。

C. 学習の方法とプロセス;["学習の動機(目的)Jがあったとしても，何について学ぶか，どん

なことを学びたいのかという「ねらい(目標)Jが明確でなければ，学習活動は受け身のままに流れ

ていくだろう。そこで，第 1に『課題の把握・設定』が必要である。目標が具体的であるということ

は事後の評価につながり，学習の方法全体に対する振り返りを可能にする。第2に，目標を達成する

ための方法を駆使するということである。 3名の体験では，良い教授者・指導者に恵まれて様々な研

究手法を学んだ様子が報告されているが，このような幸運がなかったとしても，ここで重要なことは

『課題の追究・解決』として何を行ったかということの検討である。

D. 学習の成果 ;Cにおける学習活動は，目標をもって学んだ以上， ~自己の学び』という「学習

の成果」に表れる。心情の変化も含めて，具体的な場面での養護実践の変化を意識できたとき，養護

教諭は学習したことの意義を確認するだろう。それは小さな変化であったり，時にはマイナスに傾く

ものであるかもしれない。その場合は， Aの段階に戻って新たな問題意識を持つことから研究活動が

繰り返される。

L 盆韮;自己の学びが，養護教諭としての学びにふさわしく，専門的な力量を高めることにつな

がるものであるかは，その養護教諭を取り巻く他者(養護教諭集団・他教師・子ども・保護者・研究

者など)の評価を参考にすることも必要である。そのためには，自己の学びを公に伝える取り組みが

求められる。また，他者の評価は， Fの実践への活用に対しても必要であり，学習の成果や実践への

-81 -



日本養護教諭教育学会誌 Vo1.1， No. 1， 1998 

活用は「検証」をとおして深められていく。

F.実践への活用;養護教諭という職にあっての学習は，公的な研修・私的な研修に関わらず， r養

護実践へのフィードパック」によって成果が確認される。つまり，何らかの『実践化・自己の変容』

がなされたかどうかが学習や研修の質を決めるのであり，学びのプロセスから『研究』であったかど

うかがとらえられる。

G. 実践の理論化 ;A~F の過程において， C~F は行きつ戻りつの関係であるが，最終的には，

研究活動の始点である問題意識に対応した実践化が行われ，そこには，他の養護教諭や養護活動に活

かすことのできる理論が生まれると考えている。すなわち，養護教諭の研究活動は「実践の理論化」

によって帰結すると言えるだろう。

以とが各段階についての解説であるが，全体の中でA ・Bは序論のような役割であり，本論にあた

る C~F は相Eに関わり合いながら G に至る。したがって，養護教諭の研究能力は， wどんな問題意

識のもとで，どのような「課題の把握・設定」や「追究・解決」がなされたのか。学習の成果である

「自己の学び」は，どのような「実践の変容や実践化」として表れたのか。十分な「検証j があり，

普遍化が可能であるのか。』ということの吟味の過程で形成され，向上するということである。

( 2 )現職養護教諭の体験例

①体験例 1 r大学院での研修から養護活動を考える j と題した森の報告1)

森は，平成 5・6年度の 2年間，現職の養護教諭として在籍したまま，愛知教育大学大学院教育学

研究科養護教育専攻に内地留学した。養護教諭の専門性を深め，これからの養護活動のあり方を考え

たいという思いで学び，現在は，修了と同時に転任した西前田小学校で 3年目を迎えている。

現場を全く離れて研修を受けた(大学院で学んだ)成果が，復帰後の養護活動にどのように活かさ

れているかということを，図 1の流れに合わせて整理したのが表 1である。

。学習の動機;保健指導の実態を発表する機会を持ち，もっと勉強しておけば良かった，研修した

いと，思っていた。

。支援の制度;その時，愛知県に養護教諭の内地留学の制度ができたことを知った。

。支援者;家庭があり， 2人の幼児がいて障措しているとき，校長・教頭・家庭の励ましと理解や

協力を得て受験に至った。

。課題の設定・把握;愛知教育大学大学院の養護教育専攻では，養護教諭専修免許状を得て修了す

るためには，学校教育科目 4単位以上，教科教育科目 4単位以上，養護教育に関する科目24単位以上

の合計32単位以上の履修と修士論文の提出が必要である。修士論文のテーマは「小児の成人病予防J

であり，ローレル指数によって肥満判定や保健指導を行うことへの疑問を解明したいと思った。

。追究・解決の方法;授業・ディスカッション・文献探索・レポート作成・修士論文作成を通し
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図 1 養護教諭の研究活動の過程
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て，設定した課題への理解を深めた。

。学習の成果一自己の学び;大学院で学んだ意義は，これまでの実践の振り返りができたこと(養

護教諭としての自分を見つめ直せたこと)である。かつて大学で学んだ授業内容も，現場の経験・実

践に基づいて理解でき，ディスカッションやレポートは視野や考え方を深化させることに役立つた。

そして，何よりも修士論文の作成を通して研究のあり方や方法論を学ぶことができ，研究とは 81 ~問

題意識→文献探索(先行研究を学ぶ)→追試，または未解明の部分をオリジナリティをもって実践→

成果→一般化→積み上げ→普遍化であること』と考えるようになった。

。検証;日本学校保健学会で児童の生活習慣と血清脂質値との関連について発表した。

。実践への活用;復帰後は，肥満の実態を学校医の視診やローレル指数だけではなく，体脂肪率か

らも把握するようになった。さらに，集団の健康を評価するときには，平均値だけで見るのではなく，

標準偏差やヒストグラムなどからとらえた分布状況をふまえて考えるという科学的な問題解決の姿勢

を持つようになった。子どもに対しては，正面に座った指導から，子どもの横に寄り添って，その子

なりの問題解決を促すようになった。同時に，保健室登校児への対応で、は，原因の究明だけにこだわ

らないで子どもと共有する時間を大切にすること，他教師などとの人間関係の調整を行うことに努め

るようになった。このような健康問題を捉える場や子どもと接する場での変容だけではなく，組織活

動や地区の研究部会にも学習の経験は活かされている。例えば，学級懇談会での i3年生の心身の発

達について」の資料の配布，児童理解懇談会での交流分析の資料の紹介であり，地区の養護教諭会で

の研究の進め方や統計学・コンビューターの使い方の共有である。

00森は，大学院で幅広い学習をすることは，専門職としての自信につながり，養護活動の基盤を

再構築していくことと感じている。しかも，勉強の糸口がわかったことで，養護活動を発展させてい

く方向性が身につき，研修を現場で生かしながら「実践し検証し，発展させていく」という過程の繰

り返しが，よりよい養護活動をめざすことになり，結果として子どもの心と体を育んでいくことにつ

ながるとの考えに至っている。

②体験例 2 i養護教諭の研究能力を考える 安城市研究派遣生の経験から 」と題した林の報告21

安城市には「教員研究生派遣」という制度があり，原則として県内の国公立・私立の大学や研究機

関に 1 ヶ年以内を期間として若干名募集され，毎年 6~7 名が週 1 回午後から派遣されている。研究

成果は年度末に報告書及び報告会で発表し，報告書は市の研究紀要に掲載される。

林は，平成 3年度の 1年間，毎週月曜日の午後に愛知教育大学に通った。表 2は，その折りの体験

をまとめたものである。

。学習の動機;研究派遣生に挑戦した動機は， 日頃から研究に対して受け身の自分を感じていたこ

とと，現場の研修だけでは理論的にまとめる機会や批評を受ける機会がないという問題を感じていた
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表 1 大学院生としての学び(現場から離れた客観的な立場で養護活動を見つめる)

A.学習の動機

B.①支援の制度

②支援者

-保健指導の実践発表をまとめる際に勉強不足を感じた。

-名古屋市の内地留学(養護教諭枠)の制度

-校長，教頭の励まし

・家庭(夫)の協力

C. ①学習課題の設定 ・「小児の成人病予防J

・ローレル指数によって肥満判定や保健指導を行うことへの疑問

②追究・解決の方法・授業

D.学習の成果

(自己の学び)

E.検証

F.実践への活用

・ディスカッション

.文献探索

・レポ}ト作成

.修士論文作成

-自己の実践の振り返り

.授業内容の再吸収

・視野や考え方の広がりと深まり

.研究方法の理解

・身体組成の考え方や体脂肪率の測定方法に関する理解

・原因究明にこだわらないで，支援するという相談活動のあり方の理解

-日本学校保健学会での発表

-体脂肪率の測定を加えた肥満の実態把握

-集団の健康を平均値だけでとらえるのではなく，標準偏差やヒストグ

ラムなどを利用して分布状況から把握

-子どもの横に寄り添って問題解決を促す姿勢とゆとり

・保健室登校児との対応場面では，ゆったりと受け入れて保健室での時

聞を共有し，人間関係の調整や連携によって白己の負担を軽減

-学級懇談会や児童理解懇談会への資料提供

・学校保健委員会の資料作り

・名古屋市学校保健会養護教諭会や名古屋市学校保健研究部会での研究
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ことである。

。支援の制度;この制度は，過去において養護教諭にも適用されており，満40歳以下という資格に

該当するのもわずかとなったことで決意を固めた。

。支援者;幸いに学校長の快諾が得られ，年度末には，市教育委員会より打診のあった養護教諭不

在時の救急体制や部活動などへの配慮に関して，保健主事を中心に検討した。

。課題の設定・把握;研究テーマは， 日頃からの関心もあって， r楽しくわかりやすい保健指導資

料の開発をめざした研究への取り組みJと考え，生徒と教師の保健指導に対する意識調査から始めた。

。追究・解決の方法;その際，時間をかけてアンケートの調査内容を検討したり，集計にパソコン

を用いるという体験をもった。研究派遣生は現場の中にあって研究を進めていくという特色がある。

時には，時間の確保に苦労するが，自分の研究を教育活動に反映させながら進めていくことができる

という利点を持っている。そこで，校内の選択教科の研究に関わることを考え，保健主事とともに，

1年生の17名(希望制)を対象とした保健学習を10月から15時間担当することにした。授業準備や研

究授業に際して，大学で指導案の書き方や教材・教具の工夫についての文献や資料を探し，助言を受

けつつ進めていった。

。学習の成果一自己の学び;このような活動の中で，今まで十分な検討もせずに調査などを安易に

行っていたことを反省し，調査研究の基本を学んだ。また，自主的に校内研究への参加意欲をもち，

積極的に関わることができた。そして，研究派遣生を契機に継続的な研究を行うようになり，新たに

中学生の生活行動と蓄積疲労に関する調査に発展した。回を重ねるごとに，原稿作成にかける労力や

時間は軽減されるようになった。

。検証;開発した保健指導資料をもとに研究授業を行った。新たな研究として取り組んだ生活行動

と蓄積疲労の関連に関する調査結果は日本学校保健学会で発表した。

。実践への活用;楽しくわかりやすい保健指導資料を考案する中で， F君の成長を実感した。生活

行動と蓄積疲労に関する調査結果は，学校保健委員会の資料として協議を深めることに役立った。さ

らに，話題提供のために行っていたアンケート調査が，年間の保健活動のテーマに添った調査に変化

した。また，校内の活動としてだけではなく，安城市養護部会の性教育推進にむけた研究にも反映さ

せることができ，市の教科指導員(養護)としての職責に役立つている。

<><>1年間の大学での学びは，養護教諭としての仕事に刺激を与え，適切な手法を体得し，継続的

に学んでいく姿勢を育てたといえる。

③体験例 3 r働きながら学ぶ 大学院科目等履修生としての経験から一」と題した平岩の報告3) 

「科目等履修生」は「聴講生j と呼ばれていたもので，学歴は付かないが，履修した科目の単位が

取得できる制度である。平岩は，平成6年度の 1年間，愛知教育大学大学院の科目を履修した。表3
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表 2 研究生としての学び(現場にいながら，定期的な指導を受けて研究を進めていく)

A.学習の動機 ・自己研修をする中で受け身的な自分を感じていた。

-自分の実践を理論的にまとめたり，批評を受ける機会がほしかった。

B. ①支援の制度 ・安城市研究派遣生の制度(1か年以内，週 1回午後から研修に出る)

②支援者 ・学校長の快諾

・保健主事の協力(不在時の救急体制づくり)

C.①学習課題の設定 ・「楽しくわかりやすい保健指導資料の開発」

・保健指導に対する生徒や教師の意識を捉えるためのアンケート調査

②追究・解決の方法・アンケートの調査内容の検討

・パソコンによる集計

D. 学習の成果

(自己の学び)

E. 検証

F. 実践への活用

・文献及び資料の利用(指導案の書き方，教材・教具の工夫など)

.大学教官の助言

-調査研究の基本を学習

-校内研究(選択教科の研究)への自主的な参加

.継続的な研究への取り組み

-原稿作成にかける労力や時間の軽減

-校内での研究授業の実施

・日本学校保健学会や東海学校保健学会での発表

-楽しくわかりやすい保健指導資料を考案する中でのF君の成長ぶり

.学校保健委員会の資料として提示したことによる協議の深まり

-話題提供のためであった調査が年間のテーマに対応した調査に変化

・安城市養護部会の性教育推進にむけた研究に反映(指導計画の整備，

指導案の作成，教材研究，指導法の検討， T. T.のすすめ方など)

・性指導を他教科や道徳、との関連から考えて横断的・総合的学習に発展

・教育課程の検討のために文献を活用

-安城市の教科指導員(養護)としての職責に一役
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は，週 3日片道 1時間以上をかけて通学したという報告をまとめたものである。

。学習の動機;科目等履修生になるに至った動機は，これといったものがあったのではなく，色々

な理由が複合されている。ひとつは，夏期の認定講習が数年続けて不承認となったことである。さら

に，定時制勤務で， 日頃から生徒に「先生は昼は暇だから俺たちの苦労はわからんJと言われていた

ことである。さらに，愛知県の県立学校教員には内地留学の制度がなかったことも関係している。

。支援の制度;定時制勤務とはいえ，職務の義務や勤務時間との関係で在職のままの大学院入学は

かなわなかった。しかし，勤務時間外の午前中の時聞が使えることで授業科目の履修が可能であった。

。支援者;当時の管理職には，勤務に支障を来さないように行うことを時間をかけて説得した。

。課題の設定・把握;授業科目では r学校栄養学演習Jr養護教諭論演習J I学校保健運営組織特

論j を履修した。

。追究・解決の方法;具体的には，学校栄養学演習では，前半はアメリカにおける栄養の学習につ

いて保健体育の栄養分野の教科書を和訳しながら学び，後半は，自分で決めたテーマに添ってアンケ

ートを作成し，調査・集計して研究報告にまとめた。養護教諭論演習では，養護教諭の教育について

調査し，その内容に関する討論によって理解を深めた。学校保健運営組織特論では，自分の希望にそ

って，主に保健主事制度について学んだ、。

。学習の成果 自己の学び;授業で扱ったテーマの理解を深めたことはもちろんであり，物事を多

面的に見ること，他者の意見を最後まで聞いて理解すること，議論を尽くすことなどを再認識した。

さらに，集計だけで終わりがちであったアンケート調査も，コンピューターを駆使し，相関係数を算

出して比較するという体験ができた。仕事の現状を知ってから勉強の場に戻ると，問題・疑問・研究

課題が明確になり，知りたくて調べたこと，理解したくて議論したことなどはスポンジが水を吸収す

るかのようによくわかるものであると感じた。

。検証;東海学校保健学会で生徒の有職無職と疲労に関する調査の結果を発表した。

。実践への活用;自校の生徒を対象とした調査などは結果を実際の指導に反映させやすく， I生徒

の有職無職と疲労に関する報告」は職員会議で発表して生徒指導に活かすことができた。また，学び

は地区の養護教諭にも還元され，平岩が授業でまとめたレポートが活用されている。

。。働きながら学ぶことの意義は，目前の問題を抱えて勉強に望めることであり，学びの結果や解

決策をストレートに生徒に返すことができるという点である。とはいえ，学生時代にはできなかった

授業の深い理解・再認識を体験し，なぜ，今更改めて認識するのかという感慨を抱いている。

( 3 )体験例における研究活動としての考察

本研究では， r子どもの変容にどのように寄与したのかJ という検証が養護教諭の実践の質を問う

ことであり，このことが養護教諭にとっての『研究』であると先述した。
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表 3 科目等履修生としての学び(勤務時間外で単位を取得し，その中で研究を行う)

A.学習の動機 ・大学院で学ぶことに興味があったが内地留学の制度がなかった。

-認定講習の受講が数年続けて不承認になり，効率的で有意義な単位の

修得方法を探していた。

-昼間は働いている生徒たちの苦労を分かろうと思った。

・定時制勤務ではあったが，職務専念の義務や勤務時間との関係で在職

のままの大学院入学はできなかった。

B①支援の制度 ・定時制高校勤務のため午前中の履修が可能

②支援者 ・説得を重ねたことによる管理職の了解

C.①学習課題の設定 ・「学校栄養学演習Ji養護教諭論演習Ji学校保健運営組織特論J

の受講

②追究・解決の方法 ・アメリカの教科書(栄養分野)の和訳

D.学習の成果

(自己の学び)

E検証

F.実践への活用

-アンケートの実施(作成・調査・集計)

・コンピューターによるデータの処理，相関係数等の計算と比較の学習

.養護教諭の教育に関する文献の検索と内容に関する討論

-自分が希望するテーマに基づく授業内容

・レポートの作成とその下調べ

-知識の偏りの修正，学習した各テーマに対する理解の深まり

-物事を多面的に見ること，他の意見は最後まで聞いて理解すること，

議論を尽くして自分なりの答えを出すことの重要性を再認識

・仕事の現状を知って勉強したことによる疑問や研究課題の明確化

・知りたくて調べたこと，理解したくて議論したこと，解明したくて学

んだことの吸収の良さ

-東海学校保健学会での発表

-自分の生徒を対象とした調査や事例研究によって実態が浮き彫りにな

り，結果を実際の指導に活用

・学校栄養学演習で書いた研究報告(生徒の有職無職と疲労に関する研

究)を職員会議で発表し，生徒指導に一役

・授業で書いた教育実習に関するレポートを地区の養護教諭が利用
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養護教諭の研究を実践という視点から見つめるとき，次のような中安 9}の指摘は興味深い。

①養護教諭と子どもは相互に影響し合う関係にあるが，研究の多くが子どもには言及しているが，

自己には余り言及していない。

②日々の実践から湧き出た主体的な研究には子どものための切実な願いが込められており，養護の

内実と深く関わっている。しかし，養護教諭でなければ見えない子どもの姿や取り組み，健康問題へ

の教育的な対応など，養護の内実を問う研究が少ない。

③養護教諭の研究には，健康問題の原因や背景を分析し，取り組みによってその成果を示すという

研究ノ〈ターンが多い。よって，問題解決にばかり気を取られてしまい，子どもの長期的な変容に自を

向けた研究が少ない。

④養護教諭の研究や実践には，子どもの健康問題について，なぜそれを問題と考えたのか，なぜそ

のような働きかけを行ったのか，なぜ良い効果が得られなかったのかなどの検討が不十分であり，論

証がなされているものが少ない。

これらが指摘していることは， r養護教諭自身の変容への問いかけ」であり， r子どもとの関わり

への問いかけJrなぜと自問することへの問いかけ」であると思われる。そこで，体験報告の考察に

あたっては，これらの事柄に最も関連している図 1の「実践への活用(実践化・自己の変容)Jにつ

いてみてみたい。

体験例 1では， r子どもの横に寄り添う Jrゆったりと受け入れて保健室での時間を共有する」と

いうように，養護教諭自身の心情の変化があり，そのことが子どもとの関わりにも反映された様子が

示されている。報告時間に限りがあったため，子ども自身の気持ちの変化は十分に紹介されていない

が，学びの成果として自己が変容し実践化された 1例といえる。さらに，実践化の表れとして，学級

懇談会や児童理解懇談会，学校保健委員会を通した学校全体の活動との関わり，養護教諭集団との関

わりが行われていることがわかる。

体験例 2では，保健学習を受けていたF君の成長と，そのことに気づいた養護教諭の喜びが報告さ

れた。これは，子どもとの関わりを通して，子どもの変容に寄与した養護教諭の実践そのものである。

ここでも，養護教諭自身の学びや変化だけではなく，校内研究や学校保健委員会といった主盛会並立2

活動との関わり，養護教諭集団との関わりを通した実践化が行われている。

体験例 3では， r先生は昼間は暇で俺達の苦労はわからん」といった生徒たちの言葉が学習の動機

のひとつであった。養護教諭自身が授業の後にとんぼ返りで仕事に戻るという日々を経験したことは，

生徒の気持ちを知ろうと思った問題意識の解決になっている。そして，子どもの現実を体験したこと

が「生徒の有職無職と疲労」という実態把握に活かされ，その実態は職員会議での報告によって主壁

全体の活動との関わりに発展した。また，養護教諭集団との関わりの中でも，個人の学びを広めると

いう実践化が行われている。
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3. 養護教諭の研究及び、研究能力に関する検討課題

養護教諭の長期研修が徐々に行われるようになり，今回のパネリストと同様の体験 10) を聞くこと

が多くなったが，これらの報告についても図 1のような構造でとらえ直すことができる。このような

とらえ直しは，体験を述べることではなく， ~体験から見えてくる課題を引き出し，複数の事例から

共通の課題を見いだす』というところに大きな意味がある。

養護教諭に求められる研究能力とは何かという問いかけは，養護教諭の力量を高めるための研究を

吟味することであり，養護実践の内容を検討することと考えられる。したがって， I実践」をいかに

整理・分析するかというプロセスに，養護教諭の行う「研究」が存在するのではないだろうか。そし

て，研究の積み重ねが実践の質を高め，より良い養護活動の展開につながっていくものと思われる。

このような考えから，現職養護教諭が行った研修の報告をもとに研究活動の過程を構造的にとらえ

るという試みを行い，そこから見える実践の姿について述べてきた。

本研究の体験報告では，研修の方法が違う養護教諭であっても，それぞれが学びの成果を実感して

いる様子が伝わってきた。そこで，共通項を探る手続きとして，研修のプロセスをまとめてみたので

ある。結果として，養護教諭の研究活動は，個人の主体的な学習の動機から始まり，それが制度や人

によって支えられて行動化される経緯が見えてきた。このような支援があると，後の実践化において

養護教諭自身の学びをより多くの他者に広めるという取り組みにつながっていくようである。また，

学習課題が明確であるからこそ，それに適した追究や解決の方法を学ぶことができ，学習の成果に対

する実感も大きいと思われた。このような学びのプロセスは， I養護教諭の研究活動の過程」におけ

る構成要素を導き出し，それらを構造的にとらえたことによって見えてきた事柄である。

今回，分析の対象にしたパネリストの報告は，発表時間や抄録の紙数という制限の中で行われたが，

その状況の中でも自己の変容や実践化の様子をとらえることができた。

今後にむけては， I実践への活用j に関する詳細な掘り起こしを行い I学習動機と学習方法JI学

習方法と学習成果JI学習成果と実践への活用JI学習動機と実践への活用」などの相互関連を分析

することが必要である。また，これらの段階の内容については，例えば，学習の方法はこれで十分で

あったのかという検討も必要である。

パネルディスカッションでは，中村11)の調査報告と同様に，現場の養護教諭は学びたい，深めた

いと思っていることを感じた。しかしながら，養護教諭の研究活動は，意欲があり，目的意識のある

個人が「研究とは何か」という思いを抱きつつ試行錯誤を重ねることに委ねられている現実も垣間見

られた。このことは，養護教諭にとっての研究の方法論が不明確であることに由来するのではないだ

ろうか。

加えて，パネリストたちの体験は，公的な制度を利用できた人，研修の環境に恵まれた人という特

別な見方で受け取られていたようにも思われた。
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養護教諭に固有の研究とは何か，求められる研究能力とはどのようなものかを考えるとき，いかに

個々の実践から共通の課題をとらえるかという姿勢が求められる。今後は，本研究が提示した「養護

教諭の研究活動の過程j を参考にして，各々の研修や学びの体験を見つめ直していただければ幸いで

ある。そして， r養護教諭のための研究の方法論Jを明確にしていく取り組みが望まれる。
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総会 日本養護教論教育学会第6@l総会報告
議長 石原昌江本:松嶋紀子宇 2

議案 1 1996年度事業報告(全国養護教諭教育研究会)

1. 第4回研究大会を1996年11月25日に奥羽大学で96名の参加により開催した。

2. 養護実習研究班の研究活動の成果として「養護実習のあり方に関する研究 その 2養護実習直

後の学生の自己評価」を第 4回研究大会で発表した。

3. 養護教諭の複数配置に関する研究班を組織し，研究の中間報告として， I時代のニーズに応じ

た養護教諭の適正配置と養護教諭教育の課題」を同研究大会で発表した。

4. 機関紙「ハーモニー」第12~15号を発行した。

5. 世話人会は， 7月14日， 9月15日， 10月20日， 2月23日の 4回東京で， 11月24日郡山で，計 5

回開催した。

以上のことが堀内代表世話人より報告され，承認された。

議案 2 1996年度決算・監査報告(全国養護教諭教育研究会) (別記)

下村世話人より決算報告がなされた後，山口監査委員から監査報告があり，承認された。

議案 3 1997年度事業経過報告

1.第5回研究大会を1997年11月8日に開催した。

2.養護教諭の複数配置に関する研究班の活動の成果として「養護教諭の複数配置に関する研究

その 2 養護教諭の複数制に関する調査 」を同大会で発表した。

3. I相談に関わる養護教諭の力量形成」研究班を組織し，研究活動を開始した。

4.機関紙「ハ}モニーJ第16，17号を発行した。

5. I日本養護教諭教育学会Jを名実共に確立することを目指して，会貝1]，実施細則，及び学会誌

投稿規定を整備する。

6. 日本養護教諭教育学会誌第 1号の発行に向けて準備を進めつつある。

以上のことが堀内代表世話人より報告され，承認された。

議案 4 日本養護教諭教育学会会則及び実施細則について(別記)

中桐世話人より各条文の説明がされ，会員からの意見により一部修正の後承認された。

議案 5 I日本養護教諭教育学会誌J投稿規定について(別記)

中桐世話人より各条文の説明がされ，承認された。

* 1岡山大学 *2大阪教育大学
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議案 2 ・全国養護教諭教育研究会1996年度収支決算書

(1996. 4. 1 ~1997. 3.31 ) 

事 項 予算額 決算額 増減 備 考

(円) (円) (円)

前年度繰越金 100，000 342，108 242， 108 

収 会 費 432， 000 519，000 87，000 3， 000円x173 

入 利 子 2，000 785 1，215 

計 534， 000 861，893 327，893 

調査研究費 80，000 80， 000 。養護実習・複数配置研究班

支 研究大会費 80， 000 80， 000 。第 4回補助，第 5回準備

出 通信費 100，000 131，790 31，790 fハーモニーJ郵送， 物品発送

事務用品費 10， 000 5，500 4，500 宛名ラベル用紙，フロッピー

人件費 40，000 30，800 9， 200 「ハーモニーJ発送作業等アルバイト

印刷費 90，000 64，794 25， 206 「ハーモニ-J，名簿， 振替用紙印字

会議費 110，000 280，032 170，032 拡大世話人会 5回(交通費含む)

「ハーモニーJ編集 20，000 13，230 6， 770 原稿依頼等連絡

予備費 4，000 。 4， 000 

計 534，000 686， 146 152，146 

一
次年度繰越金 175，747 円

会計監査報告書

全国養護教諭教育研究会の1996年度収支決算について監査を行ったところ，適正に処

理されていることを認めます。

1 9 9 7年 11月 7日

日本養護教諭教育学会

(全国養痩教諭教育研究会〉 会計監査

(所属〉却費物地織物絡欽

(氏名)多 w織対等

〈所属〉

(氏名〉

委託I}~ト 3匁矧丈:z

BA ¥? ~~ 'J/.~治
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議案 6 1997年度補正予算の趣旨説明が下村世話人よりなされた後，承認された。

収

入

支

出

日本養護教諭教育学会1997年度補正予算

(1997.4. 1 ~1998. 3.31 ) 

事 項 当初予算

(円)

前年度繰越金 40，000 

会 費 770，000 

会誌関連収入 。
利子 1，000 

計 811， 000 

調査研究費 80， 000 

研究大会費 60，000 

通信費 126，000 

事務用品費 6，000 

人件費 30， 000 

印刷費 60， 000 

会議費 300， 000 

「ハーモニーj 編集発行費 60， 000 

学会誌編集発行費 100， 000 

予備費 11， 000 

計 811，000 

*1 会員200名 納入率86%として

*2 3編の投稿を想定

補正予算

(円)

176，747 

860，000 

16，000 

1， 000 

1061，747 

80，000 

60，000 

160，000 

20，000 

30，000 

60，000 

300， 000 

60， 000 

286，000 

26，747 

1061，747 

*3 学会誌編集発行費 286，000円の積算基礎細目

事 項 予算額

収入 学会誌編集発行費 286，000 

比較増減

(円)

136， 747 

90，000 

16，000 。
240，747 

。
。

26， 000 

16，000 。
。
。
。

186， 000 

16， 747 

240， 747 

備

備 考

6000円x172本 l

査読費 6000円x3η

複数配置・相談活動研究班

第 5回研究大会補助

「会誌J郵送， rハーモニーj 郵送

宛名ラベル用紙

発送作業等アルバイト

名簿， rハーモニーJ印刷

拡大世話人会 5回(交通費含む)

原稿依頼等連絡

印刷費，諸連絡等*3

考

査読費 16，000 6， 000円x3 (3編の投稿を想定)

i口k 計 300，000 

事 項 予算額 備 考

支出 印刷費 170，000 B6判 80ぺ}ジ， 300部

通信費 7，600 査読用原稿郵送費 (3編分)

事務用品費 1，000 フロッピ一等

人件費 7，000 ワ}プロ打ち込み等アルバイト代

会議費 110，000 2回開催(l回は世話人会と兼る)

依頼原稿謝礼 4，600 

之口泊、 計 300，000 
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議案 7 1998年度事業計画

1. 第 6田学術集会を開催する。

2. 総会で承認された研究テーマ・研究組織のもとに研究活動を行う。

3.機関紙「ハーモニー」を 2回発行する。

4. 日本養護教諭教育学会誌を発行する。

以上の事が堀内代表世話人より提案され，承認された。

議案 8 1998年度予算審議

下村世話人より， 1998年度予算が提案され，承認された。

収

入

支

出

日本養護教諭教育学会1998年度予算

(l 998.4.1~1999.3.31 ) 

事 項 98年度予算 97年度補正

(円) 予算(円)

前年度繰越金 155，000 175，747 

会費 860，000 860，000 

会誌関連収入 15，000 15，000 

利子 500 1，000 

計 1，030，500 1，051，747 

調査研究費 100， 000 80，000 

研究大会費 80， 000 60， 000 

通信費 125， 000 150，000 

事務用品費 10， 000 20，000 

人件費 30， 000 30，000 

印刷費 26， 000 50，000 

会議費 300， 000 300， 000 

「ハーモニーj 編集発行費 65， 000 50，000 

学会誌編集発行費 285，000 285， 000 

予備費 9，500 26，747 

計 1，030， 500 1，051，747 

門会員200名 納入率86%として

*2 3編の投稿を想定

本3 学会誌編集発行費 285，000円の積算基礎細目

事 項 予算額

収入 学会誌編集発行費 285，000 

比較増減

(円)

ム 20，747。
。

ム 500 

ム 21，247

20，000 

20， 000 

ム 25，000 

ム 10，000 。
ム 24，000 

。
15， 000 。

ム 17，247

ム 21，247

備

査読費 15，000 5，000円x3 

〆口』 計 300，000 
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備 考

5，000円x172 *1 

査読費5，000円x3 *2 

相談活動研究班他

第 6図研究大会檎助

「ハーモニー」郵送・学会誌発送

宛名ラベル用紙

発送作業等アルバイト

名簿，コピ}代等

拡大世話人会4回(交通費含む)

原稿依頼等連絡，印刷

印刷費，諸連絡等勺

考

3編の投稿を想定
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事 項 予算額 備 考

支出 印刷費 170，000 85判 80ページ， 300部

通信費 7，500 査読用原稿郵送費(3編分)

事務用品費 1，000 フロッピー等

人件費 7，000 ワープロ打ち込み等アルバイト代

会議費 110，000 2回開催(1回は世話人会と兼る)

依頼原稿謝礼 4，500 

メ口合、 計 300，000 

議案 9 研究テーマ及び共同研究班の編成について

1 ，養護教諭の複数配置に関する研究班の研究期間は1997年度をもって終了する。

2. 現在研究中の「相談に関わる養護教諭の力量形成」研究班を 1年延長する。

3. 学会として，研究テーマ「養護教諭の研究能力について」の共同研究班を発足させる。

以上のことが大谷世話人より報告・提案され、承認された。

議案10 会則に基づく役員選出について松嶋議長より提案された。

会員から「現世話人に引き続き役員をお願いしたい」という意見が出され，賛成多数により，可決

・承認された。尚、任期は1999年度末までが提案され、承認された。

議案11 第 6回学術集会開催について

第6回学術集会を，水戸市において開催する。実行委員長に大谷尚子世話人(茨城大学)が推薦さ

れた。学術集会の開催時期及び場所，実行委員については後日発表されることになった。大谷尚子

実行委員長より意欲ある挨拶があった。
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日本養護教論教育学会第6回学術集会のご案内(第l報)

日本養護教諭教育学会第 6回学術集会を下記の要領で開催することになりましたので，

ご案内申し上げます。なお，詳細は第 2報でお知らせ致します。

開催日 1998年 10月 24 日(土)午後~25 日(日) 1) 

ム
E 場:茨城大学教育学部

〒310曲 8512 茨城県水戸市文京 2-1 -1 2) 

実行委員長 :大谷尚子(茨城大学教育学部)

日 程:一般演題申込み締切り

抄録原稿締切り

1998年 6月30日必着3) 

1998年 8月31日必着

大会事務局 : 干310-8512 茨城県水戸市文京 2-1-1

茨城大学教育学部 教育保健講座内 大谷研究室

TEL & FAX 029-228-8298 

<注 1>第 6回学術集会は 2日間にわたる企画をたててみました。第 1日目は午後から開始し，第

2日目は午後早い時刻に散会致します。これは，水戸の地で、の開催ということから，遠来の

参加者の場合は，前日から水戸に到着している方が多いと思われるからです。第 1日目の夜

は帰りの時聞を気にせず，有効(友好的)に使える機会が作れると思います。

<注 2>茨城大学教育学部への交通は，常磐線水戸駅(上野から特急で75分)からパスで25分。常磐

高速道路水戸 1Cから20分。

<注 3>広報活動をするためには，早めにプログラムをたてる必要があります。
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資料 日本養護教論教育学会の歩み

1.全国養護教諭教育研究会設立の趣旨と経過

学会の前身である全国養護教諭教育研究会は1992年に設立された。設立に至る背景としては， 日本

学校保健学会の養護教諭養成教育のあり方についての要望課題と共同研究(1980年代約10年間)があ

る。共同研究の成果は「これからの養護教諭の教育」として出版されたが，研究をさらに継続する必

要性が明らかになった。共同研究世話人のひとりであった故泉谷秀子氏を偲ぶため研究班員有志が集

まった際，養成教育や卒後教育に関わる課題を共有し検討しあう全国的な研究組織を新たに設立する

ことで意見が一致した。そこで， I全国養護教諭教育研究会(仮称)準備会」として，共同研究班員

等に呼びかけ，研究会の発起人となることを依頼した(資料 1)。

1992年11月，名古屋で聞かれた第四回日本学校保健学会の会期中に発起人会と設立総会を聞き，全

国養護教諭教育研究会が発足した。研究会への「おさそいJ(資料 2)と「運営と活動に関する申合

せJ(資料 3) を決定し，養護教諭養成機関教員や現職養護教諭など養護教諭教育に関わる人々に入

会をよびかけていった。

2. 学会への発展(資料4)

1996年11月の第5回総会で，学会への発展をめざし会則を提案したが，名称と会費だけが可決され

1997年4月から学会となった。また，これまでの事業に加えて学会誌を発行することになった。 1997

年11月の第 6回総会では会則・実施細長IJと投稿規定が決定され，名実共に学会として歩みはじめた。

3. 活動の概要

(1)研究大会開催(資料5)

研究大会のプログラム構成は，毎回，午前はシンポジウムあるいはパネルディスカッション，午後

は一般の研究発表であった。前者のテーマは，第 1回(1993) ~ 3回 (1995)が養護実習，第4田(

1996) は力量形成，第 5 回(1997) は研究能力であった。第 1~5 回研究大会の日時，場所，実行委

員長，内容を資料4に示す。

(2)調査研究活動

ほぼ2年の研究期間で「養護実習JI養護教諭の複数配置」の 2研究班が組織され活動してきた。

また「相談活動」の研究班が1997年度から活動している。これらの研究成果の発表は， I養護実習」

については， I学校保健研究」に 2編の原著論文*1を投稿し掲載されたほか，本誌にも特集が組まれ

ている。他の研究班の研究成果についても本誌上で発表される予定である。

(3)教育職員免許法改正に向けてのとりくみ

免許法の「養護に関する科目」の内容や「養護」と「教職」の単位数のバランス等について，第25
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回世話人会 (1997.7.6)で討議し，資料 6のような提案をまとめたロ(1ハーモニーJ17号掲載)。世

話人会としてこの内容を教育職員養成審議会(教養審)に対して要望する予定であったが，その後の

情勢展開が急であったことなどから要望はしなかった。一方，教養審からは1997年12月に「養護教諭

の養成カリキュラムの在り方について(報告)Jが出された。

(4)学会通信「ハーモニーJの発行(資料 7) 

機関紙(通信)は「研究会」時代には毎年 3~4 回，学会となってからは毎年 2 回発行している。

「ノ¥ーモニーJの名称となったのは第4号からである。第 7号以後には機関紙の企画として「学びや

紹介一北から南からJIほっとニュースj などが設けられ，会員から好評を得ている。前者は全国の

養護教諭養成機関を会員の執筆により毎号 2~3 校紹介し，後者は法令改正や養護教諭関係の研究集

会などの情報を提供している G

4. 組織と運営

(1)会員の構成

会員は設立時40人， 1年後 150人， 3 年後から 180~200人前後で推移し，現在約 220人となってい

る。養成機関教員(大学・短大・専門学校)と現職養護教諭がほぼ半々である (1998年2月10日現在)。

(2)役員

世話人:発足時は，堀内久美子(代表・愛知教育大学)，大谷尚子(茨城大学)，小笠原紀代子(

筑波大学附属聾学校)，曽根睦子(筑波大学附属駒場中・高等学校)，中桐佐智子(順正短期大学)

の5名， 1995~1996年度は小林奪子(鈴鹿短期大学)，中川優子(横浜国立大学教育学部附属横浜中

学校)を加えた 7名であった。 1997年度より本誌巻末に示した 7名となった。

会計監査:2年任期で 2名であり， 1993~1994年度は小林訓子(千葉大学教育学部)，盛昭子(弘

前大学教育学部)， 1995~1996年度は盛昭子，藤井寿美子(愛知女子短期大学)であった。 1997年度

より山口昭子(愛知女子短期大学)，吉田瑠美子(北海道教育大学附属養護学校)となった。

(3)総会と世話人会等の開催

総会は設立時を第 1固として，研究大会時に毎年 1回聞いている。第 2回以後の総会参加者はおよ

そ50~70人である。

世話人会は， 1992年度は 2回， 1993年度以後は毎年 4~5 回(多くの場合，研究大会実行委員長や

実行委員を加えた拡大世話人会として)開いた。また，研究大会実行委員会は各大会ごとに 4~5 田

聞いている。

* 1 特集「養護実習」第 1論文の文献 1)， 2) 

(文責堀内久美子)
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医回

秋たけなわ，研究・実践にますますご活躍のことと存じます。

さて，本日は養護教諭の教育についての新しい研究組織をつくる動きについて御報告するとともに，この

.組織の発起人をお願い申し上げたく，御案内申し上げます。

故泉谷秀子先生の月命日にあたる 8月 2日，日本学校保健学会共同研究「養護教諭の養成教育のあり方を

;めぐってj 研究班員有志10人が泉谷家を弔問しましたが，その後，より継続的な研究組織をつくり今後の研

:究を発展させることについて話し合いました。

その結果，別紙のような趣旨で研究組織をつくることが確認され，詳しいことは11月の第39回日本学校保

健学会(名古屋)で話し合うことになりました。

当面の日程(手順)は次の通りです。

1. 共同研究班員のうちの賛同者を中心として他に少数の関係者にも依頼し発起人をきめる。 (10月)

2. 発起人の名で会への参加をよびかける。(11月初め)

対象は

①全国の養護教諭養成機関の教員

課程認定大学・短大(国公私立)，養護教諭養成所

(主として養護・看護関係の専門領域の教員を期待するが，あまり限定しない)

②共同研究班員が適当と認める人(特に現職養護教諭)

3. 会員(予定者。発起人含む)が第四回日本学校保健学会の際に集まり会則と当面の運営方針をさめる。

会則原案は事前に郵送する予定。

日時:1992年11月21日(土) 12:30 ~13:20 [学会第 1日の昼休み〕

場所.学会会場のどこかの使用について事務局に依頼中

学会会場一名古屋市中小企業振興会館(吹上ホ}ル)

名古屋市千種区吹上 2-6 -3， ~ (052) 741-9942 [会期中のみ〕

*弁当を事前に予約し，それを持って集まる。

お手数ですが，同封の返信用紙に御記入の上. 10月17日までに御投函下さい。勝手ながら. 10月22日現在

返信未着の場合には発起人の御承諾がいただけないものと判断させていただきます。

1992年10月 8日

全国養護教諭教育研究会(仮称)準備会世話人 堀内久美子(愛知教育大学)

大谷 尚子(茨城大学)

中桐佐智子(順正短期大学)

大連絡先:刈谷市井ヶ谷町広沢 1 愛知教育大学 堀内久美子 j 

-101 



日本養護教諭教育学会誌 Vol.1， No. 1， 1998 

医図

全国養護教諭教育研究会へのおさそい
設立の趣旨

養護教諭養成教育のあり方については，日本学校保健学会において要望課題と共同研究によって長期にわ

たって探り，その成果を『これからの養護教諭の教育』として出版しました。その研究過程で，これからの。

養護教諭の教育にかかわる多くの問題点が確認され，さらに研究を継続することが求められています。そこ:

iで，養護教諭教育研究会を設立し，養護教諭の教育に関わる者同士が集い，教育実践を相互に交換・検討し;

:あい，養護教諭教育の一層の充実をはかりたいと考えました。

従来，養護教諭教育に関する研究は，養成教育に関わる教育・研究者等が個人あるいは小グル}プで行つ

:てはきましたが，それらを組織し課題を共有し検討しあう全国的な研究会は存在しませんでした。

幸い，学会共同研究を機に，養成機関の教員や現職養護教諭など養護教諭教育に関心をもっ全国の教育・

;研究者が一堂に会して 5年間にわたり研究を行って成果をあげることができました。また，悩みや困難をわ;

かちあえる仲間の存在を実感し，仲間と共同で研究することの喜びを味わうなど多くの副産物を得ることがi

: でき ました。:

そこで，このたび，養護教諭養成機関の教員や現職養護教諭が集まり，養護教諭の教育に関する研究を継j

j続的に行うため研究会を設立しました。別記のような運営をしていきたいと思います。多くの方々の参加をi

:期待します。

1992年11月21日

.全国養護教諭教育研究会 発起人 〔五十音順〕

天野敦子池田哲子石原昌江浦中淳値野礼子大谷尚子小笠原紀代子鎌回尚子後藤ひとみ

坂田 昭 恵 曽 根睦子 田中和子富田勤中桐佐智子中村朋子堀内久美子松本敬子盛昭子

世話人 堀内 久美子(代表・愛知教育大学)

大谷 尚子(茨城大学)

小笠原紀代子(筑波大学附属聾学校)

曽根 陸子 (筑波大学附属駒場中・高等学校)

中桐佐智子(順正短期大学)

i事務局 〒 448 刈谷市井ヶ谷町広沢 1

愛知教育大学養護教育教室 堀内研究室内

τ"EL (0566) 36 -3111 内線 485

‘- .....ーー一一一一ー'ーーーーーーー・ーー・ーーーー・ーーー-ーー守・ーーーー ーー ーーーーーーーー 一ーーーー守ー‘・ー司'ーーー・ーーー・..ーー.............ーーーー・ー・ー・・・・...・・ーーー・....ーーーーーー・白ーー・ーーーー・ーーーー・・・ーーーーーーーーーー
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医図
全国養護教諭教育研究会の運営と活動に関する申合せ

1 目的

養護教諭の教育に関わる者同士が集い，教育実践を相互に交換・検討しあい，養護教諭教育の

一層の充実をはかる。あわせて，会員相Eの交流を深めることにより，それぞれの責務である教

育と研究に喜びを見出し，意欲と資質を向上させる。

2 事業〔当面は(l)~(3)J

(1) 年次大会(総会)

(2) 研究会(地域別，テーマ別の研究会を含む)

(3) 機関紙(誌)の発行

(4) 共同研究による出版物の発行(例えば，教科書・参考書類)

3 会員

目的に賛同し，会員IJ (当面は「申合せJ) を認め，会費を納入した個人によって構成される 0

4 組織

役員:世話人若干名。内 1名は代表世話人。

任期:役員の任期は 2年とする。再任は妨げない。

選出方法:世話人は総会で選出される。代表世話人は世話人の互選とする。

事務局は代表世話人勤務先に霞く。

5 会議

(1) 総会は年次大会とあわせて年 1固定期的に開く。

(2) 世話人会は年 1回定期的に聞くほか，必要に応じて聞く。

6 会計

経費は，会費，事業収入，寄附金その他をもってあてる。

会計年度は4月 1日より翌年 3月31日までとする。

会費は年額3000円とする。

7 当面の研究テーマ

(1) 養護実習に関する研究

(2) 現職教育と上級免許取得の実態・問題点

(3) 授業内容・教育方法の改善(実践の交換)

(4) その他

8 研究グループ。

地域別，テーマ別の研究グルーフ。を設けることができる。
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『ま肝ヲE壬三言』を

『竺芋壬三言.0--------

本研究会は発足して早や5年目を迎えます。

毎年，関係者の人力と会員の熱意によって，総

会が開催され，又研究大会も活気あふれる形で運

営されております。さらに，研究班を組織して，

本研究会として共同で研究する体制を作ってきま

した。

いよいよ，本研究会は一つの節目を乗り越え，

次のステッブに進む段階に来ているのではないで

しょうか。

世話人会としては，これまでの実績を踏まえ，

さらにこの実績を豊かなものにするために，本研

究会を「学会j と称することを提案したいと思い

ます。

その理由は次の通りです。

1.これまでの実績は，学術研究を推進する「学

会」と称することのできるものである。本研究

会の活動は，学術的な研究団体のそれとほぼ同

じである。

2. 本研究会の設立趣旨は， I学会j という名称

に変えることによっても損なうものではない。

本会は， I養護教諭教育」に関する「研究j を

推進することを核に，関係者聞の横の連携(親

睦を含む)をはかる趣旨で出発した。名称変更

により， I研究を推進する」趣旨をより明確に

反映できる。

3. I学会j と称することにより，本研究会にお

ける研究発表などが，社会的に「研究」として

評価される。

特に，養護教諭教育に関わる研究を，きちん

日本養護教諭教育学会誌 Vol.1. No. 1， 1998 

大谷尚子(世話人)

と学術的な研究として位置づけていく必要があ

るし，そのことを社会的に評価してもらう必要

がある。

近年，大学・研究機関においては「自己点検

・自己評価Jが定着しつつあり，我々の研究が

きちんと評価されるためには「学会」という名

称が重要な意味をもっc

4. I学会」という名称にすることにより，研究

推進上，経済面のメリットもある。例えば，賛

助会員を募ることができ，また寄付金を募りや

すくなる。

5. I学会」という名称のもとに組織整備をはか

れば， I日本学術会議Jに登録することが可能

な学術研究団体として成長する可能性が大き

し、。

「日本学術会議」とは，科学が文化国家の基

礎であるという確信に立ち，我が国の科学者の

内外に対する代表機関として，科学の向上発達

を図り，行政，産業，及び国民生活に科学を反

映浸透させることを目的として， 1949年に設立

されたものであり， 210人により組織される。

そのような日本学術会議につらなることは，

本会がわが国の文化国家として科学の向上発達

に貢献し，参与したいという意志表示となるも

のである。この登録に関しては，必要要件をクリ

アしなければならないので，即刻できるもので

ないが，目指すところとして位置づけることは大

切とおもわれる。

<ハーモニー14号より抜粋， 1996年10月>
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医回
。全国養護教諭教育研究会第 1回研究大会 〔実行委員長 堀内久美子(愛知教育大学) ] 

ム日時:1993年11月27日(士) 9:30~ 16:00 会場・横浜国立大学教育学部附属養護学校

ムシンポジウム「養護実習について 学生の力量形成にむけて」

座長 鎌回尚子(女子栄養大学)

演者 l全国養護教諭養成機関への質問紙調査結果報告 養護実習運営の概要

〔付・先行研究の概要〕大谷尚子(茨城大学教育学部)中桐佐智子(順正短期大学)

2養護教諭養成課程における養護実習 石原昌江(岡山大学教育学部)

3短期大学における養護実習 難波英子(関西女子短期大学)

4保健婦養成における養護実習 伊藤幸子(秋田県立衛生学院保健学科)

5附属学校における養護実習指導

ム研究発表

吉田瑠美子(北海道教育大学附属養護学校)

座長 天野教子(愛知教育大学)

I養護教諭教育における免疫学 永瀬春美(千葉県立養護教諭養成所)

2養護実習前・後の学生の意識 小林伊j子(千葉大学教育学部)

3養護教諭養成教育における実地指導講師による授業について 大谷尚子(茨城大学教育学部)

4健康観察の面からみた養護教諭養成教育 O盛昭子，飯野美佳子(弘前大学教育学部)

座長 曽根陸子(筑波大学附属駒場中・高等学校)

5日常の保健室利用基礎集計の改善の試み O斉藤ふくみ(室蘭工業高校全日制)，杉山彩子(同定時制)， 

伊藤明子(室蘭商業高校)，大高喜美子(室蘭清水丘高校)，灘せい子(室蘭大谷高校)

6点から線へ，線から面へ，広がりを示した性教育 伊東弘子(大分市立明野小学校)

7附属学校としての養護教育教育への関わり O小川純子(新潟大学教育学部附属中学校)， 

石崎トモイ(同附属養護学校)

。全国養護教諭教育研究会第 2回研究大会 〔実行委員長 石原昌江(岡山大学教育学部) ] 

ム日時:1994年11月27日(日) 9:30~ 16:00 場所:ホテル アウィーナ大阪(なにわ会館)

メインテーマ・養護教諭の力量形成にむけて

ムシンポジウム「養護実習」

座長松本敬子(熊本大学教育学部)

演者 1 r養護実習J 免許法改正後の教育と養護実習 小林害子(鈴鹿短期大学)

2教員養成実地指導について 指導内容と学生の反応 橋本淑子(岡山県久米町立久米中学校)

3養護実習生と共に成長するために~実習協力校・一養護教諭の立場から~
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阿部虞味(大阪市立鶴浜小学校)

4学校保健の夢を語りたい 実習協力校の養護教諭の立場から

長谷川ちゅ子(兵庫県西脇市立重春小学校)

5養護教育実習ーこれからの健康教育の在り方「健康福祉j をめざした養護教育実習一

明瀬好子(神戸市立鷹匠中学校)

ム研究発表

座長 妹尾孝子(岡山県公衆衛生看護学校)

1全国養護教諭養成機関における養護実習評価の現状

全国養護教諭教育研究会世話人 O堀内久美子(代表・愛教大)他

2養護実習における終日実習のあり方とその評価に関する一考察

0安部奈生(北教大附属旭川|小) 後藤ひとみ(北教大旭川校)

3養護実習での対応記録の検討 盛昭子(弘前大・教育)

座長松嶋紀子(大阪教育大学)

4学生と患者とのコミュニケーションに関する調査研究 臨床医学・看護学臨床実習で学んだことを中心に

中村朋子(茨城大・教育)

5養護教諭に必要な観察能力について 臨床実習における患者の観察に関する検討 郷木義子(順正短大)

6養護教諭活動における救急処蜜の考え方・進め方 卒前・卒後教育を通して

0小山和栄(岡山市立福谷小) 石原昌江(岡山大・教育)

座長 梅本久美子(大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎)

7新入生向け授業内容の構築をめざして 「主題別ゼミナール」での試み 大谷尚子(茨城大・教育)

8養護教諭養成課程学生の附属高校保健室の見学について下村淳子(愛教大附属高)

9保健指導におけるコンピュータ活用についての一考察 養護教諭による自作ソフトの開発研究を通して

大塚典子(横浜市立金沢中)

。全国養護教諭教育研究会第 3図研究大会 〔実行委員長 小林伊l子(千葉大学教育学部)J

ム日時:1995年11月27日(月)9:30"-' 16:00 場所:千葉大学大学院自然科学研究科大会議室

メインテーマ:養護教諭の力量形成にむけて

ムパネノレディスカッション

「力量形成にむけて 養護実習の目標はどのようにたてられているか」

進行 中桐佐智子(吉備国際大学) 座長 鎌悶尚子(女子栄養大学)

パネリスト

養護実習を通して大学でつけたい力量 盛昭子(弘前大学)
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新卒から 3年位までの実践的力量とは

現場で考えるカ量

力量形成にむけて~今，学生に必要なこと

ム研究発表

座長 石岡トミ(国学院大学栃木短期大学)

日本養護教諭教育学会誌 Vol.1， No， 1， 1998 

小西俊子(大阪市立新庄小学校)

横仁子(前文京区立磯川小学校校長)

渡部木綿子(茨城大学学生)

l養護実習のあり方に関する研究 その 1 全国養護教諭養成機関における実習の目的・目標

養護実習研究班 大谷尚子(茨城大学)他

2養護教育実習 一学外養護教育実習とカリキュラム構成 松浦昭子(瀬戸内短期大学)

座長 小笠原紀代子(筑波大学附属聾学校)

3養護実習における保健指導体験と学生の反応

0石原昌江(岡山大学)，井駒洋子(同附属小学校).鈴木薫(同附属幼稚園)

4養護教諭養成教育における人問機能学実習について 0野崎とも子，磯辺啓二郎(千葉大学)

5若年者にみられる外反母祉の発生要因について 養成教育における研究意義

0西国マリ(千葉大学卒).吉田千夏(愛国学園).磯辺啓二郎(千葉大学)

。全国養護教諭教育研究会第4回研究大会 〔実行委員長 盛 昭子(弘前大学教育学部)J 

ム日時:1996年11月25日(月) 9:30~16:00 場所:奥羽大学中央棟 6階講義室

ムパネルディスカッション「今求められている養護教諭の力量とは

時代の要請に応えうる養護教諭の育成のためにー」

進行 曽根陸子(筑波大学附属駒場中・高等学校) 座長 中桐佐智子(吉備国際大学)

パネリスト

養護教諭 1年目の経験から考える力量とは一理想と現実のはざまで

熊谷千賀(福島県私立緑ケ丘高等学校)

時代の要請に応えうる養護教諭の力量とは 養護教諭30年以上の経験を通してー

斎藤光子(弘前市立第一中学校)

今求められている養護教諭の力量とは一教育行政の立場で考える力量

岡田種子(愛知県教育委員会)

養成教育の立場で考える力量とはー評価の対象となりうる能力の構成

後藤ひとみ(北海道教育大学旭川校)

ム研究発表

座長 吉田ヨシ(福島県教育庁スポーツ健康課)

1新入生向け主題別ゼミナールにおける試み 一絵本を導入したグループ研究一 大谷尚子(茨城大学)
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2養護教諭の力量形成における現職教育の意義と有効性一特に内地留学における大学院での学びを通して

小林央美(青森県蓬田小学校)

座長 戸野塚厚子(宮城学院女子大学).津内口恵子(青森県立青森高等学校)

3養護実習のあり方に関する研究 その 2 養護実習直後の学生の自己評価

養護実習研究班 大谷尚子(茨城大学).盛昭子(弘前大学)他

4 時代のニーズに応じた養護教諭の適正配置と養成教育の課題一複数配置に関する先行文献の分析・検討

養護教諭の複数配置に関する研究班 石原昌江(岡山大学)他

。全国養護教諭教育研究会第 5回研究大会 〔実行委員長 天野敦子(愛知教育大学) J 

ム日時・ 1997年11月 8日(月) 9:30~ 16:00 場所:愛知教育大学 大学会館

ムパネルディスカッション「養護教諭の研究能力とはーよりよい養護活動をめざして 」

座長 後藤ひとみ(北海道教育大学旭川校)

パネリスト

養護教諭の研究能力一実践的力量形成のための課題と提言

中安紀美子(徳島大学総合科学部)

大学院での研修から養護活動を考える 森 千鶴 (名古屋市立西前田小学校)

養護教諭の研究能力を考える 安城市研究派遣生の経験から

林せつ子 (安城市立安城北中学校)

働きながら学ぶ 大学院科目等履修生としての経験から

平岩真佐子(愛知県立一色高等学校定時制)

ム研究発表

座長 中川勝子(伊勢市立城田小学校)

1 現職養護教諭の立場から考える卒後教育の現状と課題一研修を通して

山崎隆恵(神奈川県立藤沢北高等学校)

2 養護教諭に必要な資質・能力について 養護教諭対象調査からー

0成田みどり，盛昭子(弘前大学教育学部)

座長 藤井寿美子(愛知女子短期大学)

3 養護教諭教育学会における研究領域について

関連職種の教育学会における研究動向をふまえて 大谷尚子(茨城大学教育学部)

4 養護教諭の複数配置に関する研究 その 2 ー養護教諭の複数制に関する調査一

養護教諭の複数配置に関する研究班 美馬信(大阪女子短期大学)他
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医図
「教育職員免許法改正Jに向けての審議・検討結果のお知らせ第25回拡大世話人会での

①日本養護教諭教育学会世話人会の名で、教育職員養成審議会に要望する。

②提案内容は下表のとおり。

i <教職科目と養護専門科目の単位数のバランス> : 

i f教職ガイダンス 2単位 i cf教養審中学校教諭 i 

i -教職科目|教育・子ども・経営 6単位 I 25単位以上 は31単位(

(現19単位)生徒指導 4単位教育課程 V単位

2単位f 教育課程等

市内訳| 特別活動

L教育の方法

総合演習 2単位

2単位教育実習 4+1=5単位

(<養護専門科目の区分>

2単位

教職または養護専門科目コ岬位以下

-養護専門科目

59単位中学校教諭cf. 59単位(現 56単位)L
I
 

--三ロ

1.人間の構成・機能・発達(解剖学・生理学・精神保健)

2. 健康の成り立ちと支援(薬理学・予防医学・栄養学・公衆衛生学・微生物学・

看護学・免疫学)

3.学校における健康教育・保健活動(学校健康教育・性教育・学校環境衛生・学校安全・

学校給食・学校精神保健・学校保健・学校救急看護)

t 

)内は現行の授業開講科目4養護の本質と目標

5.養護教諭の実践

(内容を示す名称を提示している)1)看護婦・保健婦の養成カリキュラム参考:

2) Iこれからの養護教諭の教育」に掲載しているカリキュラムの全体構想

*単位の配分等はこれから検討。学校保健学会が出した要望書を参考に作成する予定。
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匿日

全国養護教諭教育研究会事務局

全国養護輪教育研究会通信 干448 刈谷市井ヶ谷町広沢 1(0566・36・3111内485)

第 1号 1992年12月25日発行 愛知教育大学養護教育教室 堀内研究室内

1 .全国養護教諭教育研究会が発足しました

1992年11月21日，発起人会・設立総会を聞き，活動と運営に関する申合せを決定し，世話人 5名を 選出し

ました(別紙)。

*発起人会・設立総会出席者(敬称略，五十音順)

天野 敦子 池田 哲子石田トミ 石原昌江大谷尚子小笠原紀代子勝井さみ子鎌田尚子神戸美絵子

後藤ひとみ小林/;9IJ子近藤文子坂田昭恵曽根陸子田中和子高橋洋子富田勤中桐佐智子

中村 朋子 西尾 ミツ堀内久美子松本敬子盛昭子

II. 第 1回世話人会を開きました

日時:1992年12月12日 (土)11持~14時

場所:東京都教職員互助会三楽病院会議室(東京都千代田区)

出席者:世話人 4名

内容 1. 会員(入会)状況の報告

1992.12.10現在38名(内訳 養成機関関係24名，現職養護教諭Q14名)

2. 事務局運営関係、の報告

-振替口座申込(刈谷東境郵便局)

口座番号:名古屋 8-86414 加入者名:全国養護教諭教育研究会

.郵便貯金申込済

3. 入会者を募る活動について

① 当面「学校保健研究j に投稿し，会が発足したことを全国の学会員に知ってもらう

② 第 l回年次大会の企画が決まったら， r健康教室Jr健」等の雑誌に投稿し，広く知らせる。

4. 第 1回年次大会の概要について

日時:1993年11月27日 (土) 9 目 30~15 ・ 30 頃

場所:横浜または東京

企画:次回世話人会で概要を決め，学校保健研究等に掲載依頼する。(遅くとも 4月中に)

(現在出ている意見としては，①発表したい会員(自由テーマ)を募る，②テーマをきめてミニシンポ

ジウム，③テーマの候補のひとつとして「養護実習Jはどうか?など色々あります)

III. 第 2回世話人会を次のように開きます

日時:1993年 3月13日(土)午後

場所:筑波大学附属駒場中・高等学校

内容・第 l回年次大会の企画

年次当番(小林，鎌田，坂田，中川の 4会員)にも出席依頼する。

官tt*** この「通信」の名前募集! r通信」のタイトルカット募集!事務局まで。***女
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日オ文書をま蔓毒自E言命考古E著書F宅金壬主主壬ZF貝リ

(名称)

第 1条 本会は日本養護教諭教育学会と称する。

(目的)

第2条 本会は，養護教諭教育に関する研究とその発展を目的とする。

(事業)

第 3条 本会は第 2条の目的を達成するために，次の事業を行う。

(会員)

(1)学術集会の開催

(2 )共同研究等本会の目的を達成するために必要な研究事業

(3)機関紙および会誌の発行

(4 )その他，本会の目的達成に必要な事業

第4条 本会の会員は，本会の目的に賛同する養護教諭教育について研究する者で，理事会の承認

を受けたものとする。

第5条 会員は，本会の事業に参加し，機関紙その他の配布を受け，総会において議決に参加する

ことができる。

第6条 会員は所定の会費を納めるものとする。正当な理由なく 2年以上会費を滞納した会員は，

退会した者と認める。

第7条既納の会費は，全てこれを返納しない。

第8条 退会を希望する会員は，理事長にその旨を文書で届け出るものとする。

(組織)

第9条本会に次の役員を置く。

理事長 1名

理事 若干名

会計監査 2名

(1)理事長は本会を代表し，会務を統括する。

(2 )理事は，理事長を補佐し，理事会を組織し，日常の会務および緊急事項を処理する。

(3)会計監査は，本会の会計を監査する。

第 10条役員の選出は次の通りとする。

( 1 )理事及び会計監査は，総会で選出する。

(2)理事長は，理事の互選とする。
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(3 )理事長，理事，会計監査の任期は3年とし，再任を妨げない。

第 11条 事務局は，理事長の定める所とする。

(委員会)

第 12条本会に次の委員会を置く

実行委員会

推薦委員会

編集委員会

( 1 )実行委員会は，学術集会の開催を計画し，実行する。

(2)推薦委員会は，役員の改選に際し，その候補者に関する事項をつかさどる。

(3)編集委員会は，機関紙及び会誌を発行する。

(学術集会)

第 13条 本会は，年 1回学術集会を開催する。また必要に応じて研究会を開く。

(総会)

第 14条 本会は，次の規定にしたがって総会を開催する。

(会計)

( 1 )総会は，毎年 1回理事長の招集により行う。ただし会員の 5分の 1以上から請求が

あった場合及び理事会が必要と認めたときは，理事長は臨時に総会を開かなければ

ならない。

(2 )総会は，会員の10分の 1以上の出席がなければ議事を聞き，議決することができな

b、。
(3 )総会は，事業報告，会計報告，会則の変更，役員選出，その他本会の運営に関わる

重要事項の決定を行う。

第 15条 本会の会計は，会費，事業に伴う収入，寄付金及びその他の収入によってまかなう。

本会の会計年度は，毎年4月 1日に始まり，翌年3月31日に終わる。

第 16条本会の会費は年額 5，000円とする。

(会則の変更)

第 17条 本会の会則を変更する場合は，理事会の識を経て，総会の承認を必要とする。

(付則)

この会則は， 1997年11月 8日に制定し， 1998年4月 1日より施行する。
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日オ又圭妻言蔓孝文言命孝{(手ヨF寺乏壬主主壬主主貝リ手三方恒系田貝リ

第 1条 この実施細則は，日本養護教諭教育学会会則に基づき日本養護教諭教育学会の運営に必要

な事項を定める。

(役員の選出)

第2条 役員の選出に際しては，会員の中から推薦委員を選出し，推薦委員会を組織する。推薦委

員は選挙権及び被選挙権を有する。

第 3条 推薦委員会は，役員改選に先だって，役員候補者の名簿を作成し，総会に諮り，総会にお

いて出席者の過半数の賛意を得て決定する。

第4条 有権者は，選挙有権者名簿作成時に，その年度の会費を納入した会員とする。

第5条 役員の有資格者は，会員IJ4条に定める有資格者で，引き続き 3年以上会員であった者とす

る。

(推薦委員会)

第 6条 推薦委員の選出は次の通りとする。

( 1 )推薦委員の人数は， 4-7人の範囲で，理事会で定める。

( 2 )推薦委員の有資格者は，会則4条に定める有資格者で，引き続き 2年以上会員であ

った者とする。

( 3 )推薦委員は，役員改選の 1年前の総会において選出する。

推薦委員長は，推薦委員の互選とする。

(4)推薦委員の任期は 1年とする。

2 推薦委員会は総会までに，役員候補者を推挙し，推薦理由を添えた名簿を作成する。

(実行委員会)

第 7条 実行委員会は，次の事項を審議し，学術集会を開催する。

( 1 )学術集会の形式

( 2 )演題の選定及び座長の選出

(3 )その他学術集会の運営に関すること

2 実行委員会は次の委員をもって組織する。

( 1 )実行委員長

(2 )実行委員

(3 )担当理事

第8条 実行委員長は，次回学術集会開催地の会員から，理事長が指名する。実行委員は実行委員

長が指名する。任期は 1年とし，再任を妨げない。
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(編集委員会)

第 9条 編集委員会は，次の事項を行い，機関紙及び会誌を発行する

( 1 )会誌に掲載予定の原著，研究報告，実践報告に関する査読

(2 )機関紙「ハーモニーJの発行

(3 )その他，会誌の編集及び発行に関すること

2 編集委員会は次の委員をもって組織する。

( 1 )編集委員長

(2 )編集委員

第 10条 編集委員長は，役員の中から理事長が指名する。編集委員は編集委員長が指名する。

(研究助成)

第 11条 会員IJ第 3条 2に定める研究事業の一環として，特色ある研究に対して助成を行う。

第 12条 助成を行う研究の選定は次の通りとする。

( 1 )研究の決定にあたっては，あらかじめ希望者を機関紙で公募し，理事会において審

議し，総会で承認を受ける。

( 2 )研究助成金を受けた研究は，その成果を学術集会及び会誌に発表する。研究期間は

1年を原則とする。但し 1年に限り延長することができる。

(名誉会員・賛助会員)

第 13条名誉会員は理事会が推薦し，総会に報告する。

第 14条 名誉会員の資格は概ね65歳を越えた者とし，次の基準のいずれかに該当する者とする。

(1)永年，本会員として活躍し特に功績のあった者

( 2 )役員として特に功績のあった者

( 3) その他特に本会名誉会員の称号にふさわしいと認められた者

第 15条 名誉会員は会費を免除される。また学術集会，会誌等を通じて研究を発表できる。

第 16条 賛助会員は，本会の目的に賛同し，年額10，000円を継続して納入するものとする。

第 17条 名誉会員及び賛助会員は，機関紙その他の刊行物の配布及び事業について連絡を受ける。

(付則)

この実施細則は， 1997年11月 8日に制定し， 1998年4月 1日より施行する。
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1.投稿者の資格

投稿者(共著者を含む)は，すべて日本養護教諭教育学会会員であること。ただし編集委員から

依頼した原稿はこの限りでない。

2.原稿の種類

1 )原稿の種類は，論壇，総説，原著，研究報告，実践報告，資料，会報，その他であり，著者

はそのいずれかを明記しなければならない。

2)投稿論文の内容は他の出版物(国の内外を問わず)にすでに発表あるいは投稿されていない

ものに限る。また，本誌投稿中，他誌への投稿をしてはならない。

3. 投稿手続き

1 )原稿は， 3部 (2部はコピーでもよい)を送付する。

2)原稿は封筒の表に「日本養護教諭教育学会誌原稿」と朱書し，学会事務局に書留郵送する 0

4. 原稿の受付及び採否

1 )上記3の手続きを経た原稿の到着目を受付日として，投稿者に受け付けたことを通知する。

2)原稿の採否及び種別については，査読を経て，編集委員会が決定する。

3)編集委員会の審査により返送され，再提出を求められた原稿は，指定された締め切り期日ま

でに再投稿すること。期日を過ぎて再投稿された原稿は，新規受付として，次号において取

り扱われる。

4)編集委員会の判定により，論文の種類の変更を著者に勧めることがある。

5. 投稿された原稿は，理由の如何を問わず返却しない。

6. 著者校正は 1固とする。ただし校正の際の加筆は原則として認めない。

7.機関誌の発行は年 1田， 3月とする。

8. 投稿原稿の 1編は原稿の種類を問わず，図及び表を含めて本文を下記の枚数以内にとどめること

を原則とする。

論壇 1編 1枚(本文組み上げ 1ページに相当)

総、説 1編 5枚 研究報告 1編 5枚

原著 1編 5枚 実践報告 1編 5枚

資料 1編 5枚 会報 1編 5枚

その他 1編 5枚

これを越えるものについては，編集委員会で採否を決定する。

9.原稿執筆の要領

1)原稿は， B5判 (45字 X32行) (余白は左右14四，天地21脚以上)横書きとする。
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パソコン及びワープロ使用の場合は，氏名，機種，主主録方法を明記したフロッピーを添付する。

(テキスト・ファイルに変換しであることが望ましい)

2)文章は新かなづかいを用いて，構書にて簡潔に記述する。句読点，カッコ(r， (， し~な

ど)は 1字分とする。

3)外来語はカタカナで，外国人名や日本語になりきっていない術語は，原則として活字体の原綴

で書く。

4)数字はすべて算用数字とし， 1字分に 2文字を収める。

5)図表の原図は，ワープロ又は黒インクを使って明瞭に書く。縮小することが適当と思われる図

表は，原図と縮小した図表をともに作成し，その旨を明記する。印刷製版に不向きと思われる

図表は書き換え又は割愛を求めることがある。(専門業者に制作を依頼したものの必要経費は，

著者負担とする)

6)図表はすべて本文とは別紙とし，本文中に挿入を希望する箇所に原稿の右の欄外に朱書により

指定する。(図 4または表 1など)

7 )文献記載の様式

( 1 )引用文献は，本文中の引用箇所の肩に「・・・が知られている 1) 0 J又は「・・ 1)叶)J 

のように番号をつけ，本文原稿の最後に一括して引用番号順に記載する。参考文献は著者

名のアルファベット順に列記する。

( 2 )記載方法は下記の例示のごとくとする。

雑誌の場合 著者名:表題，雑誌名，巻(号)，頁一頁，発行所，発行年，

単行本の場合著者名(分担執筆名) :論文名， (編集・監修者名)，書名，引用頁 頁，

発行所，発行年等

訳本の場合 原著者名(訳者名) :書名(版)，頁，発行所，発行年

著者が多数の場合は最初の 3名を記し，あとは「他J (英文は etal， )とする。

8)原稿には表紙をつけ，表題，英文表題，著者名(ローマ字とも)，所属機関名，代表者の連絡

先，表及び図や写真の数，希望する原稿の種類，別刷希望部数，著者全員の会員番号，編集委

員への連絡事項を明記する。

9)原著の場合は， 250語以内の英文抄録並びに400字程度の和文抄録をつけ， 5つ以内のキーワー

ドを英文と和文でつける。

10，著者が負担すべき費用

1 )掲載料 規定枚数を超過した分については，必要経費を著者負担とする。

2)原著，研究報告，実践報告に関しては，査読のための費用として， 5，000円の定額郵便為替

(文字等はいっさい記入しない)を投稿原稿に同封して納入する。

3)別制料 別刷りはすべて実費を著者負担とする。

4)その他 図表等，印刷上特別な費用を必要とした場合は著者負担とする。

付則 この規定は1997年11月 8日から施行する。
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事 務 局 便 り

1. この創刊号は個人宛にお送りしておりますo 1997年度の会費をお納めいただいた会員の方に送付

しておりますので， ご了承下さい。

2. 1998年度の会費納入について

本学会は会員の皆様の会費で運営されております。

1998年度 会費 5，000円

賛助会費 10，000円

支払方法 郵便振替 00880-8-86414 

加入者名 日本養護教諭教育学会

尚， 1996年， 1997年度の会費未納の方は至急納入して下さい。

3，雑誌等が返送されたり， 旧住所から苦情を頂くことがあります。事務局で調査し， できる限り再

発行しておりますが，住所不明となる方もいます。改姓，住所，所属変更の場合は， 文書で郵送

かFAXでご連絡下さい。

島支 輔 募 集 中

日本養護教諭教育学会誌の第2号の原稿を募集しています。

投稿資格 :本会の会員に限ります。共同研究者も会員に限ります。

論文の種類:論壇，総説，原著，研究報告，実践報告，資料，その他です。

投稿方法 :B5判横書き，原稿枚数は「投稿規定」をご覧下さい。

募集期間 :年聞を通じて，随時受け付けています。

第2号の最終締め切りは， 1998年11月10日です
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編集後記

日本養護教諭学会員の念願でありました，学会誌の発刊が実現し，本日倉Ij刊号を皆様にお届けする

ことができましたことを心からうれしく思います。これまで様々なご指導とご協力を頂きました，日

本学校保健学会始め養護教諭関係の皆様に深く感謝申し上げます。

この発展を支えた最も大きな原動力は，会員相互の知識と技術の向上を目的とした研究会を定期的

に開催してきた成果だと自負しております。そしてその原点を，日本学校保健学会の要望課題「養護

教諭の養成教育のあり方Jを研究したいと集まった研究者と，研究のありょうを厳しくご指導下さっ

た茨城大学の故小倉学先生に求めることができます。それ以後今日まで研究と実践により，この分野

に専門領域を持つことの意味を示し続けて参りました。その努力が教育職員免許法の中に「養護概説」

を誕生させ，一つの歴史として実な結んだことを誇りに思います。これと時を同じくして実現した学

会誌の発刊は，私たちがこの専門領域に学問を育てようとしている意思の表明であります。未来に向

け てこの雑誌に，学 問の 実り が豊 かに ありますようにと念じております。(中桐)

編集委員

委員長 中桐佐智子(吉備国際大学)

委員 石原昌江(岡山大学)
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